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特集

経営戦略としてのインクルージョン、
ダイバーシティ＆エクイティ
近年、持続可能な社会を議論する中で、インクルージョン、ダイバーシティ、さらに、一人ひとりの個性や状況にあ
わせた公平な機会の提供を意味するエクイティへの注目が高まっています。
組織経営においては、サステナブルで強い組織への成長に向けて、一人ひとりが個性を活かして活躍できる環境や
文化を作るため、経営戦略として、インクルージョン、ダイバーシティ＆エクイティをあらゆる施策に組み込む必要が
あります。
これらの実現に向けて、私たちは何を意識しなければならないか。どんな世界を作り上げていくべきか。
今回の特集では、スポーツが持つ、平等や相互理解を促進する力に着目し、多様な個性を持つすべての人々の社
会参画と活躍について考えます。

多様性を活かす社会からその先へ
～スポーツを通じた新たな価値共創～
特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 
専務理事 兼 事務局長   松崎 英吾 氏

KPMGジャパン 人事／人材開発統括責任者　宍戸 通孝
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特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会（以下、「JBFA」という）は、「ブラインドサッカーを通じて視覚障がい者と健
常者が当たり前に混ざり合う社会を実現すること」というビジョンを掲げ、国内のブラインドサッカーおよびロービジョンフット
サルの普及・育成をはじめ、ブラインドサッカー日本代表の強化や、地域行政や企業と連携した小中学校向けのダイバーシティ
教育や啓発イベントなど、幅広い事業を展開しています。KPMGジャパンはJBFAのビジョンに共感し、2014年に経理業務サポー
ト、2015年に内部統制サポートを実施、また、同年よりパートナーシップを結び、JBFAの活動およびブラインドサッカーの普
及発展を支援してきました。今回は、JBFA専務理事兼事務局長の松崎英吾氏に、KPMGジャパン 人事／人材開発統括責任者
の宍戸通孝がお話を伺います。

経営戦略としてのインクルージョン、ダイバーシティ＆エクイティ

～スポーツを通じた新たな価値共創～

特集

対談時には感染対策を十分に行い、写真撮影時のみマスクを外しています。
所属・役職は、2022年5月時点のものです。

多様性を活かす社会からその先へ

Matsuzaki
Eigo

Shishido
Michitaka

特定非営利活動法人
日本ブラインドサッカー協会 

専務理事 兼 事務局長

KPMGジャパン 
人事／人材開発統括責任者

松崎 英吾 氏
宍戸 通孝
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JBFAの存在価値

宍戸　2021年のパラリンピックで、5人
制サッカー（ブラインドサッカー）日本代
表チームは 5位の成績を残しましたね。
KPMGジャパンでも、社内で応援サイトや
社内SNSを立ち上げ、多くの職員が応援
しました。試合がテレビでも放映され、障
がい者スポーツやブラインドサッカーにつ
いて興味を持った方も多いかと思いますが、
いかがですか。

松崎　おかげ様でパラリンピックは、たく
さんの注目をいただく機会になったと感じ
ています。KPMGジャパンの皆さまにも応
援いただき、あらためてお礼申し上げます。
ありがとうございます。
　パラリンピックでは、勝つこと、注目を
浴びることは、とても重要なのですが、それ
が障がい者の社会での生き方や教育の
受け方などの変化につながらないとすれば、
非常に寂しいことです。勝てば勝つほど、
障がい者が生きやすくなる、社会参画しや
すくなるような取組みが、私たちの存在価
値を高めていくと感じています。

宍戸　なるほど、スポーツでの成功と視
覚障がい者の社会参画の促進を両立
させることに意義があるとお考えなんで

すね。松崎さんは具体的にどういった問
題意識をお持ちになり、視覚障がい者
スポーツの発展に取り組まれているので
しょうか。

松崎　現在の日本には、障がい者手帳を
もつ視覚障がい者はおおよそ31万人ほど
です。そのほかの障がいに比べると、障が
い者のなかでも少数派といえます。また、
医療技術の発達から、特に若い視覚障
がい者は年々減っています。
　しかしながら、彼らが働く場所がまだま
だ少ないことには変わりありません。かつ
ては「鍼・あん摩」の国家資格取得が就職
および長期的な職業につながりましたが、
今は国家資格を有しない簡易なマッサー
ジなどの参入が進み、それらの仕組みが
機能しにくくなっています。
　企業においても、「視覚障がい者は、見
えない、見えにくいからできない」と思い込
んでいる節があります。しかし、本人が「見
えない、見えにくいからできない」ということ
と、会社や社会が「できないとみなしてい
るから、できない」ことには違いがあります。
この障がいの捉え方の違いを「障がいの
社会モデル」と呼んでいます。
　私たちはブラインドサッカーで世界一を
目指していますが、勝つことだけが目的で
はありません。JBFAの「当たり前に混ざり
合う社会を実現すること」というビジョン
のもと、これらの障がい者を取り巻く環境

が変わり、彼ら・彼女らの職業選択肢が
増えるといった未来も必要だと考えてい 

ます。

スポーツで彼・彼女らに出会って、
障がいが見えるようになった

宍戸　松崎さんはいつ頃から、そのような
視点を持たれていたのでしょうか？

松崎　実は、私は、もともとは障がい者の
存在に無関心な人間でした。大学卒業
後、出版社で働いていた時も、本来は障
がいの有無に関わらず「本を読む権利」が
あるはずなのに、視覚障がい者を読者とし
て考えたことは一度もなかったはずです。
　しかし、ブラインドサッカーに出会い、
仲間ができたことによって、「この本をブラ
インドサッカーの仲間たちは読めないんだ」
とはじめて気がつき、そういうところで、資
本主義社会で経済活動をする自分と、大
好きなコミュニティで活動する自分の、捉
え方の違いに気がつきました。「かわいそう
だから助けてあげよう」ではなくて、「この人
たちが本を読めないのはおかしい」と、自然
と考え方が変わってきました。
　ブラインドサッカーを通じて、自分の視
野を広げてみたら、耳が聞こえない人、脳

視覚に障害がある人でもプレーできるようにルール設計され
た、転がると音が出るボールを使用する5人制サッカーです。
アイマスクを装着した4人のフィールドプレーヤーと、目が見
える晴眼者（もしくは弱視者）のゴールキーパーがピッチに立
ち、ガイドがゴール裏より指示を出します。選手は、感覚を
研ぎ澄ませ、ガイドやゴールキーパー、監督の声やボールの
音、仲間を信じる気持ちを頼りに、プレーを展開します。

ブラインドサッカーとは

©JBFA
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性麻痺の人、精神障がいの人がサッカー
を楽しんでいることにも気づきました。ス
ポーツで彼ら・彼女らに出会って、障がい
が「見える」ようになったのです。そして見え
るようになったら、今度は課題が見えてき
ました。戦後の日本は、経済成長をより
効率的に進めるために、政策としても障が
い者を分けて管理してきました。これによ
り、健常者と障がい者が社会で出会わな
い、出会いにくい仕組みができていました。
しかし、今では、社会の意識やシステムが
変わりつつあります。法定雇用率なども取
り沙汰されていますが、現実として、6％が
障がい者であり、いま健康な人でも、心身
の機能低下や事故等により、誰でも障が
い者になり得ます。私たちは必ず老いてい
くわけです。障がい者は社会的弱者と括
られがちですが、弱いわけではありません。
ですから、彼ら・彼女らが持っている力とは
何かを考える必要があります。

宍戸　そうですね。「弱い」と決めつけるの
ではなく、「できないこともある人」と捉える
必要がありますよね。松崎さんもお話しさ
れたとおり、企業・個人を取り巻く環境が
大きく変化を迎えている中で、人的資本
経営という観点からも、多様な一人ひとり
の個性を活かす職場づくりが重要とされ
ています。このことは、健常者と障がい者
とで変わりがないのではないでしょうか。

　ビジネスの場においても、ESG／SDGs

経営と言われて久しいですが、長期的な価
値を生み出すサステナブル経営かどうか、
多様なステークホルダーから厳しく評価さ
れています。たとえば、我々であれば、監査業
務を通じて信頼される資本市場の構築の
責任を果たすため、クライアントの先にいる
さまざまな投資家の視点を理解しなければ
いけません。しかしながら、1人の人間がさま
ざまな投資家の目線を持つことはきわめて
難しい。複数の目で見るとしても、同質の人
間が同じ考えで、同じ結論しか持っていな
いのでは、物事を多面的に捉えることができ
ず、意味がありません。いろいろな経歴、価
値観、経験の人がいたほうが良く、その面か
らも、多様性が大事だと考えています。

自らの体験によって
気がつくことは、誰かに
教えられるよりも効果が高い

宍戸　視覚障がい者と健常者が当たり前
に混ざり合う社会を実現するというビジョ
ンの実現のために、JBFAでは具体的にど
のような活動をされているのでしょうか。

松崎　わずか10年前でも、障がい者ス

ポーツは「障がい者のためだけのスポーツ」
という見られ方をしていました。当事者も、
障がい者だけで集まって「自立に向けて頑
張りましょう」と。しかし、本当の意味で
変えていくには、マジョリティである見えて
いる人、障がい者とされない人たちの見方、
マインドセットに働きかけなければなりませ
ん。地域コミュニティや会社の中で受け
入れてもらわないといけませんから。
　そこで、我々は健常者の方に「見えない
体験」をしてもらう学校向け教育プログラム
である「スポ育」という事業や企業向けの「ダ
イバーシティ研修（OFF T!ME Biz）」などを
実施しています。それらの身体的な体験機
会を通して、障がいを違いとして理解するこ
とや、違いのあるなかで自らの個性を発揮
する大切さ、それらをチームワークでいかに
乗り越えていくかに気づいてもらいたい。こ
うしたプログラムを通じて、多様な状態を
活かし合う原体験をしてほしいと思います。

宍戸　たしかに、自らの体験によって気が
つくことは、誰かに教えられるよりも効果が
高いですよね。

松崎　はい、我々は「共体験」をとても大事
にしています。理由は、多様性や障がい理
解は、理屈として理解することと、腑に落
ちてそれらを包摂して利活用することには、
大きな壁があるからです。昨今、「多様性

1986年朝日新和会計社（現・あずさ監査法人）入所後、2007年にパートナーに就任し、2015年理
事（現執行理事）、2019年専務理事に就任。現在は、あずさ監査法人で、製造業、卸売業。サービ
ス業等さまざまな業種の監査に関与しているほか、M&Aディールアドバイザリー業務にも従事。ま
た、KPMGジャパンの人事／人材開発関統轄責任者、あずさ監査法人HR統轄、ダイバーシティ統
轄担当として、多様な個性を持つ一人ひとりが「高品質なサービスの提供をもってクライアント・社
会に貢献する」という共通の目標に向かい、お互いの多様性を認め、活かし合いながら、高い能力
を発揮し合うことを目指し、インクルージョン、ダイバーシティ＆エクイティの推進に取り組んでいる。

Shishido Michitaka
宍戸 通孝 氏
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が大事だよね」「一人ひとりの違いを個性
として捉えていくのは大事だよね」という意
見に賛同しない人は少ないと思いますが、
現実には障がい者の雇用率もまだ1桁台。
俯瞰しても、女性の管理職割合も経営職
割合も圧倒的に少なく、多様性を数値化
して見ると、変化がまだ途上であることは
明らかです。
　そして、その裏側にあるのが無意識の偏
見、アンコンシャスバイアスだと、我々は
考えています。

アンコンシャスバイアスを
可視化する

松崎　障がい者が社会参画することへの
同意はあるのに、変化の兆しがあまり感じ
られない。理屈は共有できているのに、実
体の変化につながっていないのではないか。
その背景を探っているなかで、アンコンシャ
スバイアスに出会いました。ただ、アンコ
ンシャスバイアスは「無意識」なもので、主
観的アンケートなどでは測定できない。測
定するには認知心理学で研究されていた
独特な手法が必要でした。当時、これらを
測定できるシステムが日本になく、私たち
で研究者とともに開発しました。

　そして、実際に障がいに関するアンコン
シャスバイアスを測定してわかったのは、
日本は他の国々と比べても、「障がい者も
共生する社会が大事」という表面の同意
と、それに関して行動を起こそうとした時
の心持ちのギャップが大きいということで
す。これを変えていくには、内発的な動機
付けにアプローチすることが大切です。法
律や企業のルールを変えることも大事で
すが、それら外発的動機付けだけでは、無
意識は変わりません。
　無意識への効果的なアプローチの1つ
に、ともに身体性を伴う体験をすることが
あります。アンコンシャスバイアスに働きか
ける文脈において、実はブラインドサッカー
の出番は思っている以上に多いのではな
いのかと思っているところです。
宍戸　すごく興味深いお話ですね。同時
に、アンコンシャスバイアスの測定の結果
を受け止めることに恐れも感じます。

松崎　アンコンシャスバイアスは、物事を
効率的に判断したり、危険回避のための
不可欠な脳の働きなので、偏りがあること
自体は悪いことではありません。ただ、その
働きが、時代や価値観と合わなくなること
があります。その時に、少し立ち止まって
見直すことが大切です。
　測定結果は、確かにショッキングな場合
もありますが、アンコンシャスバイアスの抑

制要因は、みずからのバイアスの程度を知
ることにもあります。「自分はこのくらいかな」
という主観的な感覚と測定結果に表れた
数値のずれの把握自体が大切なのです。
　我々はこのアンコンシャスバイアス指標
を経営の管理指標にしています。ここに働
きかけができてはじめて、我々の「混ざり合
う社会」というのが前進していると言える
と思えるからです。組織としての傾向や価
値観の偏りを可視化することができるため、
今では、研修会社やNPOの研修に、我々
の仕組みを役立てていただいています。

宍戸　健常者同士にも無意識の偏見はあ
りますよね。たとえば、「アイツの言うことな
んか聞いても無駄だ」といったような。先ほ
ど「物事を多面的に見るには多様性が必
要だ」と言いましたが、「健常者の中の多様
性」にも目を向けなければならないなと。

松崎　実はそこもつながっています。目に
見えてわかりやすい違いを受け入れるコミュ
ニティを作っていくと、意識しにくい違いに
対する許容度も上がっていくという調査結
果があります。
　私たちは、障がいに関するアンコンシャ
スバイアスを測定し、企業研修などで提
供していますが、障がいに対する理解を通
じて、人種や性差などの他の違いへの偏
見に意識を向ける効果も生まれると考え

千葉県松戸市出身。国際基督教大学卒。IBSA （国際視覚障害者スポーツ連盟） 理事、一般
財団法人インターナショナル・ブラインドフットボール・ファウンデーション代表理事。
「ブラインドサッカーを通じて社会を変えたい」との想いから、日本視覚障害者サッカー協会
（現・日本ブラインドサッカー協会）の事務局長に就任。「サッカーで混ざる」をビジョンに掲げ
る。また、スポーツに関わる障がい者が社会で力を発揮できていない現状に疑問を抱き、障
がい者雇用についても啓発を続けており、サステナビリティがあり、事業型で非営利という新し
い形のスポーツ組織を目指す。

Matsuzaki Eigo
松崎 英吾 氏
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経営戦略としてのインクルージョン、ダイバーシティ&エクイティ特集

ています。

IDE（インクルージョン、
ダイバーシティ&エクイティ）
のエクイティをどう捉えるか

宍戸　KPMGでは、「IDE（インクルージョ
ン、ダイバーシティ&エクイティ）」を大切
に考えています。ここまで、多様性やそれを
受け入れる社会について触れてきたと思い
ますが、エクイティについてもお伺いしたい
と思います。私は、エクイティは公平な機
会へのアクセスを実現することであり、イン
クルージョンやダイバーシティを支えるイ
ンフラのようなものだと考えています。その
意味で、多様なメンバーからの良い意見
や知見を得られるチャンスを自ら遮断して
しまうことは、エクイティに反することだと
思っています。

松崎　障害者差別解消法には「合理的配
慮」という概念があります。たとえば、視覚
障がい者と健常者の新入社員がいて、等
しくPCを支給したとして、エクイティが担
保できていると言えるでしょうか？視覚障
がい者は今ではPCを使えるのですが、そ
のためには読み上げソフトが必要です。
PCだけを与えられても、それで同じスター
トラインには立てません。障がい者の社会
参画の文脈では、障がいを起因として特
別な配慮をすることに合理性が認められる
場合は、法人として必要な配慮をしなけれ
ばいけないことになっています。それを合理
的配慮と言いますが、エクイティの概念に
近いと感じています。

宍戸　「合理的配慮」、同じ人間として一
緒にやっていくうえで、スタート地点に並ぶ
ための配慮ということですね。
　私は、障がい者を雇用する特例子会社
あずさオフィスメイトの代表取締役社長
も務めています。あずさオフィスメイトには
軽度から中程度の知的障がいや精神障
がいを持つスタッフが100人ほど所属し、

あずさ監査法人内の事務業務の一部を
請け負っています。コーチと呼ばれるジョ
ブコーチが、一人ひとりの特性を見極め、
それぞれに適した仕事をアサインしている
こともあり、社内便の回収・配達、PCへの
入力作業、印刷、中古文房具のリサイク
ルや補充、オフィス共有部のメンテナン
スなどを、非常に正確に対応してくれてお
り、もはや法人になくてはならない存在と
言っても過言ではありません。皆とても生
き生きとした表情をしていて、とあるスタッ
フに好きな作業を聞くと、「文房具補充
が好きです。文房具を数えて補充をする
ときに、会社で働く人たちの役に立って
いると実感できます」と答えてくれました。
また、新人が入ると彼ら内で指導したりと、
成長に驚かされたりもします。
　一方で、その配慮を受ける側の心持ち
も気になります。以前、アメリカに駐在して
いる時に仲良くなった黒人が、「黒人の一
番まずい点は、黒人自身が何もできないと
思っていることだ」と言っていたことがありま
す。これも1つのバイアスだと思います。同
じように、障がい者側のバイアスというの
もあると思うのですが、どうでしょうか。

松崎　とても興味深いポイントです。実
は、障がい者の障がいへのアンコンシャス
バイアスについて、調査ができる環境を整
えているところです。これまでは事例が乏し

く、測ってみないとわからないのですが、実
際に社会が変わった時に、障がい者側
が変われるかどうか。どちらが先かとか大
きさは関係なく、お互いに、変化の兆しを
感じながら少しずつ変わっていかなければ
いけません。開発学で言うエンパワーメン
トですが、変わっていくプロセスが大事だ
と思っています。
　パラリンピックを経て、障がい者の「従
来とは違う可能性」を健常者は感じるこ
とができたと思います。他方で、障がい者
自身にも変化があり、スポーツを通じて
得た社会的スキルや自信を活かし、スポー
ツのフィールドの外である「社会」でもチャ
レンジが生まれています。
　マジョリティの社会と視覚障がい者の
それぞれの変化によって、「障がい」に対
する見方、マインドセットが変わっていく。
その小さな変化の積み重ねが、大きく社
会を変えていくのではないでしょうか。短
期的に結果は出ないでしょうが、5～10

年、あるいはそれ以上をかけて、障がいの
あり方が大きく変わっていければと思って
います。

宍戸　双方のマインドセットの変化の積
み重ねによって生まれる変化ですね。組
織に落とし込むと、たとえば、KPMGに
は海外の主要国の代表が参加する会議
体が数多くあるのですが、言語面から起

図表１　

社会的価値を含む「スポーツの3つの価値」

「スポーツの価値算定モデル調査」への
協力について - KPMGジャパン

https://home.kpmg/jp/ja/home/
media/press-releases/2020/02/
sport-2020report.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2020/02/sport-2020report.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2020/02/sport-2020report.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2020/02/sport-2020report.html
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こる気持ちのバリアなのか、日本で、グ
ローバルでの重要な役割を担おうとする
者はほとんどいませんでした。しかし、7～
8年前より積極的に海外での重要な役
割にアサインするようにすると、言語の問
題はさほど生じず、日本の発言力が高ま
り、本人も自信をつけ、続いてチャレンジ
しようとする者も増えました。女性のリー
ダーシップ職の増加も同様です。かつて、
一歩後ろからサポートする立場が自分に
向いていると考える女性が多かったので
すが、それはそれまでの環境がそのように
させてしまっていたのです。女性を対象と
したキャリア開発のための階層別研修や
ネットワーキングなどを行うことで、リー
ダーシップマインドが醸成され、リーダー
層にチャレンジをして活躍する女性も増
えてきています。
　社会や人々の意識を変えるとなると、時
間はかかりそうですが、とにかく続けていく
ことが大切ですね。私たちは、松崎さんは
じめJBFAの皆様が掲げているビジョン
を信頼し、ともに社会を変えていきたいと
いう想いでパートナーシップを結んでいま
す。社会課題解決に向け、さらに新しいこ
とに一緒に取り組んでいければと思ってい
ます。

スポーツの価値の共創に向けて

松崎　KPMGジャパンが、スポーツを通じ
た社会貢献を大切にしている理由につい
て教えてください。

宍戸　私たちは、スポーツには社会を動
かす大きな力があると考えています。これは
松崎さんもよく理解されていると思います
が、スポーツには、身体と心の健康以外
にも、コミュニケーションに代表される非
認知能力の習得や、多様な人々や社会を
エンパワーする力があります。国連でも「ス
ポーツの持つチカラ」として対話の促進や

障がいの有無に関わらないすべての人々の
社会への参画などを挙げています。
　私たちは、地域や社会といった多様な
ステークホルダーに対して、スポーツが持
つ「真の価値」を可視化して、その価値を
最大化しようという取組みに挑戦していま
す。また、その過程で私たち自身も一緒
になって楽しく取り組むことにより、内部の
コミュニケーションにもつながれば良いと
考えています。
　その考えの基となっているのは、「スポー
ツの価値算定モデル調査」レポート（2020

年3月、日本政策投資銀行）で提言してい
る、社会的価値を含む「スポーツの3つの
価値」です（図表１参照）。SDGs（持続可
能な開発目標）など地域・社会への貢献
活動を促進する流れが社会全体にある中
で、3つの価値を可視化・定量化すること
で、スポーツがハブとなり地域や社会との
「対話」や「共創」が生まれ、価値を最大化
できると考えています。
　地域貢献としては、同じ新宿区に拠点
を置くクリアソン新宿1の地域パートナー
となっています。KPMGジャパン職員とと
もに、スポ―ツの価値を通じて地域課題
の解決に挑戦したいと考えています。また、
スポーツを通じたSDGs活動の推進を支
援する�地域協創型デジタルプラットフォー
ム�を湘南ベルマーレ2と構築するなど、地
域におけるパートナーとともに、社会の課
題解決を担えればと思います。
松崎　そして、ブラインドサッカーも今年
新しく設立されたトップリーグで、KPMG

ジャパンも、リーグ第3節の冠スポンサー
と新リーグを通じて「混ざり合う社会の
実現」に向けた価値の可視化に、「IDE共
創パートナー」としてともに取り組んでいた
だくことになりましたね。
　これまで障がい者スポーツは草の根的
にスポーツをする機会の創出を図ったも
のが中心で、国内最高峰のリーグ戦とい
うのがありませんでした。そこで、我々はパ
ラリンピックの機運を活かし、挑戦しよ
うと決めていました。これまでの国内リー
グを再編して、KPMGカップを移設し

た「LIGA.i（リーガアイ）ブラインドサッ
カートップリーグ」を創設しました。タ
イトル内の小文字の「 i」は、競技性（＝
Intensity）、興行性（＝ Influence）、組
織性（＝ Integrity）の頭文字を取ってい
ます。新リーグを通じて社会的インパク
トを生み出し、「ブラインドサッカーはパ
ラスポーツだ」という概念を覆し、「当た
り前に混ざり合う社会」を実現したいと
考えています。

宍戸　7月に第1節と第2節、9月には第
3節が開催されますね。ぜひ、混ざり合う
社会の実現に向けて、力を合わせ共創
できればと思います。本日はありがとうご
ざいました。

KPMG／あずさ監査法人は、スポーツの
価値を通じて新宿区の社会課題解決に
挑戦する新宿クリアソンとパートナーシッ
プを結び、クリアソン新宿が目指す「新
宿区に対する社会的価値」の可視化・定
量化に向けて取り組んでいる。

KPMGコンサルティングは、湘南ベルマー
レと協働し、地域のステークホルダーと
連携・協創してSDGs活動を推進するた
めのプラットフォーム「地域協創型デジタ
ルプラットフォーム」を構築し、デジタル
を活用した一過性ではないSDGs活動の
地域連携・活動・成果の見える化を実現
し、「Act（地域・社会活動）」「Excite（ファ
ン・地域の認知・盛り上がり）」「Extend
（コアサポーター・スポンサーの維持・増
加）」「Grow（チーム強化・成績向上・地
域活性）」のサイクルを回すことで、SDGs
活動という社会連携活動とチーム本体
の強化が常に循環し、サステナブルに成
長していくための仕組みの実現を目指す。

1

2

LIGA.i（リーガアイ）
ブラインドサッカートップリーグ

©JBFA
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SectSectoor Ur Uppddaattee

POINT 1

サステナブル経営に向けた実務 
オペレーションの作り込み
サステナブル経営の実現には、方針づ
くりや開示の取組みだけでなく、サステ
ナビリティを機会として捉えた現場部
門によるECMやSCM等のオペレーショ
ンの作り込みが重要となる。

POINT 2

ECMのサステナビリティ対応： 
サーキュラー型製品への移行
サーキュラー型製品への移行には、顧
客のサステナビリティ課題の定量的な
可視化と、提供する付加価値の明確
化を行ったうえでサーキュラー化施策
を選定することが求められる。また、製
品の企画・開発現場でサーキュラー化
施策が確実に実行される仕掛けづくり
も必要となる。

POINT 3

SCMのサステナビリティ対応： 
サステナブル調達の加速
サステナブル調達を実現するには、一
部のサステナビリティ担当者のリソー
スだけでは足りない。購買担当者やサ
プライヤー自身に対する知識・スキル
レベルの把握を行ったうえで、教育・研
修、サポートによる底上げが必要とな
る。また、QCD観点だけでなく、ESGの
観点でサプライヤーを評価できるスキ
ルを高め、サプライヤーに対しても受け
入れの体制 （文化） を構築していくこと
も求められる。

Point 4

ECMとSCMのサステナビリティ
対応を支えるコーポレート機能
ECMとSCMのサステナビリティ化を進
めるには、共通機能としてのコーポレー
ト部門の支えが不可欠となる。特に、
サステナビリティのオペレーション実装
を技術的にサポートする機能や、対外
的な発信や説明を担う機能との連動
が重要である。

サステナブルなオペレー
ション変革のポイント
－ 製造業のSX実現に向けて－ 

KPMGジャパン　 

製造セクター

土谷 豪／パートナー
大木 俊和／シニアマネジャー　

土谷 豪
Go Tsuchiya

大木 俊和
Toshikazu Oki

今では、企業経営におけるサステナビリティ対応の重要性が「当た
り前」なものになりつつあります。全社的な掛け声や対外的な開示

強化が図られる一方で、事業部門や機能部門といったオペレーションを支
える実務部門、すなわち現場層においては依然として「コスト増をどう正
当化するのか」「結局は建て前やポーズだけではないか」といった冷めた声
も根強く聞かれます。こうした意識差を乗り越え、製造業において、サステ
ナビリティ経営を真の持続性、真の企業価値につなげるためには、製造
業にとってのコアなオペレーションである「エンジニアリングチェーンマネ
ジメント（以下、「ECM」という）」と「サプライチェーンマネジメント（以下、
「SCM」という）」におけるサステナビリティの実装が欠かせません。本稿
では、わが国の製造業にとっての、これらのオペレーションにおけるサステ
ナビリティ対応のポイントと直面する課題、そして今後目指すべき方向性
について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。

昨
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Ⅰ

サステナブル経営実現には
実務オペレーションの作り
込みが不可欠

企業のサステナビリティ対応に向けた
社会的な、また資本市場等からの要請が
強まっている昨今、製造業の経営者にとっ
て「サステナビリティが事業継続上の最
低条件である」という意識が広く浸透して
きているようです。実際、サステナビリティ
経営に係る方針策定や、工場やオフィスの
再エネ利用推進などの施策を進めている
企業が増えてきています。
一方、事業部門や機能部門といったオ

ペレーションを支える実務部門、すなわち
現場層においては依然として「サステナビ
リティ対応はコストがかかる」「法規制で
求めていることをやればよい」といった意
識が勝り、受け身的な対応で留まっている
企業が多いように見受けられます。
脱炭素や資源循環、また人権への対応

といったテーマをテコに企業価値を上げ、
サステナブル経営を意味ある形で実現す
るためには、実務部門のオペレーションに
おけるサステナビリティの「作り込み」が重

要であると、筆者は考えます。
本稿では、製造業のコアなオペレーショ

ンであるECMとSCMに注目します。ECM

では製品企画・開発のサイクルを通じた付
加価値の創出を目指し、SCMでは調達か
ら物流、販売までのオペレーションを通じ
て開発された製品の安定的な市場投入を
カバーします。これらのオペレーションに
おけるサステナビリティ対応のポイントと、
企業が一般的に直面するであろう課題を
例示しながら、今後の企業が目指すべき
方向性について解説します。

Ⅱ

ECMのESG対応：
サーキュラー型製品への移行

1. 主要企業の取組み状況

これまで製造業はモノをつくる過程で、
「採る」「作る」「捨てる」の直線的経済シス
テム（リニアエコノミー）なものづくりを進
めてきました。その結果、資源の過剰採取
による生態系への悪影響、採取した資源
の製錬時や加工時の炭素排出、製品使用
後の廃棄による環境汚染などを引き起こ
してきました。しかし、ESG対応が求めら

れる現在においては、リニアエコノミー型
なものづくりからサーキュラー・エコノミー
（資源循環）型なものづくりへの転換が求
められています。
サーキュラー・エコノミー型なものづくり

とは、廃棄物を発生させず、新しい原材料
の投入を極力抑え、資源循環のループが
閉じている状態を目指すものです。日本で
は従来から3R（Reduce、Reuse、Recycle）
政策が進められてきた経緯もあり、多くの
製造業でサーキュラー・エコノミー型製品
の開発が進められています。先進的な事例
としては、複写機メーカーの取組みが挙げ
られます。プラスチック使用量削減のため
に筐体の薄肉化を行うReduce設計、製品
寿命延命のために機種間における交換部
品の互換性を高めた標準化設計の推進な
どが進められています。

2. 企業が抱える課題

上記の例のように、一部の先進的な企
業ではサーキュラー・エコノミー型製品を
提供するため、製品の企画・開発段階から
サーキュラー化施策の適用が進められて
きていますが、資源循環のループが完全
に閉じるような理想形の状態にするには、

USE（利用） POST-USE（アウトプット）PRE-USE（インプット）

サーキュラーな製品設計プロセスへの変革

オーダーメード型プロセスへの移行

需給コントロールのアジャイル化

環境負荷を踏まえたサプライチェーン
構造の最適化

調達トレーサビリティ強化
など

回収・再利用プロセスの整備

製品の修理・再生や再販売
プロセスの整備

効率的にサイクルを回すための
サプライチェーン機能再配置、
など

再利用
・

 再配分

修復
・

維持

再生

リサイクル

長寿命化

サーキュラー
製品設計

製品のサービス化
（product-as- a-service）

シェアリング・ 
プラットフォーム

トラック＆トレース
（追跡）

サーキュラー
プロセス設計

サーキュラー調達

図表1 サーキュラー移行モデル

出典：“Circular Revenue Models” (2019), KPMG
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まだ多くの課題を解決する必要があり 

ます。
一方、技術進化のスピードが速い製品

やコスト競争が激しい製品などでは、サー
キュラー・エコノミー型製品への移行が進
んでおらず、これから本格的な検討に着手
すべきか悩まれている企業も多いと思わ
れます。
上記のようにサーキュラー・エコノミー

の導入状況は違えど、サーキュラー・エコノ
ミー型製品の実現を目指す企業が直面す
る課題については共通した課題がありま
す。以下では、その課題について述べたい
と思います。

課題1： サーキュラー化施策の適切な 
選定

サーキュラー型製品の施策は、図表1

のサーキュラー移行モデルに示すように、
Reduce設計などのサーキュラー製品設計
等の施策から、製品利用時のシェアリン
グ、また利用後の再生、リサイクルなど多
岐にわたります。
しかしながら、どの施策を採用すること

が自社や顧客にとっての重要なサステナビ
リティ課題を解決することになるのかを把
握できず、本来必要な施策についても十
分な検討がなされないまま、取組みやす
いところから進めてしまうケースが散見さ
れます。まずは、本来解決したいサステナ
ビリティ課題の明確化が必要です。

課題2： サステナビリティ対応と収益の
両立

サーキュラー化施策を実施することで、
廃棄物削減等のサステナビリティ価値を
顧客に提供することはできますが、顧客が
その価値に対価を払ってくれるとは限らな
いという問題があります。一部のサステナ
ビリティ意識の高い顧客に対する販売は
伸びるかもしれませんが、ターゲットとす
る顧客にそのサステナビリティ価値が本当
に訴求できるのか、サステナビリティ対応
により増加したコストを売価に反映しても
目標の販売台数を達成できるか等につい

ての推定が必要となります。
たとえば、販売した製品の回収率を高

めようと製品売切りのビジネスモデルか
ら、製品の所有権を企業においたままで
製品で創出される成果のみをサービスとし
て提供するビジネスモデル（製品のサービ
ス化）もサーキュラー化施策の1つとして挙
げられますが、顧客サービスデスクの拡充
や製品回収時の物流機能の構築による投
資が必要となります。それらの投資を考慮
しても、収益が成立するように売価を決定
したとき、顧客が自社の製品・サービスを
選択するかについての検討が必要となり
ます。

課題3： サーキュラー化施策の確実な
実行

優先的に実施すべき施策を決定しても、
実際の製品開発時のプロジェクトにおい
ては、QCDが優先され、サーキュラー化施
策の実施は結局見送られてしまうことが
あります。ある産業機器メーカーでは、再
生材の積極利用やリサイクルしやすいよう
な設計を行うようにトップダウンで号令を
かけていますが、コストの目標値の達成に
目途が立たず、最終的には納期が優先さ
れ、従来どおりのバージン材の使用が決
定されてしまうという事象が起きていまし
た。結果的に機種ごと、はたまた同じ機種
であってもプロジェクトによってサーキュ
ラー化対応の差異が発生してしまいまし
た。製品戦略立案や製品企画において決
定されたサーキュラー化施策が、確実に
製品に反映されるような仕組みをいかに
構築するかがポイントなります。

3. 課題解決の方向性

対応1：サステナビリティ課題の定量化
複数ある製品のサーキュラー化施策を

選定するには、サステナビリティ課題の明
確化から取り組む必要があります。まず自
社製品で使用している資源のうち「何を循
環させるのか（What）」と「なぜ、その資源
を循環させる必要があるのか（Why）」を検

討します（図表2参照）。
WhatとWhyの検討には、自社製品で使

用されている資源のインフロー （製品製造
時のバージン材、再生材の使用量）とアウ
トフロー （製品使用後の再生、廃棄の量）
の量がどの程度なのかを定量化し、現状
の資源循環による社会的、環境的インパ
クトの大きさを評価することが求められ 

ます。
たとえば、プラスチック精製段階で排

出される炭素排出量やプラスチック廃棄
時の燃焼による炭素排出量を上記のイ
ンフロー、アウトフローの数値から算出し
て、インパクトの大きさを定量的に見積り
ます。仮に、プラスチックの炭素排出量の
インパクトが相対的に大きな割合を占め
るとなれば、プラスチック（What）を脱炭
素（Why）実現という目的から資源循環さ
せるべきであると結論付けることができ 

ます。
B to Bの製造業では、さらに複雑な分

析が必要となる場合があります。自社製品
で循環させるべきと考えている資源と、顧
客企業のそれが異なるケースがあるためで
す。その場合には、自社の分析に加え、顧
客企業で扱っている資源や顧客業界のサ
ステナビリティに対する動向調査も必要
となります。
以上のように、サステナビリティ課題の

大きさを定量的に可視化することで、解決
すべき課題が把握でき、その課題解決に
必要なサーキュラー化施策の候補を適切
に検討することが可能となります。

対応2： サーキュラー化施策の顧客提
供価値の明確化

次に、抽出したサーキュラー化施策の
優先度付けを検討するために、その施策
が顧客等に提供する価値が何かを明らか
にすることが求められます。提供価値に
は、客観的に価値を評価でき、顧客の経
済性に直結する提供価値（以下、「財務的
な提供価値」という）と、サステナビリティ
価値のような顧客が主観的に価値を評価
し、経済性に直結しにくい非財務的な提
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供価値があります（図表3参照）。ハイブ
リッド自動車の例で示すと、低燃費とい
う提供価値はコストという客観的な価値
で評価でき、顧客の燃料費削減という経
済性に直結するため、財務的な提供価値
と言えます。一方、炭素排出削減というサ
ステナビリティ価値は顧客の経済性に直
結しないため、非財務な提供価値となり 

ます。
施策の中には前述の製品のサービス化

のように、その2つの提供価値が背反して
しまうケースがあり、サーキュラー化施策
の優先度付けや実施可否の選択を難しく
している原因となっています。
では、どのように施策の優先度付けを

行えばよいのでしょうか。1つは、財務的
な提供価値と非財務的な提供価値である
サステナビリティ価値の両立ができる施
策を優先的に適用することです。シンプル
な例として、耐久性や信頼性のニーズが強
い製品は、従来どおりその耐久性や信頼
性を他社より高めることが、サステナビリ
ティな非財務的な価値と財務的な価値の
両方の価値を提供する施策となります。特

に、サーキュラー化施策の適用に社内のコ
ンセンサスが取りにくい企業の場合は、両
立するような施策から適用していくことが
サーキュラー型製品への移行のファースト
ステップであると考えます。

2つ目は、現在はサステナビリティ価値
である非財務的な提供価値しかないが、
将来的には財務的な提供価値につながる
ような施策がどれかを推察して、優先度付
けを検討することです。税制の動向がその
ヒントの1つになります。炭素税やプラス
チック税等すでにグローバルで適用の動
きがありますが、自社のマーケットでそれ

らの税制が適用されるタイミングや影響
の大きさを推測して、必要な施策を先行的
に企画・開発しておくことが対応の方向性
となります。

対応3： 製品開発段階における 
サーキュラー化施策実行の 
仕組みの構築

施策を選定し、優先度付けを行った後
は、複数の製品開発プロジェクトで確実に
その施策が実行されるような仕組みの構
築が求められます。財務的な提供価値と
非財務的な提供価値が両立している施策

何を循環させるのか？（What）※着目されているマテリアルのみ記載目的は何か？（Why）

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガス

水、木、土

アンチモン、重晶石、ベリリウム、ビスマス、ホウ酸、コバルト、
粘結炭、蛍石、ガリウム、ゲルマニウム、ハフニウム、希土類元素、インジウム、
マグネシウム、グラファイト、天然ゴム、ニオブ、白金族金属、リン酸塩、リン、

スカンジウム、シリコンメタル、タンタル、タングステン、バナジウム、
ボーキサイト、チタン、ストロンチウム、リチウム 

繊維

脱炭素

廃棄物削減

資源枯渇の抑制

資源保護
（生物多様性と関連）

財務的価値の訴求
（コスト削減など）

規制への対応
（リサイクル規制など）

社会的・環境的
価値の訴求

天然繊維（コットン、ウール、麻、シルク）、 
化学繊維（再生繊維、版合成繊維、合成繊維）

食糧 食品廃棄物（加工残さ、売れ残り、調理くず、食べ残し、食品廃棄）

建設資材 建設・解体廃棄物（鉄鋼、金属、ガラス、セメント）

容器包装 紙、ガラス、金属、
プラスチック（PE、PET、PS、PP、PVC、PMMA）

電子機器 電子廃棄物
（充電器、充電ケーブル、携帯電話、タブレット端末）　

図表2 サーキュラー化のWhy/What

出典：KPMG作成

財務的な
提供価値

非財務的な
提供価値

顧客が客観的に価値を評価でき、経済的な価値に変換が可能な
価値（機能、性能、品質など）

顧客が主観的に価値を評価するため、価値の大小が変わったり、
経済的な価値への変換が容易でない価値 （デザイン、ブランド、
環境価値など）

図表3 顧客提供価値の種類

出典：KPMG作成
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であれば問題はありませんが、将来的に
財務的な提供価値につながると予測して
いるサーキュラー化施策や、非財務なサス
テナビリティ価値の側面が強い施策を実
行するには、製品の企画・開発現場でサス
テナビリティ対応のインセンティブが働く
ようにすることが対応案となります。

1つは、インターナルカーボンプライシン
グ（以下、「ICP」という）の導入が取組み例
となります。現在、ICPの導入は、再生可能
エネルギーを事業所や工場へ導入するた
めに設備投資の計算で用いられるケース
が多く見られますが、この考え方を製品
開発プロジェクトに適用するという試みで
す。すなわち、サーキュラー化のようなサ
ステナビリティ対応に対して、仮想的な財
務価値を与え、製品開発の現場において
サーキュラー化施策の優先度が上がるよ
うな仕掛けを施します。
具体的には、再生材の選定で原価を見

積もるときに、バージン材料と再生材を使
用したときの炭素排出量をそれぞれ算出
し、ICPで設定した社内の炭素価格を乗
じて炭素排出量をコストに転換します。そ
のコストを本来のコストに加え、原価見積
を行うことで、実際はコストが高い再生材
が、ICPの計算においてはバージン材料よ
り仮想的に安くなり、サーキュラー化施策
である再生材を選定するようなインセン
ティブを働かせます。
実際には、ICPを実務適用することで設

計開発担当や原価企画担当の作業負荷が
増えることが想定されるため、ICPの自動
計算ツール等のIT施策導入や運用面の工
夫もセットで考えることが必須となります。
また、ICPは製品開発のシーンだけで

なく、さらに上流の研究開発や新規事業
でも適用の余地があります。サステナビ
リティ課題への対応の要請が日に日に強
くなる現在において、短期的な収益のみ
という判断基準で、研究開発テーマや新
規事業テーマを判断することは時代にそ
ぐわないと筆者は考えます。ICPを例とし
たサステナビリティ価値を財務価値に置
き換えられるような社内の仕組みを構築

して、研究開発や新規事業の取組みが
中長期的な目線で判断されるようなオペ
レーションの変革がポイントであると考え 

ます。

Ⅲ

SCMのESG対応：サステナ
ブル調達の加速化

1. 主要企業の取組み状況

調達に関するサステナビリティ・トラ
ンスフォーメーション（ SX）については、
「サステナブル調達」（＝サプライチェー
ン全体で社会的責任を果たす調達 ）
が重要なキーワードとなります。これ
までもグリーン調達やC SR調達という
キーワードで、環境問題や人権問題に
配慮した調達を行う企業は存在しまし
たが、2 017年に発行された「 ISO2 0 4 0 0

（Sustainable procurement）」や、2 018年
に採択された「 OECD責任ある企業行
動に関するデュー・ディリジェンス・ガイ
ダンス」を契機に、グリーン調達やCSR

調達の概念をも含めた「サステナブル調
達」の取組みが加速してきた印象があり 

ます。

「サステナブル調達」とは、サプライ
ヤーを選定・評価する際にQCDの観点だ
けでなく、調達先の人権リスク（強制労
働、児童労働等）や環境リスク（環境汚
染、生態系の破壊等）を評価し、問題点
があった場合には是正する取組みのこと
です。ISO2 0 4 0 0では、関連規格である
ISO26000に記載されているESG関連のイ
シューだけでなく、図表4のような調達に
特化した要素も定められています。組織統
治や人権、労働慣行、環境、公正な事業慣
行に対する社会的責任を果たすことだけ
でなく、持続可能な調達の実践に向けた
実務的なガイドラインとなっています。
また、欧米を中心に、RBAやSEDEXなど

のデータプラットフォームや、EcoVadisの
ようなCSRパフォーマンスを評価する仕組
みの活用が広がってきており、日本におい
ても一部先進企業では登録・活用が進ん
でいます。
先進企業の取組みとしては、自社独自

のサプライヤー評価プログラムを策定し、
事前の審査や取引後のサプライヤー監査
を徹底、取引継続の判断に生かすような
事例もあります。
日本企業においては、SAQ（セルフアセ

スメント質問票）を活用したサプライヤー

図表4 持続的な調達に向けたガイドライン（ISO20400）

項目名 詳細

革新的な解決策 
（ソリューション）

環境や社会への悪影響が少ない製品やサプライヤーから調達するだ
けでなく、これまでなかった革新的な技術により環境の影響を大き
く緩和するなどの発想の転換を行うことを考慮すべきということ

ニーズへの焦点 不必要なものを購入せず、無駄な在庫を持たないということ

統合
日常的な調達行為とサステナビリティ調達が乖離した取組みになっ
ているのではなく、既存のすべての調達慣行にサステナビリティが
統合されていること

全費用（コスト）の
分析

調達価格だけでなく、調達する製品のライフサイクルを通じた金銭
的コストや、社会・環境コストも考慮すべきという概念。ライフサイ
クルコスティング（LCC）と呼び、エネルギーコスト・メンテナンスコ
スト・廃棄コストなどを含む総所有コストに加えて、社会・環境にま
つわる外部への影響やコストを加味する考え方。具体的には、排出
するCO2を金額換算（カーボンプライシング）したものを加えること
などが想定される。将来的にはこのような点も考慮したコストを考
慮することが推奨されている

出典：ISO20400よりKPMG作成
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への調査をするに留まり、実地監査まで
実施できていないケースは多いと思われ
ます。しかし、昨今の動向を踏まえると、サ
プライチェーン上のサステナビリティ課題
を自社の重要課題であると捉え、通常業
務に統合し、経営課題として徹底的に取
り組まなければ、時代から取り残されるよ
うな時代に差し掛かってきているのではな
いかと思料します。

2. 企業が抱える主な課題

サステナブル調達を徹底的に進めてい
くには、以下の課題が想定されます

課題1：サプライヤー管理工数の肥大化
一般的にtier1だけでも多数のサプライ

ヤーがあり、さらにtier2以降も含めると
膨大な数のサプライヤーが存在します。ま
た、直接材だけでなく間接材も含めると、
その数はさらに大きくなるため、サプライ
ヤーのリスクを踏まえた優先順位付けが
必要となります。

課題2： 調査の限界（どこまでやれば 
いいのか？）

多くの企業は、teir2以降どこまでどのよ
うに調査すべきかを悩んでいます。Teir2以

降にはtier1から働きかけてもらう必要が
ありますが、強制力を働かせることも難し
いため、業界全体での取組みや、前述の
ようなプラットフォーム活用が必要となり 

ます。
また、調査手法に関しても、書面調査

（SAQ）は有効な手段ではありますが、本
質的な問題を的確に捉えるには至らず、
虚偽報告の懸念もあります。そのため現
場実査が必要となりますが、リソースの課
題もあるため、第三者を活用するなどの検
討も必要となります。

課題3： 調達（購買）担当者・サプライ
ヤーの知見・スキル不足

サステナブル調達を実現するためには
一部のサステナビリティ担当者のリソース
だけでは足りません。購買担当者やサプ
ライヤー自身に対する知識・スキルレベル
の把握を行ったうえで、教育・研修、サポー
トによる底上げが必要となります。QCD観
点だけでなく、ESGの観点でサプライヤー
を評価できるスキルを高め、サプライヤー
に対しても受入れの体制（文化）を構築し
ていくことが重要となります。

3. 課題解決の方向性

これらの課題に対して、以下のような解
決策が想定されます。

対応1： 包括的なサードパーティー 
リスク管理体制の構築

サプライヤー管理をバラバラに行うので
はなく、統括部門が一括してデータを集約
するとともに、リスクが高いサプライヤー
を中心に、一括してリスク評価・モニタリ
ングを行うことで管理上の重複が回避で
きます。
一方で、集約には集約部門のリソースや

社内における発言力が必要となるため、経
営層による本件の重要性の全社発信や、
ESGおよび調達の経験・スキルが一定以上
あるメンバーを選定することが重要となり
ます。

対応2： サプライヤー管理プラット
フォームの整備

サプライヤーの選定・評価、購買活
動、サプライヤーとのコミュニケーション
（SAQ含む）、改善活動などを一気通貫で
管理できるようなプラットフォームを準備
し、サプライヤーに対するリスク管理を包
括的・効率的に行うことが有効です（図表

個別支援・対応

取引管理PF購買データPF

発注
データ

納品
データ

部門
データ

人事
データ 支払

データ

仕入先
データ

サプライヤービジネスポータル

下記モニタリングで警告があがったサプライヤーに対して、詳細実態を確認し、
立て直しや業務継続を支援。

サプライヤー分析
ダッシュボード

外部データ
サプライヤー

コラボレーションツール

図表5 サプライヤー管理プラットフォームのイメージ

出典：KPMG作成
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5参照）。これにより、サプライヤーとの取
引の一連のプロセスをカバーし、また関連
データを含めたデータ分析基盤を整備す
ることで、サプライヤーのリスク検知やサ
プライヤーとの一層のコラボレーションを
促進することが可能となります。
自社でそのようなシステムを開発する以

外にも、coupaなどの購買プラットフォーム
とEcovadisの連携や、SEDEX・RBAなどの
活用による効率化や連携も有効です。
このように、調達機能を1つのハブとし

て、変化を続けるサステナビリティ課題に
対する効率的なオペレーションを作り込む
ことが、サステナブルSCMにおける変革の
ポイントであると考えます。

Ⅳ

コーポレートを活用したサス
テナブルなオペレーション変
革の促進

ECMやSCMといったオペレーションへ
のサステナビリティの作り込みを成功さ
せるには、コーポレート機能の活用も重要 

です。
1つのカギはサステナビリティに精通し

ている専門チームの構築です。ある通信
機器メーカーでは、外部からサステナビリ
ティの知見を持つ有識者を積極登用し、
具体的なオペレーションに深く訴求する形
で、ECMやSCM全体でサステナビリティ
の取組みを最適化できるようなサステナ
ビリティ推進チームを構築しています。設
計開発段階における審査会や調達方針を
決める会議などサステナビリティ視点の
織込みが必要な会議の参加やレビュー、
また、ICPのようなオペレーション変革の
仕組み構築の企画構想も担っています。

2つ目のカギは、効果的な対外的開示や
ステークホルダーエンゲージメントに向け
た取組みです。ECMやSCMにおける取組
みの効果をステークホルダーに対して説
明とメッセージングを行い、かつフィード
バックを適切に得ることが求められます。
ある産業機械メーカーでは、サステナビ

リティ対応のための製品ラインナップを
充実させていますが、プロモーション施策
とともに、環境性能に係る情報開示を充
実させて、従来の製品ラインナップに比し
ての売価増への理解を得ています。
また、調達部門においても、取引先へサ

ステナビリティに取り組む意義、また目標
やロードマップを積極的にサプライヤーに
発信することで、共感と共創の関係づくり
を進めている事例もあります。

Ⅴ

さいごに

日本は古来より三方良しの考え方があ
り、現場層におけるサステナビリティ経営
そのものへの理解獲得は比較的容易と考
えます。本日紹介したように、ECMとSCM

といったオペレーションにサステナビリ
ティを真の意味で実装し、日本企業の強
みである現場での創意工夫につなげるこ
とで、日本の製造業の復権の機会となる
ことを切に願います。

関連情報

ウェブサイトでは、インダストリー関連の情報を紹
介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
industrial-manufacturing.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGジャパン　製造セクター

 Sector-Japan@jp.kpmg.com

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/industrial-manufacturing.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/industrial-manufacturing.html
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POINT 1

不動産業界によるESG課題解決
に向けた行動の加速
異常気象などによる不動産への影響が
顕著になり、またCOP26において目指
すべき削減目標が1.5度であることが明
確になったことを受け、2022年は気候
変動対応に向けた投資活動がさらに
加速。不動産会社においては、気候変
動を含めた環境、社会等の課題の対
応を戦略に織り込んで実行することが
求められる。

POINT 2

不動産業界におけるESG投資
不動産業界によるESG投資は、経済
合理性にもかなうものと言える。ESG課
題の解決には不動産業界のサプライ
チェーン特有の事情もあり、まずはゼ
ネコンとの協同のもとデジタル手法な
どを活用して、課題解決に必要な情報
収集なども強化する必要がある。

POINT 3

TCFD開示に向けた全社的な 
取組みの必要性
不動産業界によるGHG排出量の開示
などの好取組みがある一方、ステーク
ホルダーが求める情報については取組
みの途上にある。ISSBによる基準化に
伴い、不動産会社においても、全社横
断的な取組みの推進が必要である。

不動産業界における 
サステナビリティ
課題解決の推進
KPMGジャパン　 

アセットマネジメント・不動産セクター

田中 雄大／ディレクター　

竹内 洋之／マネジャー　

金子 充孝／マネジャー　

竹内 洋之
Hiroshi Takeuchi

金子 充孝
Mitsutaka Kaneko

田中 雄大
Yuta Tanaka

動産業界において2022年は、2021年のCOP26ならびにコロナ
禍で明確になった気候変動を含む社会的課題への対応が加速する

年になると考えられます。
不動産業界におけるESGの諸課題への対応には、自社グループ内の取組
みだけでは限界があるものが多く、政府、自治体、ゼネコンなどサプライ
チェーンの関係者を巻き込んでいく取組みが望ましいと考えられます。一
方で、不動産業界のサプライチェーンも裾野は広く、また自動車業界と異
なり、系列などの強固な関係もないことから、まずは1次サプライヤーであ
るゼネコンとの連携を強化していくことが最初のステップとして必要と考え
られます。
同時に、課題解決に向けて投資家の理解やサポートを得て必要な資金需
要を満たすためにも、適時・適正な開示が求められます。これらについて
はサステナビリティ施策の推進を担当する部署のみだけではなく、経営企
画や経理など社内横断的な対応が求められます。
本稿では、本邦不動産業界の取組みの現状と今後の課題を考察します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。

不
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Ⅰ

不動産業界による課題解決
に向けた行動の加速

2 0 21年8月に公表されたIPCC第6次報
告書において、気候変動の発生要因が人
為的なものであり、人類の行動が変容し
なければ、世界各地で渇水、水面上昇、
極端な気象事象、突発的な増水などが発
生すると予測されています。それに伴い、
物件の価値が毀損し、また都市機能など
のコミュニティの持続的な成長に対するリ
スクが認識されています。実際、2021年は
世界各地で気候変動が関係あるとされる
森林火災や増水などによる不動産への被
害が数多く報告された年でもありました。

2021年11月のCOP26においては、2050

年までの気温上昇を産業革命前の水準か
ら1.5度を目標とすることが合意文書上確
認され、また有志的枠組みに基づく課題
解決の取組みが加速されつつあります。た
とえば、2021年4月に450ほどの金融機関
による国際的アライアンスであるGlasgow 

Financial Alliance for Net Zero（GFANZ）が
発足し、130兆ドルの資金を2050年までの
ネットゼロにコミットした企業に投資する
ことが宣言されました 1。このような気候
変動対応を念頭においた金融機関の投融
資活動は、今後一層加速すると想定され
ます。
また、日本国内においても、政策目標で

ある2 0 5 0年のカーボンニュートラル達成
と2030年度温室効果ガス（GHG）46％排

出削減に向けて、エネルギー消費量の約 3

割を占める、ストックとしてのGHG排出に
長期的影響を及ぼす建築物分野での取組
みが加速しています。一般社団法人不動
産協会は、2021年4月に環境実行計画の
改訂版 2を公表。脱炭素の問題解決には
省エネ技術開発およびエネルギー起源を
再生可能エネルギーに転換するなどの方
策が必須であると明記し、サプライチェー
ンの関係者の取組みの必要性を明確に
したうえで、環境行動目標を策定してい 

ます。
また、政策面においては2022年4月22

日に建築物におけるエネルギー効率化、
木材利用の推進を図るための法案 3（開
示、低金利融資制度、木造建築のルール
の合理化等）が閣議決定されるなど、官民
を挙げた取組みが開始されようとしてい 

ます。
一方で、不動産業界が直面している課

題は気候変動だけではありません。国際
環境の不安定化、コロナ禍によるサプライ
チェーンのディスラプション、働き方の価
値観の多様性、人権、多様性への関心の
高まりは不確実性として、物件の需要、中
長期的なまちづくり、都市計画の予想を
困難にしています。
このような不確実性のリスクを軽減す

るためには、マネジメントのリーダーシッ
プのもと、テナント（個人、法人）、ESGを
考慮する投資家など幅広いステークホル
ダーとのエンゲージメントに取り組むこと
が求められます（図表1参照）。エンゲー

ジメントを通じて得られる示唆は、ありた
い姿の明確化と中長期的な企業価値に
影響する重要な社会課題の整理、不動産
各社の中期経営戦略において対応すべき
戦略立案上のリスク、機会の特定につな
がる重要なインプットになると考えられま
す。海外においてはWorld Green Building 

CouncilのAdvancing Net Zero Status 

Report 20214において、ネットゼロにコミッ
トした不動産業界の取組みが紹介されて
います。その1つに、ネットゼロ対応を強く
求める機関投資家、テナントへの対応の一
環として、ネットゼロへの取組みのコミット
を賃貸契約に含めるグリーンリース契約の
締結、物件購入時のESGデュー・デリジェ
ンスなどがあり、物件のライフサイクルを
通じた具体的な取組みが必要になってき
ていることが明確になっています。

Ⅱ

不動産業界における取組み

1. GRESB評価取得ニーズの高まり

2 0 15年に国連でSDGsが採択されて以
降、従来の財務情報だけでなく、ESG要素
も考慮して投資するESG投資が一般的と
なりました。このことは不動産投資や不動
産投資信託（REIT）においても当てはまり
ます。
投資家がESG投資を行う際には、投

資意思決定のモデルを構築（特にグロー
バル機関投資家）のうえ、S&P Global、

オフィスビル

商業ビル

物流倉庫

賃貸住宅

ホテル

借入金

銀行テナント企業、 
入居者、利用者

機関／ 個人投資家
社債

資本

不動産会社
SDGs、パリ協定に
従った融資判断

ESG志向のアセット
オーナー
サステナビリティ・
エンゲージメント

図表1 ESGに関する不動産業界とステークホルダーの関係

出典：KPMG作成

排出量削減を目指す
テナント
低排出ビルを志向する
入居者
SDGsネイティブな
ミレニアル世代・Z世代
ZEB志向
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FTSE、CDPといったESG格付機関のスコ
アを参照することが多いと言われていま
す。そのため、被投資企業側は自社の方
針、目標、取組み、進捗などを明確に示
し、格付機関からも適切な評価を得るこ
とが大切になってきています。一方で、不
動産業界に特化してESG評価をしている
唯一の格付機関としてGRESB (Global Real 

Estate Sustainability Benchmark）がありま
す。GRESBは、2006年に発足したPRI（国
連責任投資原則）を主導した欧州の主要
年金グループを中心に、20 09年に創設さ

れました。2021年時点で、投資先の選定や
投資先との対話にGRESBデータを採用す
る投資家は世界で140機関に上ります。日
本でも、多数の機関投資家が投資をする
際の判断材料としてGRESB評価の結果を
利用しています。

GRESBには不動産会社・ファンドを評
価対象としたGRESBリアルエステイトと、
インフラ会社・ファンドを評価対象とした
GRESBインフラストラクチャーの2種類が
あります（以下、「GRESB」はGRESBリアル
エステイトを示す）。個別不動産を対象と

した物件レベルの評価／認証制度（以下、
「グリーンビル認証」という）には、日本の
DBJグリーンビルディング認証やCASBEE

（建築環境総合性能評価システム）、米
国のLEED（ Leadership in Energy and 

Environmental Design）、英国のBREEAM

（ B R E Env i ro n m e nt a l  A s se s s m e nt 

Method）などがありますが、GRESBは会
社・ファンド単位でのESG対応を評価する
指標となります。なお、GRESBの評価項目
の1つにグリーンビル認証の取得も含まれ
ています（図表2参照）。

図表2 不動産会社・ファンド単位でのESG対応を評価する2021年GRESB評価項目

凡例：□ グリーンビル認証

GRESB評価項目

分類※1 項目

取組み評価対象別 
スコア配分

設問数 スコア 
配分 評価項目概要賃貸用 

不動産の
運用

新規開発・ 
大規模改修 
プロジェクト

MC※2

1 リーダーシップ

30.0% 30.0%

6問 7.0% ESG課題に対する経営者のコミットメント、ESG課題の意思決定プロセス

2 ポリシー 3問 4.5% ESG関連の社内規定

3 レポーティング 3問 3.5% ESGレポーティング・開示

4 リスクマネジメント 10問 5.0% ESG関連リスクマネジメント

5 ステークホルダー 
エンゲージメント 11問 10.0%

従業員・サプライチェーンエンゲージメント、従業員の健康、外部サプラ
イヤーのモニタリング

PC※3

1 リスクアセスメント

70.0% －

5問 9.0% リスク評価、効率性の測定

2 ターゲット 2問 2.0% （環境）ターゲット指標

3 テナント及び 
コミュニティ 9問 11.0% 

テナント・地域社会エンゲージメント、テナントの健康、地域社会への影
響のモニタリング

4 データのパフォー 
マンス 4問 32.0% エネルギー、温室効果ガス、水、廃棄物の各消費量・排出量のデータ

5データのモニタリン
グ及びレビュー 

4問 5.5% データに対する第三者レビュー

6 グリーンビル認証 3問 10.5% ビル等施設の第三者機関からの認証

DC※4

1 ESGに関する要件

－ 70.0%

3問 12.0% ESG要件

2 材料 3問 6.0% 建材資材

3 グリーンビル認証 2問 13.0% ビル等施設の第三者機関からの認証

4 エネルギー、水、 
廃棄物 5問 24.0% エネルギー、水、廃棄物の戦略

5  ステークホルダー 
エンゲージメント 

8問 15.0% 
保健衛生・安全・福利厚生、請負業者のESG要件（人権、労働安全など）、
地域社会へのインパクト

※1：  MC、PC、DCの3つのコンポーネント化は、2020年より導入。J-REITや私募REITのように既存物件への投資運用のみを行う主体は、MCとPCに参加、デベロッパーや開発を
行うファンドなどはDCにも参加、まだポートフォリオが確立していないファンドはMCのみ参加など、個別事業に即した柔軟な利用が可能。

※2：  マネジメント・コンポーネント。企業の戦略、リーダーシップ、規定、社内手続、リスクマネジメント、ステークホルダーとの関わり等、全社レベルでの取組みに関する項目。 
不動産会社・不動産ファンドのESGに関する体制・方針に関する設問が2021年は33問あり

※3：  パフォーマンス・コンポーネント。企業の資産ポートフォリオレベルごとのパフォーマンスの情報を測定。不動産会社や不動産ファンドなど運用資産を保有する企業向けの項目。
保有不動産ポートフォリオにおけるESGの取組み・実績に関する設問が2021年は27問あり

※4：  デベロップメント・コンポーネント。設計、施工、改修中のESG課題への取組みを測定。デベロッパー及び開発中のプロジェクトに投資するファンドマネージャー向けの項目。 
新規開発・大規模改修に関する設問が2021年は21問あり

Source：  国土交通省 「第2回不動産分野の社会的課題に対応するESG投資促進検討会 不動産関連評価制度等について」（https://www.mlit.go.jp/common/001431178.
pdf）、一般社団法人 環境不動産普及促進機構 「RE-SEED vol.23」、GRESB資料

https://www.mlit.go.jp/common/001431178.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001431178.pdf
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GRESB評価を受ける日本企業は年々増
加しており、2 0 21年時点で上場デベロッ
パー8社、J-REIT55投資法人（2021年10月
時点で全 6 2投資法人中5 5投資法人が参
加しているため、参加率は約9割）となって
います 5。また、投資家が不動産ファンド
に投資する場合、GRESBの評価取得が投
資要件となり、その評価結果に関してもモ
ニタリングを受けるケースが増加していま
す 6。したがって、今後は投資家からの資
金調達を円滑に進めるためにも、GRESB

の評価取得だけでなく、その評価結果を
向上させることが重要になってくると考え
られます。

2. 不動産会社におけるESG視点での 

サプライチェーン

（1）  サプライチェーンのE（環境）に 
関連した対応の現状

脱炭素化に向けた動きは大企業が中心
でしたが、最近のESG投資の急速な浸透
とともに、サプライチェーン全体における
脱炭素化に向けて、中小企業に対しても
脱炭素化に対する要請が高まるものと考
えられます。
経済産業省と環境省は、企業のサプラ

イチェーン全体でのGHG排出量算定に関
する基本ガイドラインを作成しています。
そのガイドラインを踏まえ、企業はスコー
プ1（自社の直接排出）、スコープ2（自社
が使用するエネルギーの使用に伴う間接
排出）にとどまらず、スコープ3（スコープ1、
スコープ2以外の間接排出（自社の活動に
関連する他社の排出））を加えた原材料調
達・製造・物流・販売・廃棄などサプライ
チェーン全体から発生するGHG総排出量
を定量的に把握し、開示する取組みが推
し進められています。
不動産会社のGHG総排出量（＝スコー

プ1＋スコープ2＋スコープ 3）の大半はス
コープ 3と認識されています（スコープ別
のGHG排出量データが確認可能な複数
のデベロッパーのウェブサイトより）。た
とえば、三菱地所株式会社が公表してい

るESGデータ 7によると、同社のGHG総排
出量の8 2.8 6％がスコープ 3となっていま
す（2020年度）。さらにその内訳は、資本
財（建物の建設、設備の設置）に伴う排出
（カテゴリー2）が35.85％ （対GHG総排出
量、以下同様）、販売した製品の使用（賃
貸物件のテナントや販売不動産の購入者
等による使用）による排出（カテゴリー11）
が 4 0.2 0％となっています。この例に基づ
くと、不動産会社がGHG総排出量削減を
実現するためには、カテゴリー2とカテゴ
リー11を削減することが効果的と考えられ 

ます。
とはいえ、カテゴリー2とカテゴリー11

を削減するには、その対応コストが少な
からず発生します。たとえば、ゼネコンが
GHG排出量を減らす建築資材や工法を開
発したとしても、通常の資材や工法より建
設コストが上昇することもあります。ある
いは、GHG排出量の少ない設備（太陽光
発電パネル、断熱ガラス、空調設備など）
を導入することでコスト高になることもあ
るでしょう。そうした場合、不動産会社に
は、そのコスト高を賃料や物件の市場価値
（販売価格）に転嫁できるかという課題が
生じます。
カテゴリー2削減の事例としては、木造

賃貸マンション、木造分譲マンション、木
造賃貸オフィスビルの開発がありますが
（建材として木材を活用することでGHG削
減効果があります）、近年では竣工した木
造賃貸マンションの家賃は、周辺の家賃
相場より高く成約することがあります。こ
れは、ミレニアル世代を中心に、気候変動
にやさしい住宅に住むニーズがあり、賃
料が多少高くても、環境に配慮した商品・
サービスを選ぶ消費者が現れているとい
うことです。こうした消費者意識の変化に
よって、コスト高の転嫁が容認されていく
可能性があります。
また、カテゴリー11の削減にあたっては、

オフィスビルの場合はZEB（ゼロ・エネル
ギー・ビルディング）化、住宅の場合はZEH

（ゼロ・エネルギー・ハウス）化をしていくこ
とが対応策となります。具体的には、太陽

光発電・バイオマス発電などの再生可能エ
ネルギー（創エネ）、高効率照明・高効率空
調などの効率的なエネルギー（省エネ）を
活用・利用するための設備の導入です。
投資家の意思決定に、ESG課題に対す

る認識やその対応状況が従来よりも影
響するようになると、ZEBを賃借する需要
は増加すると考えられます。それに伴い、
ZEBの賃料と稼働率は相対的に高くなるこ
とが合理的に推測できます。また、ZEBに
対する投資ニーズの高まりに伴い、これら
の建物に対する期待利回りや金利が相対
的に低下することも合理的に推測できま
す。一方、中小ビルオーナーが保有するビ
ルのZEB化や消費者向けのZEHの普及に
関しては、補助金によるゼロエネルギー化
のコスト負担軽減や住宅ローン減税の拡
充など、政府の政策による後押しが必要
になると思われます（2022年度は、省エネ
ルギー投資促進に向けた支援補助金、住
宅・建築物需給一体型等省エネルギー投
資促進事業費補助金、住宅ローン減税な
どの支援制度が導入されています）。

（2）  サプライチェーンの人権に 
関連した対応の現状

サプライチェーンのS（社会）に関する課
題の1つに人権（伐採地の先住民の立退
き、強制労働、過酷労働、児童労働などの
人権侵害など）があります。一方で、サプラ
イチェーンに関与する第三者は元請け・下
請け・孫請けなどの多重委託構造となって
おり、かつその関与者の規模も多様（大
企業、中小企業、個人の零細企業など）で
す。したがって、人権に関連する実態をい
かに効率よく、正確に把握し、かつ継続的
にモニタリングするかが課題として認識さ
れています。
経済産業省と外務省による2021年11月

のアンケート調査（調査対象企業は、2021

年 8月末時点での東証1部・2部上場企業
等2,786社。回答企業数は760社）8による
と、人権尊重に関して、人権方針を策定ま
たは企業方針などに明文化している企業
は約7割、人権デュー・デリジェンス（企業
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不動産業界におけるサステナビリティ課題解決の推進
Sector 
Update

活動における人権への負の影響を特定し、 
それを予防、軽減させ、情報発信をするこ 

と。以下、「人権DD」という）9を実施してい
る企業は約 5割にとどまっています。また、
人権DDを実施している企業も、実施対象
は自社およびグループ会社までであること
が多く、直接仕入先まで実施している企
業は約 5 0～6 0％、間接仕入先までは約
25％、販売先・顧客までは約10～15％と
なっています。
以上のような状況を踏まえ、経済産業

省は2022年3月にサプライチェーンにおけ
る人権尊重のためのガイドライン検討会
を立ち上げ、2 0 2 2年夏を目途にガイドラ
イン策定が検討されています。当ガイド
ライン策定にあたっては、国連指導原則、
OECDガイダンスなど国際スタンダードに
則るものとされています。具体的には、人
権DDのプロセスとしてOECDガイダンスに
沿って、①人権方針策定の留意事項、②リ
スク特定・評価の対象範囲（直接的な取引
関係にないサプライヤーや販売先）、③個
社では対応困難な構造的リスクの対応方
針、④モニタリングの方法、⑤開示内容・
方法・形式、⑥是正措置内容、が検討予
定内容となっています。また、リソースに制
約がある中小企業への対応についても検
討される予定です（図表3参照）。今後実

施すべき手続きが具体的に示されてきま
すので、これらの内容を参考に自社の取
組みの検討をする必要があります。

（3）  サプライチェーンのESG課題への
今後の対応に向けて

前述の通り、サプライチェーンのE（環
境）に関する対応は、工法や使用する資材
の品質、設備の性能などの技術的な要因
に影響を受けます。したがって、それら技
術の採用に伴うコストの増加が経済的メ
リット（相対的に高い賃料、低い金利と期
待利回り、補助金および減税の適用）によ
りオフセットされる事例が定着し、経済的
メリットがKPIとして客観化されることで、E

（環境）に関する対応は一般的になると考
えられます。
一方、サプライチェーンの人権リスクの

効率的・現実的な特定手法として、自社の
人権に関する企業方針に基づき質問票を
作成、取引先に送付し、回答内容を評価
することが考えられます（不動産会社は大
手自動車会社とは違い、ゼネコンとの資本
関係や、取引の強固な関係に基づいた系
列企業構造を取っていないため、アンケー
ト調査が現実的と考えられます）。なお、
質問票は人権リスクの所在と対応の継続
的なモニタリングにも活用することが可能

です。これらの人権リスクに関するPDCA

サイクルを効率的かつ定期的に実行する
ためにも、ITを活用し、不動産会社と取引
先をオンラインで繋ぐサーベイ・プラット
フォームの構築・活用が考えられます。ま
た、不動産会社は、取引先の中小企業や
個人の零細企業に対しては、サーベイ・プ
ラットフォームの導入支援も期待されま
す。このようなプラットフォームの構築・活
用に要するコストも、GRESB評価の向上
による経済的メリットによりオフセットさ
れると考えるべきです。

Ⅲ

TCFD開示に向けた全社的な
取組みの必要性

1. TCFD開示の拡大

前項までの通り、不動産業界において
気候変動を含むESG課題の企業価値やビ
ジネスモデルへの影響が高まる中、ESG

情報の開示の重要性も高まっています。従
来、ESG情報は非財務情報の一部として
企業の自主的な開示に委ねられていまし
た。しかし、ESG情報に関する開示拡充に
向けて、有価証券報告書の開示項目の見
直しに向けた検討が進められています。ま
た、CGコードの改定により、中核人材に
おける多様性確保に関する取組みや、プラ
イム市場上場企業においてはTCFD（気候
関連財務情報開示タスクフォース）または
同等の国際的枠組みに基づく気候変動開
示が求められることとなりました。

2. TCFD開示における現状の課題と 

動向

（1）  不動産業界におけるTCFD開示 
項目

TCFD提言に基づく気候変動に対する対
応の開示は、主に4つの柱（ガバナンス、戦
略、リスク管理、指標と目標）による11の開
示項目で構成されますが、項目によってそ
の開示状況は異なります。2021年11月に日

図表3 人権DD※1ガイドラインに盛り込まれる予定の内容

項目 内容
人権尊重の意義 ■ 企業が人権尊重に取り組む意義
スコープ ■ 世界人権宣言の「人権」の他、重要な人権の内容

人権DD
プロセス

人権方針策定 ■ 策定にあたっての留意事項

リスクの特定・評価 ■ 人権リスクの特定・評価方法
■ 対象範囲（直接取引のないサプライヤーや販売先等）

負の影響の

停止・防止・軽減
■ 働きかけの方法
■ 個社では対応困難な構造的リスクへの対応方針

モニタリング ■ 追跡調査の方法
開示 ■ 開示内容・方法・形式

是正措置 ■ 是正措置の内容
■ 苦情処理メカニズムの設計方法

その他 ■ リソースに制約のある企業への対応

※1：  社内の従業員はもとより、テナント・サプライヤー・地域コミュニティも含めて、企業活動における人権への負の影響
を特定し、それを予防、軽減させ、情報発信をすること。

Source： 経済産業省「第1回サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」

  （https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/001.html）

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/001.html
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本取引所グループが行った実態調査 1 0に
よれば、不動産部門において、ガバナンス
に関する項目やGHG排出量は70％超の企
業が開示している一方、気候変動に関する
リスクを評価・識別して管理するプロセス
が総合的リスク管理に統合されていると
開示した企業は20％、リスクと機会の評価
に用いる指標や目標、その実績を開示し
た企業は40％程度にとどまっています（図
表4参照）。

（2） 外部ステークホルダー側の視点
日本のT C F D賛同機関数は世界第 1 

位 11であり、これはステークホルダーから
のTCFD開示への関心の高さを示してい
ます。また、投資先とのエンゲージメント
の中で、気候変動が話題となる頻度も上
昇しています。12前項の開示項目のうち、ス
テークホルダーは全社的な戦略と気候関
連情報の関係を重視しています12が、これ
らの情報は先の調査にて、開示企業の割
合が低い項目と関係しており、ステークホ
ルダーの求める情報が現状では十分に提
供されていないと考えられます。

（3） 開示作成者側の視点
現状、不動産各社では気候変動への対

応を含むTCFD開示の実務はサステナビリ
ティ担当役員のもと社内のサステナビリ
ティ推進担当部署が実務担当として社内
の連携と情報収集、開示の作成を対応さ
れていることが多いかと思います。
先の調査において開示企業の割合が低

い項目は、気候変動に関するリスクや機
会を組織全体における戦略やリスク管理
への統合が求められるものであり、サステ
ナビリティ部門だけでは対応が難しいと
考えられます。社内部門において気候変
動への取組みに主体的に取り組むために
はリソースの配分と権限、そしてマインド
セットから変えていく必要があります。つ
まり、マネジメントのリーダーシップと企
業カルチャーも重要な要素になってくるの
です。たとえば、企業カルチャーにおいて
リスクを回避することが重要な要素であ
る場合、気候変動リスクをコンプライアン
スという親和性がある部門と協力して推
進するのも合理的なアプローチかと考え
られます。
また、TCFD開示を推進するためには、

社外のリソースを活用することも重要で

す。サステナビリティ開示の初期段階にお
いては、先行事例を基に自社の開示内容
を整理していくことも考えられますが、自
社の開示方針を整理する際には、他社で
の開示支援経験、開示要求事項に理解を
もつ外部アドバイザーを活用することで、
ステークホルダーからの要望と社内状況
とのバランスの取れた開示が可能になると
考えられます。

3. TCFD開示の品質担保のポイント

2022年3月にISSBから気候変動に関す
る開示基準の公開草案が公表され、業界
横断的な指標や業種別の指標等が公表
されました。標準化、規制化が進むととも
に、開示要求事項も拡大しています。また、
今後は気候変動以外も基準案として公開
される予定になっています。こうした状況
変化に対応し、ステークホルダーが求める
質の高いTCFD関連情報の提供を行ってい
くためにも、トップマネジメントの主導の
もと、気候変動を含むESGに関する全社
的な取組み体制を構築する必要がありま
す。今後は、外部アドバイザーによる助言
や開示情報に対する第三者による保証に
対するニーズも拡大することが予想され 

ます。

Ⅳ

さいごに

不動産は長期的な投資先として資金流
入が今後も見込まれる一方、投資判断とし
てサステナビリティの課題解決の取組み
を通じて戦略の強靭性を開示している不
動産会社の選別が加速するでしょう。つ
まり、日本の不動産会社は、サステナビリ
ティ戦略を中期経営計画の中核として具
体的な実行に移していくことが求められ
ているのです。KPMGジャパンはサステナ
ビリティ、アセットマネジメント・不動産セ
クターの専門家が一体となって戦略、開
示、インパクト分析、ディール支援など一元
的なサポートを提供しております。本稿が

図表4 TCFD提言に沿った情報開示の実態調査

TCFD推奨開示項目 不動産業界 
 （10社）

ガバナンス
1 気候関連のリスクと機会についての、取締役会による監視体制 70%

2 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営者の役割 70%

戦略

3 識別した気候関連のリスクと機会 80%

4 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス、戦略及び財務計画
に及ぼす影響 70%

5 ビジネス、戦略及び財務計画に対する2℃シナリオなどのシナ
リオ下の影響 50%

リスク管理

6 気候関連リスクを識別及び評価するプロセス 60%

7 気候関連リスクを管理するプロセス 60%

8 気候関連リスクを識別・評価及び管理するプロセスが、組織の
総合的なリスク管理にどのように統合されているか 20%

指標と目標

9 気候関連のリスクと機会を評価するために用いる指標 40%

10
Scope1、Scope2及び、当てはまる場合はScope3のGHG排出量
と関連リスク 70%

11 気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、及び目標
に対する実績 30%

Source： 「TCFD提言に沿った情報開示の実態調査」の公表について | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)

※  業種別の状況（P13）より、TCFD公式ウェブサイト掲載「Sector」別にみた調査対象259社の開示状況のうちReal 
Estate部門を抜粋

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html?msclkid=b989c469c61b11ecaf696b1724d7c38f
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不動産業界におけるサステナビリティ課題解決の推進
Sector 
Update

皆さまの不動産業界におけるサステナビ
リティの取組みの示唆につながれば幸い 

です。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGジャパン　
アセットマネジメント・不動産セクター

 Sector-Japan@jp.kpmg.com

関連情報

ウェブサイトでは、インダストリー関連の情報を紹
介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
real-estate.html

8,9 ：  経済産業省及び外務省 / 「日本企
業のサプライチェーンにおける人
権に関する取組状況のアンケート
調査」 / 2021年11月 / 日本企業の
サプライチェーンにおける人権に
関する取組状況のアンケート調査
結果を公表します （METI/経済産
業省）

10 ：  「 TCFD提言に沿った情報開示の実
態調査」の公表について/日本取引所
グループ/「 TCFD提言に沿った情報
開示の実態調査」の公表について | 

日本取引所グループ (jpx.co.jp)

11 ：  TCFDとは / TCFDコンソーシアム /

TCFDとは  |  TCFDコンソーシアム 

(tcfd-consortium.jp)

12 ：  TCFDコンソーシアム事務局/2 0 21年
度 TCFDコンソーシアム TCFD開示・
活用に関するアンケート調査（会員
アンケート集計結果）/TCFDコンソー
シアム/2021年7月/「2021年度TCFD

コンソーシアム TCFD開示・活用に
関するアンケート」集計結果を公表
いたしました。 | TCFDコンソーシアム 

(tcfd-consortium.jp)

1 ：  GFANZ/About  About | Glasgow 

Financia l  A l l iance for Net Zero 

(gfanzero.com)

2 ：  一般社団法人不動産協会/不動産業
環境実行計画　環境・エネルギー面
における取り組み目標について | 一
般社団法人 不動産協会 － RECAJ 

(fdk.or.jp)

3 ：  国土交通省/ 「脱炭素社会の実現に
資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の
一部を改正する法律案」報道発表資
料：「脱炭素社会の実現に資するた
めの建築物のエネルギー消費性能
の向上に関する法律等の一部を改
正する法律案」を閣議決定～2050年
CNの実現に向けて、建築物の省エ
ネ化及び木材利用の促進を図りま
す！～ - 国土交通省 (mlit.go.jp)

4 ：  Wor ld Green Bui ld ing Counci l /

Advancing Net Zero Status Report 

2 0 2 1 Advancing Net Zero Status 

Report 2021 | World Green Building 

Council (worldgbc.org)

5 ：  GRESB2 0 2 1年評価結果  /  C SR

デ ザイン 環 境 投 資 顧 問 株 式
会社  /  2 0 2 1 _ G R E S B  J a p a n -

Resul ts - Announcement - Press -

Release_1018CSRD.pdf (csr-design-

gia.com) 

6 ：  GRESBの概要 / CSRデザイン環境投
資顧問株式会社 / 環境不動産普及
促進機構 / 2021年11月 / Re_Seed_

Vol.23_1104.pdf (re-seed.or.jp)

7 ：  ESGデータ / 三菱地所/ESGデータ 

| 三菱地所 サステナビリティ (mec.

co.jp)

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/real-estate.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/real-estate.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211130001/20211130001.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0090/20211130-01.html
https://tcfd-consortium.jp/about
https://tcfd-consortium.jp/about
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://tcfd-consortium.jp/news_detail/21073001
https://www.gfanzero.com/about/
https://www.gfanzero.com/about/
https://www.gfanzero.com/about/
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.fdk.or.jp/k_environment/plan_sustainable.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2021
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2021
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero-status-report-2021
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
http://www.csr-design-gia.com/info/pdf/2021_GRESB%20Japan-Results-Announcement-Press-Release_1018CSRD.pdf
https://www.re-seed.or.jp/cms/Re_Seed_Vol23_1104.pdf
https://www.re-seed.or.jp/cms/Re_Seed_Vol23_1104.pdf
https://www.mec.co.jp/j/sustainability/activities/esg-data/
https://www.mec.co.jp/j/sustainability/activities/esg-data/
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SectSectoor Ur Uppddaattee

POINT 1

従来の地方創生モデルからカーボ
ンニュートラル地方創生モデルへ
カーボンニュートラルが地方創生の
新たなテーマとして加わる。カーボン
ニュートラルは複数テーマの結節点と
なっており、従来の地方創生はカーボ
ンニュートラル地方創生モデルへと変
わる。

POINT 2

地方創生につながる再エネ導入の
促進
改正地球温暖化対策推進法では、
2050年カーボンニュートラルを基本理
念にするとともに、地域の再エネを活
用した脱炭素化を促進する事業を推
進する計画・認定制度が盛り込まれた。

POINT 3

着目すべき領域 1 
～洋上風力発電～
2050年カーボンニュートラルを達成す
るため、第 6次エネルギー基本計画で
は再生可能エネルギー拡大を目指し
ている。特に、洋上風力発電はエネル
ギー業界以外の関連産業への波及効
果が大きく、地域活性化に大きく寄与
する取組みとして高い期待が寄せられ
ている。

POINT 4

着目すべき領域2 
～水循環～
愛知県矢作川カーボンニュートラルプ
ロジェクトは、�水循環�をキーワード
に、森林保全や治水などの流域マネジ
メントを分野横断で実施するプロジェ
クトである。水循環をプラットフォーム
としたカーボンニュートラルの取組み
は、「地域」一帯にその効果をもたらすこ
とが期待されている。

カーボンニュートラル地域
創生
～ KPMGが考える地方創生 ～

KPMGジャパン 

ガバメント・パブリックセクター

村松 啓輔／常務執行理事 パートナー

宮本 常雄／執行役員 パートナー

猿田 晃也／パートナー

宮本 常雄
Tsuneo Miyamoto 

猿田 晃也
Teruya Saruta 

村松 啓輔
Kensuke Muramatsu 

020年10月における政府による2050年カーボンニュートラル宣言
を受けて、カーボンニュートラルが国および地域における政策の重

要テーマとなっています。そのカーボンニュートラルは、実は地方創生の文
脈においても重要なテーマとなっています。
本稿では、国および地方公共団体における主なカーボンニュートラル関連
政策の枠組み、特に洋上風力発電と水循環に着目して最近の動向や自治
体における取組み事例を紹介します。
洋上風力発電については、2021年5月と12月に行われた促進区域計4海
域における入札結果を踏まえた洋上風力と地域経済への波及効果の洞
察、水循環については、愛知県矢作川カーボンニュートラルプロジェクト
を基に、流域マネジメントという新たな地方創生の動きについて取りまと
めています。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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Ⅰ

日本の主なカーボンニュート
ラル関連政策

1. 温暖化の将来予測と緩和策

気候変動に関する予測は、1 9 8 8年に
設立された気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）において、設立以来、定期的に
作成されている報告書の中で述べられて
います。2021年から本年にかけて、第6次
評価報告書が公表されており、2 0 2 2年 4

月には第 6次評価報告書の第 3作業部会
報告書 1が公表されました。これによると、
COP262より前に発表・提出された各国の
NDCs3の履行では、21世紀中に温暖化が
1.5℃を超える可能性が高い見込みであ
り、2030年以降に温暖化を2℃よりも低く
抑えることは難しくなるだろうと述べられ
ています。そして、今以上に政策を強化し
ていかなければ、温室効果ガス排出量は
2025年以降も増加し続け、2100年には約
3℃の温暖化をもたらす可能性があるとさ
れています。
一方、同報告書では、費用が100米ドル

／トンCO2換算以下の緩和策により、世界
全体の温室効果ガス排出量を2030年まで
に少なくとも2 019年レベルの半分に削減
することが可能とも指摘しています。具体
的には、エネルギー関連であれば太陽光
発電や風力発電を中心とする再生可能エ
ネルギーの導入、農林業・土地利用であれ
ば農業におけるカーボン隔離、森林やそ
の他の生態系の転換の減少、生態系の復
元・植林・森林再生などが挙げられます。
この報告書から読み取れることは、

2 0 3 0年以降に急速かつ大幅な温室効果
ガス排出量の削減に転じなければ、気温
上昇を1.5℃に抑えることは困難であるこ
と、そして2 0 2 5年までに温室効果ガス排
出量を頭打ちにする必要があるということ
です。1.5℃の達成に向けて、利用可能なす
べての対策を早急にとらねばなりません。
とはいえ、それは必ずしも費用が多くかか
るものばかりではなく、比較的安い費用の

対策をさらに促進・拡充させることによっ
ても可能です。

2. 日本のカーボンニュートラル政策に
関する主な枠組み

日本では、2020年10月に菅第99代内閣
総理大臣が所信表明演説において、2050

年までにカーボンニュートラルを目指すと
宣言しました。また、同年11月には、衆参
両議院において「気候非常事態宣言」が決
議されています。カーボンニュートラルは、
温室効果ガス／CO2の排出と吸収でネット
ゼロを意味する概念4とされており、2020

年12月に20 5 0年カーボンニュートラルに
伴うグリーン成長戦略（2 0 2 1年 6月に改
訂）が策定されました5。また、2021年4月
に示された新たな指針「2030年度の新た
な温室効果ガス削減目標として、2 013年
度から46％削減することを目指し、さらに
50％の高みに向けて挑戦を続ける」が、わ
が国の中期目標として位置づけられてい 

ます。
2021年5月には地球温暖化対策推進法

の改正において、2050年カーボンニュート
ラルを基本理念として法定化がなされま
した。この改正により、国民、地方公共団
体、事業者などによる脱炭素社会の実現
に向けた政策の継続性や予見性を高め、

脱炭素に向けた取組み・投資やイノベー
ションを加速させることが意図されてい 

ます。
続く2 0 21年10月には、「地球温暖化対

策計画」、「パリ協定に基づく成長戦略と
しての長期戦略」、「第6次エネルギー基本
計画」がそれぞれ閣議決定6され、2050年
カーボンニュートラルに向けた基本的な考
え方、ビジョン等を示すと同時に、諸関連
計画等の策定・改正によって実行面での
環境整備が行われています。
さらに、気候変動対策において緩和策

の両輪とされる適応策についても、同じ
く2021年10月に気候変動適応法7に基づ
く気候変動適応計画の変更が行われ、防
災、安全保障、農業、健康等の幅広い分
野で適応策を拡充することなどが盛り込
まれています（図表1参照）。

3. 地域における主なカーボンニュートラ
ル関連施策

上記のような国における政策動向を踏
まえ、ここでは地域、特に地方公共団体
に関連する政策の動向について概括的に
述べます。

（1） 地域脱炭素ロードマップ
国と地方の協働・共創による地域にお

出典：KPMG作成

カーボンニュートラル政策に関する主な枠組み

2050年カーボンニュートラルに伴う
グリーン成長戦略（2020年12月、2021年6月）

パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略
（2019年6月、2021年10月）

地球温暖化対策計画（2021年10月改訂）

第6次エネルギー基本計画（2021年10月策定）

気候変動適応計画（2021年10月改訂）

図表1 カーボンニュートラル政策に関する主な枠組み

2050年
カーボンニュートラル宣言
（2020年10月）

改正地球温暖化対策推進法
（2021年5月）

エネルギー政策基本法
（2002年6月公布）

気候変動適応法
（2018年6月公布）
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ける2 0 5 0年脱炭素社会の実現に向けて、
国は2020年12月から20 21年6月にかけ
て「国・地方脱炭素実現会議」を開催し8、
「暮らし」「社会」分野を中心に、2050年脱
炭素社会実現に向けたロードマップ（地
域脱炭素ロードマップ）を取りまとめてい 

ます。
その中で、2030年度目標および2050年

カーボンニュートラルという野心的な目標
に向けて、今後の5年間に政策を総動員
し、人材・技術・情報・資金を積極支援す
るものとし、①2030年度までに少なくとも
10 0か所の「脱炭素先行地域」をつくる、
②全国津々浦々で重点対策を実行（自家
消費型太陽光、省エネ住宅、電動車など）
することが掲げられました。これらにより、
モデルを全国に伝搬し、2050年を待たず
に脱炭素達成（脱炭素ドミノ）することを
目指しています（図表2参照）。

（2） 脱炭素先行地域
上記の「脱炭素先行地域」では、地域と

暮らしに密接に関わる分野の温室効果ガ
スの削減に取り組んでいます。2030年まで
に民生部門9の電力消費に伴うCO2排出に
ついては実質ゼロを、運輸部門や熱利用

等も含めてその他の温室効果ガス排出削
減についても、日本全体の2030年度目標
と整合する削減を地域特性に応じて実現
することなどが削減レベルの要件となって
います。
この脱炭素先行地域の選定は、2022年

度から2025年度までの各年度2回程度行
うことが想定されています10。選定された
地方公共団体等には、再エネ設備整備、
地域再エネ導入･利用最大化のための基
盤インフラ設備導入、省CO2等設備の導入
のために「地域脱炭素移行・再エネ推進
交付金」（令和4年度予算額200億円）に応
募ができることになっています11。

（3）  ゼロカーボンシティと地域脱炭素
化促進事業

このような流れを受けて、2 0 5 0年二酸
化炭素排出実質ゼロを表明した自治体、
いわゆるゼロカーボンシティは、2022年3

月31日時点においては679自治体（41都道
府県、402市、20特別区、181町、35村）と
2019年9月の4自治体から加速的に増加し
ています 12。先に述べた改正地球温暖化
対策推進法では、前述のカーボンニュート
ラルの法定化のほかにも、地方創生につ

ながる再エネ導入を促進するため、地域
の再エネを活用した脱炭素化を促進する
事業（地域脱炭素化促進事業）を推進する
ための計画・認定制度の創設が盛り込ま
れています。
これは、地域の求める方針（環境配慮･

地域貢献など）に適合する再エネ活用事
業を市町村が認定する制度となっており、
関係者等との協議に基づき、市町村が地
方公共団体実行計画（目標や促進区域を
含む）を策定し、その計画に合致する地域
脱炭素化促進事業計画を認定するものと
なります。認定された事業は、関係法令の
手続きのワンストップ化等の特例13を受け
られるなど、円滑な合意形成を促進する
ことで地域の再エネ導入が加速すると期
待されます。

（4）  脱炭素化支援機構（脱炭素事業
への新たな出資制度の創設）

地域脱炭素ロードマップに基づき、国
全体であらゆる分野において脱炭素への
移行につながる取組みを加速させるため、
新たな官民ファンド（出資制度）の創設が
検討されています14, 15。
脱炭素化支援機構は、国から財政投融

資を活用して出資される200億円を呼び水
として、1,000億円程度の規模の脱炭素事
業を実現することを想定。資源循環や森
林保全、炭素固定など、非エネルギー起源
の温室効果ガス排出抑制事業にも適用で
きる仕組みとなっており、地域での幅広い
活用が期待されます。

Ⅱ

着目すべき領域 
～洋上風力発電～

1. 国内洋上風力市場への期待

2 0 5 0年にカーボンニュートラル達成と
いう大きな目標を掲げる日本は、第6次エ
ネルギー基本計画（以下、「第6次計画」と
いう）において、2030年の電源構成として
再生可能エネルギーによる発電割合を3 6

2050203020252020

地域特性に応じた
取組の実施に道筋

2030年度まで
に実行

2050年を
待たずに

脱炭素
地域社会を
全国で実現

図表2 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

快適・利便
断熱・気密向上、

公共交通

防災・減災
非常時のエネルギー源
確保生態系の保全

経済・雇用
再エネ・自然資源

地産地消

循環経済
生産性向上、
資源活用

少なくとも100ヵ所の脱炭素先行地域1

2 重点対策を全国津々浦々で実施

地域課題を
解決し、地域の魅力と
質を向上させる
地方創生へ

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

出所：環境省－地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
 （https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/nergy-taisakutokubetsu-kaikeir04/gsyk04-01-02.pdf）を基にKPMGで加工

https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/nergy-taisakutokubetsu-kaikeir04/gsyk04-01-02.pdf
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～38％としています。2019年度時点での再
生可能エネルギーの電源構成割合が18％
程度であることから、この数値目標は野
心的な目標と言えます。
大幅な再生可能エネルギー拡大を目指

す日本での風力発電への期待は高く、第6

次計画では2030年の目標として風力発電
の電源構成割合を5％程度とし、発電電力
量として510億Kwhという目標を掲げてい
ます。風力発電にとって最も重要なのは風
況ですが、その風況が日本近海は良好な
ため期待が高いのですが、陸地における
適地は少ないとされています。そのため、
洋上風力発電のポテンシャルへの期待が
高まっています。
洋上風力発電の開発に向けた動きは、

2018年の第5次エネルギー基本計画にお
いて再生可能エネルギーの推進が打ち出
されて、2019年4月1日に海洋再生可能エ
ネルギー発電設備の整備に係る海域の利
用の促進に関する法律（平成3 0年法律第
89号。以下、「再エネ海域利用法」という）
が施行されたことで本格化しました。
再エネ海域利用法においては、国が指

定した促進区域において、国の実施する
公募制度を通じて選定された事業者が事
業を行うこととされています。具体的には、
2019年7月に一定の準備が進んでいる区域
として11区域、うち有望な区域として4区
域が公表され、2019年12月に長崎県五島
沖（浮体式）が、2020年7月に千葉県銚子
沖をはじめとする3海域（着床式）が促進
区域に指定されました（図表3参照）。その
後、公募占用指針が公示されて公募開始
となりました（図表4参照）。

2021年5月と12月に、上記促進区域計4

海域について入札結果が開示されました。
着床式3海域については、同一事業者（三
菱商事を中心とするコンソーシアム）によ
り落札されたこともあり、2021年は「国内
洋上風力元年」だったと言えます。
当該公募プロセスは今後10年にわたり

毎年継続し、その後の事業期間を含めれ
ば4 0年間の事業継続がなされます。市場
規模としては累積で2030年6GW、2040年

18GWと、大きな投資とビジネスの成長機
会が見込まれています 1 6。最大想定市場
規模も、単年ベースで2030年が6,20 0億
円、2040年が9,700億円程度と試算され
ています。

2. 洋上風力とサプライチェーン

日本における洋上風力は新しい産業を
創造する取組みとも言われています。洋上
風力発電は構成機器・部品点数が多く、
エネルギー業界以外の関連産業への波及
効果が大きいとされているからです。洋上
風力発電事業を進めていくにはサプライ
チェーンの整備が必要不可欠で、かつそ
の裾野が広いというのが理由です。
たとえば、投融資という側面から言え

ば、資金面では銀行から融資を受けるこ
とになりますが、建設リスクや事業リスク
を軽減するためには損害保険会社等も不
可欠となります。また、発電量を予測する

ためには、風況や天候の予測や調査が不
可欠ですし、設備・仕様に関しても、技術
開発や研究・検証が必要です。そのために
は、天気予報会社や技術コンサルタント、
その他調査会社が不可欠な存在となり 

ます。
風車メーカーや関連する部品メーカー、

そして建設事業者、それは風車設置だけ
でなく、海底ケーブルや洋上での変電所設
置等、さまざまな分野の建設事業者を必
要とします。建設工事には不可欠な船舶
や完工後のメンテナンス事業者も重要で
す。また、沖合での工事を行う際には港湾
が出発点となりますので、港湾整備も不可
欠な要素となります。
つまり、政策として国内洋上風力市場

の発展を促すには、開発を促進する政策
誘導によって競争環境を整備し、サプライ
チェーンを整備できる環境を構築すること
が不可欠なのです。ただし、各分野で大き
な投資が必要であるため、事業リスクを

図表3 促進区域、有望な区域等の指定・整理状況（2021年9月13日）

㉑福岡県響灘沖

㉒佐賀県唐津市沖

⑥長崎県西海市江島沖

①長崎県五島市沖

⑱北海道石狩市沖
⑭北海道岩宇・南後志地区沖
⑮北海道島牧沖
⑬北海道檜山沖
⑰北海道松前沖

⑯青森県陸奥湾

⑲岩手県久慈市沖

④千葉県銚子市沖

●促進区域
●有望な区域
●一定の準備段階に進んでいる区域

※下線は2021年度新たに追加した区域

⑫千葉県いすみ市沖

⑧青森県沖日本海（北側）
⑦青森県沖日本海（南側）

⑤秋田県八峰町・能代市沖
②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
⑨秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
③秋田県由利本荘市沖（北側・南側）
⑩山形県遊佐町沖
⑪新潟県村上市・胎内市沖
⑳福井県あわら市沖

出所：資源エネルギー庁 - 再エネ海域利用法に基づく公募占用指針について- 2021年9月 / 4P
 （https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/068_01_00.pdf）を基にKPMGで加工

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/068_01_00.pdf
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明確化・細分化したうえで投融資環境を
進める制度や法的な整備が必要となりま

す。また、技術革新に向けた研究開発を
促進する制度等も求められます。

サプライチェーン整備は開発海域近く
の地域が、部品製造、建設、O&Mという
プロジェクトの大きな流れの中で中心地
となっていくことが理にかなっています。
これは、結果として地方創生につながって
いくものと期待されています。

3. 地域貢献策の重要性

洋上風力発電の開発事業者は、入札時
に公募占用計画を策定します。その中の
大きな項目として「地域との調整」ならびに
「地域経済等への波及効果」という項目が
あります。関係海運事業者や漁協関係者
との調整、自治体との対話、地元雇用や
地域への投資効果、産業育成等が求めら
れ、計画の審査項目となっています。
サプライチェーン整備には開発海域付

近の地域の協力や共生は不可欠であるこ
とはすでに述べましたが、地元への部品
工場誘致や建設工事基地の地元整備、地
域金融機関からの融資、調査や新技術の
研究のための地元企業ならびに地元大学
等との連携など、さまざまな地域貢献策
が今後各事業者から打ち出されるでしょ
う。そして、それは審査のうえでも期待さ
れています。
一方で、現状のFIT制度においては、洋

上風力で発電された電源が必ずしも地元
での電力消費に直結するわけではありま
せん。そのため、地域貢献策が投資や雇
用という側面には直結するものの、地域
におけるカーボンニュートラルという文脈
につながっていないと感じる人々もいるか
もしれません。洋上風力発電という供給
側だけでなく、電力消費やサプライチェー
ン関連での電力需要側でも、地域創生を
考える必要があるのではないでしょうか。
いずれにせよ、入札時の公募占用計画

において地方貢献策は重要項目です。し
かも、サプライチェーン整備には地域一体
での開発が必要不可欠である以上、地方
創生の大きな柱として洋上風力事業は位
置づけられていくと考えられています。

図表4 洋上風力公募案件一覧

2020～ 2021年公募 2022年以降公募
● 長崎県五島市沖
● 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
● 秋田県由利本荘市沖（北側・南側）
● 千葉県銚子市沖

● 岩手県久慈市沖（浮体）
● 福井県あわら市沖
● 福岡県響灘沖
● 佐賀県唐津市沖
● 長崎県西海市江島沖
● 青森県沖日本海（南側）
● 青森県沖日本海（北側）
● 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
● 山形県遊佐町沖
● 新潟県村上市・胎内市沖
● 千葉県いすみ市沖

2022年以降公募
● 秋田県八峰町・能代市沖
● 北海道檜山沖
● 北海道岩宇・南後志地区沖
● 青森県陸奥湾
● 北海道島牧沖
● 北海道松前沖
● 北海道石狩市沖 

出所：資源エネルギー庁 - 再エネ海域利用法に基づく公募占用指針について- 2021年9月 / 4P
（https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/068_01_00.pdf）

図表5 矢作川カーボンニュートラルプロジェクト

出所：愛知県「「矢作川カーボンニュートラル（CN）プロジェクト」の全体像を取りまとめました」 - 2022年3月30日/ 1P
 （https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/413068.pdf）

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/068_01_00.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/413068.pdf
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Ⅲ

着目すべき領域 
～水循環～

1. 愛知県矢作川カーボンニュートラル

政府の2 0 5 0年カーボンニュートラル実
現の宣言を受けて、自治体においても具
体的な取組みが加速しています。愛知県
は、1994年に全国に先駆けて、県の地球
温暖化対策を体系化した「あいちエコプラ
ン21」を、2018年2月には「あいち地球温
暖化防止戦略2030」を作成して、取組みを
進めています。
そして、2021年9月に「矢作川カーボン

ニュートラル（CN）プロジェクト」に着手し
ました。本プロジェクトはカーボンニュー
トラル（以下、「CN」という）の実現に向け
て、�水循環�をキーワードに森林保全、治
水、利水、下水処理などにおいて最新の
技術を活用し、総合的かつ分野横断的に
あらゆる施策を推進するものです。

2022年3月30日の知事会見「矢作川カー
ボンニュートラル（CN）の全体像をとりま
とめました」17によると、本プロジェクトの
方向性や全体像は以下の通りです（図表5

参照）。

① CO2削減及び吸収対策の推進

◦  小水力発電施設新設など再生可能エ
ネルギーの創出や省エネルギー化に
よるCO2排出量の削減を図る対策を推
進する。

◦  緑地保全など、CO2吸収量の維持・向
上を図るための対策を推進する。

本プロジェクトでは対策効果の定量化
を試みており、想定条件下における概算
ポテンシャルは、CO2削減量は 4 3,5 2 5t-

CO2/年、CO2吸収量は 2 6,18 7 t-CO2/年、
創出電力量と削減電力量の合計は約
96,800MWh/年（約21,500世帯分）と試算
されています。

②  分野横断した流域マネジメントの 
実施

◦  季節や時間帯などによる発電量の変
動が大きいグリーン電力の効率的なマ
ネジメントを推進する。

◦  あらゆる利水者が連携して調整を行
い、一元化した運用管理による無駄の
ない水利用を目指す。

分野を超え一元化した管理運用によっ
て、「地域グリッドによる電力マネジメン
ト」、「水循環マネジメントによる水利用の
最適化」、「上下水道施設の連携による省
エネ化」といった対策を講じて、矢作川流
域における「流域マネジメント」の実現を
目指すとされています。

③ CNに関する総合的な取組みの検討

◦  新技術の導入による新たな対策や、
CN対策の促進に向けた制度改正の提
案など、矢作川流域におけるCN対策
を幅広く総合的に検討する。

「排出ガスに含まれるCO2の分離・回収
する他液化炭酸ガス等生成新技術の活
用」、「低炭素型建設機械の使用等の建
設業全般におけるCO2排出量の削減を検
討」、「動物、ヒト、環境、スマート共生統合
DXプラットフォーム（仮称）による水資源、
食料生産、健康への一連リスクの低減の
実現」を検討するとされています。
今後は、県関係部局、有識者、国の関

係省庁等からなる「研究会」と、下部組織
として個別検討を行う「分科会」を設立し、
研究会では総合的な検討を行い、分科会
は個別対策毎に具体的な調査・検討を行
うとされています。

Ⅳ

従来の地方創生モデルから、
CN地方創生モデルへ

1. カーボンニュートラル（CN）は、 
「地域」が主役

（1）  洋上風力発電による地域起点の
サプライチェーン構築、地域活 
性化

国は、再エネ海域利用法に基づき、洋
上風力発電事業の実施に適合した海域を
促進区域として、その区域内で最大 3 0年
間の占有許可を事業者へ与えています。洋
上風力産業は、大型風車の設置・維持管
理に必要な基地港湾の整備、国内調達・
コスト低減目標を達成すべく投資促進、サ
プライチェーン形成、雇用創出、関連産業
への波及効果が期待され、地域活性化に
大きく寄与します。洋上風力発電は、再生
可能エネルギーの主力電源化に向けた切
り札であり、その事業展開は「地域」がプ
ラットフォームとなり、再エネ産業を中心
とした地方創生が実現します。

（2）  水の循環がもたらすCN流域マネ
ジメント

水が、蒸発、降下、流下または浸透によ
り、海域等に至る過程で、地表水、地下水
として河川の流域を中心に循環すること、
すなわち水循環においては、人の活動と
環境保全に果たす水の機能を適切に保つ
ことが持続的な社会を築く上で重要とな
ります。循環の過程では、1つの施策を行
うことが他の環境へ影響するため、水循
環をプラットフォームとしたCNの取組み
は、「地域」一帯にその効果をもたらすこと
が期待されます。
従来からの治水および利水に加えて、

ダム再編・高度利用による発電量増強、エ
ネルギー地産地消（水上太陽光発電、小
水力発電、間伐材バイオマス発電）、浄水
場・下水処理場の一体運営・最適化による
省エネ等の施策によるCN流域マネジメン
トという地方創生の実現が期待されます。
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カーボンニュートラル地域創生　～ KPMGが考える地方創生 ～
Sector 
Update

このように、これからの行政（国、地方
自治体）は、地域のポテンシャルを最大限
活用するために、CNという観点から地域
のプラットフォームを整備することで、CN

に取り組む民間企業との官民連携の機会
を創出することが求められています。

2. CN地方創生とは

地方創生の実現に向けた主なテーマと
しては、「行政マネジメントの高度化」、「地
域経済の活性化」、「サステナブルなインフ
ラ・住民向けサービス提供」、「スマートシ
ティ」、「地域医療体制改革」等が想定され
ます。今後は、CNが新たなテーマとして加
わるとともに、CNが複数テーマの結節点
となります。
なぜならば、CNへの取組みはCO2排出

削減の観点から地域エネルギー循環にお
ける「省エネ」、地域ポテンシャルの最大
活用の観点から地域バイオマス等による
「創エネ」、「再エネ」による地域まちづくり
等に作用するからです。

CNが地方創生の推進役であり、その担
い手は行政と民間企業です。つまり、官民
連携の手法をもって、CN地方創生が実現
されるのです。

（1）  CN地方創生を実現する手段、
Public Private Partnership

官民連携とは、公共施設等の建設、維
持管理、運営等を、行政と民間が連携し
て行うことにより民間のノウハウ、創意
工夫、資金を活用し、財政の健全化や
行政の効率化を図るものです。具体的に
は、包括的民間委託、指定管理者制度、
DBO（Design-Build-Operate）、従来型PFI

（Private Finance Initiative）、コンセッショ
ン（公共施設等運営権制度）があります。
なお、洋上風力発電では、国が魅力的

な国内洋上風力市場を創出するために
2040年30~45GWという導入目標にコミッ
トし、民間企業は、国内調達率・コスト低
減目標にコミットすることで、官民一体と
なって需要創出し、競争力がある強靭な
国内サプライチェーンを形成します。これ
は、再生可能エネルギーの主力電源化に
向けた官民連携でもあります。

（2）  官民連携手法の組合せにより、複
数事業のバンドリングを実現

官民連携手法は、対象施設、対象事業、
期間、民間関与（設計、建設、運転、維持
管理）、民間自由度（事業経営、料金の設
定・収受）に応じて選択されます。CN実現
に向けた取組みを含む複数の事業を地域

一体で展開するために、官民連携手法を
組み合わせることも有効です。たとえば、
高知県須崎市の公共施設等運営事業＋包
括的民間委託等では、次のように事業ご
とに異なる手法で連携しています。

◦  下水道の終末処理場および管渠（汚
水）の経営、企画、運転維持管理［公
共施設等運営事業］

◦  漁業集落排水処理施設の維持管理、
クリーンセンター等の維持管理［包括
的民間委託］

◦  雨水ポンプ場の保守点検、管渠（雨
水）の維持管理［委託］

（3） 民間提案型の官民連携の推進
CN地方創生を推進するには、民間提案

型の官民連携を積極的に活用する必要が
あります。いわゆるPFI法 6条提案や随意
契約保証型民間提案制度です。行政によ
るこれらの提案制度の積極的な活用が、
CNに取り組む民間企業のインセンティブ
を高めることになり、CN地方創生の推進
に有効となります（図表6参照）。

出所：KPMG作成

サステナブルなまちづくり

CN地方創生エコシステム

官民連携による実現

再生エネルギー
地産地消
サイクル

関連産業創出

コンセプト、クリエイティブシティ、
エコタウン、ウォーカビリティ

地域医療体制の改革
地域医療構想の実現
公立病院の経営形態見直し

スマートシティ
MaaS、エネルギー・ヘルスケアの
デジタル活用

行政マネジメントの高度化
政策評価・EBPM・エリアマネジ
メント

サステナブルなインフラ
市民向けサービスの提供
サービス維持、更新投資確保

地域の経済活性化
地域資源を活かした新産業・観光
経済資源の地域内循環

再エネ民間投資 複数手法の組み合わせPFI・コンセッション

図表6 クライアントイシューと想定オポチュニティ － 地方創生
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Ⅴ

おわりに

新型コロナウイルス感染症の拡大は、
図らずも東京一極集中を改めて見直す機
会となりました。リモートワークの普及
により、主要都市部から地方へのヒト、モ
ノ、カネの分散が見られるようになったの 

です。
しかし、地方の定住人口増加、地域経

済活性化、雇用創出という地方の課題を
解決するには、もう一段の取組みが必要
です。地方創生の各種課題の解決に直結
し、かつ民間企業が経済投資活動として
参画できるもの、それが脱炭素社会の実
現という御旗だと思います。
地域ポテンシャルを最大限生かすべく、

官民連携によるCNへの取組みこそが、こ
れからの「地方創生」であります。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGジャパン　
ガバメント・パブリックセクター

 Sector-Japan@jp.kpmg.com

関連情報

ウェブサイトでは、インダストリー関連の情報を紹
介しています。

http://home.kpmg/jp/government-public

長期戦略」の閣議決定並びに「日本
のNDC（国が決定する貢献）」の地球
温暖化対策推進本部決定について」
（2021年10月22日）（https://www.env.

go.jp/press/110 0 6 0.html）および経済
産業省「第 6次エネルギー基本計画
が閣議決定されました」（20 21年10月
2 2日）（（ https://www.meti.go.jp/pre

ss/2021/10/20211022005/20211022 

005.html）
7  平成30年６月13日公布、平成30年12月
１日施行。気候変動適応計画と気候変
動影響評価について規定。

8  内閣官房「国・地方脱炭素実現会議」
（2022年5月24日確認）（https://www.

cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/index.

html）
9  家庭部門及び業務その他部門
10  第1回目の公募は令和4年1月25日～2

月21日に実施済み。第1回目として、79

件の計画提案のうち26件が採択された
（令和4年4月26日）。

11  環境省「地域脱炭素」（2022年5月24日
確認）（https://www.env.go.jp/policy/

roadmapcontents/index.html）
12  環境省「地方公共団体における2050年
二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」
（2022年5月24日確認）（https://www.

env.go.jp/policy/zerocarbon.html）
13  自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・
農地法・森林法・河川法の関係手続き
のワンストップサービスや事業計画の
立案段階における環境影響評価法の
手続き（配慮書）の省略。

14  脱炭素ポータル「脱炭素化支援機構
の設立準備中です」（2 0 2 2年 6月16日 

更新）（ https: //ondankataisaku.env.

go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-

topic-19.html）
15  2 0 2 2年2月8日に「地球温暖化対策の
推進に関する法律の一部を改正する
法律案」を閣議決定し、第20 8回国会
（2 0 8-2 5）（https://www.shugiin.go.jp/

internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.

htm）に提出中。2 0 2 2年秋頃に成立予
定。　

16  前提条件：
  導入量： IEA（持続可能なシナリオ）を
使用

  シナリオ： 20 20年の着床式コストに基
づいたシナリオ：{当年導入量（GW） × 

2020年のサプライチェーン前提での資
本費（円/kW） } + {当年を含めた導入済
容量の累積 × 運営維持費（円/kW）}に
より算出

  Source ：資源エネルギー庁 -  再エネ海
域利用法に基づく公募用指針につい
て - 2020年8月 / 24P （NEDOによる算
出）（https://www.meti.go.jp/shingikai/

santeii/pdf/058_01_00.pdf）

17  愛知県「「矢作川カーボンニュートラ
ル（CN）プロジェクト」の全体像を取
りまとめました] （2 0 2 2年 3月3 0日更
新）（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/

kasen/kasen20210901-1.html）
1  Climate Change 2 0 2 2: Mitigation of 

Climate Change https://www.ipcc.ch/

report/ar6/wg3/

2  国連気候変動枠組条約第2 6回締約国
会議。2021年10～11月に英国のグラス
ゴーで開催された。

3  Nationally Determined Contributions、
パリ協定のもと国が決定する貢献（温
室効果ガス排出削減の長期目標等）。

4  資源エネルギー庁「第1部 エネルギーを
めぐる状況と主な対策 第2章　2050年
カーボンニュートラル実現に向けた課
題と取組 はじめに」（2021年）（https://

www.enecho.meti.go.jp/about/white 

paper/2021/html/1-2-0.html）
5  経済産業省「 2 0 5 0年カーボンニュー
トラルに伴うグリーン成長戦略を策定
しました」（2020年12月25日）（https://

www.meti.go.jp/press/2 0 2 0/12/2 0 2 0 

1225012/20201225012.html）
6  環境省「地球温暖化対策計画」及び
「パリ協定に基づく成長戦略としての

http://home.kpmg/jp/government-public
https://www.env.go.jp/press/110060.html
https://www.env.go.jp/press/110060.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/index.html
https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/index.html
https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/index.html
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/058_01_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/058_01_00.pdf
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kasen20210901-1.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/kasen20210901-1.html
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/1-2-0.html
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/1-2-0.html
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金子 直弘
Naohiro Kaneko

POINT 1

気候変動開示基準の開発に伴う
SCOPE3によるGHG排出量の 
開示要請
ISSBが開発中の気候変動開示基準では、
従来のTCFDガイドラインに比してより充
実したシナリオ分析やリスクと機会の定
量化に加えて、SCOPE3排出量に関する
開示が求められる可能性が高い。

POINT 2

SCOPE3排出量は産業界の脱炭素
化の大部分を占める
多くの企業で、サプライチェーン全体の
GHG排出量のうち8～9割がSCOPE3排出
量であり、産業界から排出されるGHGを
削減するためにはSCOPE3の削減がきわめ
て重要である。

POINT 3

ステークホルダーが求める情報は 
スタティックなSCOPE3排出量 
データに留まらない
気候変動開示基準が要請する開示は、
SCOPE3排出量というスタティックなデー
タだが、投資家や消費者、取引先などの
ステークホルダーが求める情報は、サプラ
イヤー企業を含むサプライチェーン全体
のGHG削減の取組みの促進と、ネットゼ
ロ達成という目標に対する進捗ならびに
成果といった、よりダイナミックな情報で
ある。

POINT 4

大企業、グローバル企業には、社会 
課題としての脱炭素化への具体的な 
行動についてサプライチェーン全体を
牽引することが求められる
非上場企業や中小企業のGHG排出量は
全体の約 44％を占めているが、これらの
企業は必ずしも脱炭素化に対する高い意
識を持っているとは限らない。大企業やグ
ローバル企業は、自らのサプライチェーン
に属する非上場企業や中小企業に対して、
脱炭素化の喫緊性を教育し、必要な情
報や支援を提供し、削減計画の策定や
実施について協業したり、有効な施策を
共有することで、サプライチェーンの脱炭
素化を牽引することが求められる。関口 美奈

Mina Sekiguchi

気候変動リスクへの対応と
脱炭素化の実践
第4回   SCOPE3 GHG開示と 

サプライチェーンの脱炭素化

SSB（International Sustainability Standard Board：国際サステ
ナビリティ基準審査会）は、目下、相当なスピード感で気候変動開示

基準の開発を進めています。2021年11月に公表された気候変動開示基準の
プロトコールでは、より充実したシナリオ分析やリスクと機会の定量化に加え
て、SCOPE3排出量に関する開示が求められる可能性が高いことが明らかに
なりました。多くの場合、SCOPE3排出量は自社を含むサプライチェーン全
体の8～9割を占めています。そのため、産業界から排出されるGHG（温室効
果ガス）をより効率的かつ効果的に削減するためには、実はSCOPE3排出量
の削減が最も重要であるということになります。これは、大企業やグローバル企
業にとってSCOPE3を含むサプライチェーン全体のGHGをいかに迅速にネッ
トゼロに近づけていくかが、自社の市場における優位性を確立するうえできわ
めて重要な課題として浮上してきたということです。
本稿では、SCOPE3のGHG排出量開示要請という新たな規制により促され
る、グローバル企業や大企業によるサプライヤーに対する積極的な脱炭素化
支援の動向について紹介します。また、より高い視点で気候変動リスクへの対
応という社会課題を鳥瞰した場合のセクターベースでのノウハウやツール、有
効な施策の共有の有効性についても考えて参ります。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらか
じめお断りいたします。

I

KPMGジャパン 

KPMG IMPACTプロジェクト統括リーダー兼 

脱炭素化アドバイザリーリーダー 

KPMG サステナブルバリューサービス・ジャパン 

関口 美奈／マネージング・ディレクター

KPMG サステナブルバリューサービス・ジャパン 

金子 直弘／パートナー
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Ⅰ

ISSBによる気候変動開示 
基準と企業にとっての 
チャレンジ

1. 気候変動開示基準開発の進展状況

昨年11月のCOP26開催時に設立が公
表された ISSB （International Sustailability 

Standard Board：国際サステナビリティ基
準審査会）は、2022年後半に基準を最終
化 1することを目標に、相当なスピード感
で気候変動開示基準の開発を進めていま
す。2021年11月に公表された気候変動開
示基準のプロトコールでは、従来のTCFD

ガイドラインに沿った自主的な開示から
さらに進化した内容の開示要請が行われ
ることが判明しました。より充実したシナ
リオ分析やリスクと機会の定量化に加え
て、企業にとって大きなチャレンジになるだ
ろうと予想されるのは、SCOPE3 GHG排出
量に関する開示要請でしょう。ISSBの気
候変動開示基準プロトコールの概要を図 

表1に示します。
開示基準の全貌が徐々に明らかになる

につれ、対応の検討に着手される企業も
増加しつつあります。KPMG Insight Vol 54

でKPMGコンサルティングパートナーの金
子直弘が紹介したデジタルソリューション
を用いたカーボンマネジメントに伴う業務
プロセスおよびガバナンスの導入について
は、昨今、多くのお問い合わせをいただい
ていますし、Vol 53で紹介した気候変動シ
ナリオ分析ツールClimate IQを用いたリス
ク定量化や中長期的戦略の検討につい
ても大きな関心が寄せられています。「カー
ボンマネジメントの導入」と「シナリオ分析
を用いた定量化と戦略策定」、この2つだ
けでも、企業にとってはこれまでにはなかっ
た業務ストリームの追加であり、さまざま
なデータの取得や社内プロトコールやプ
ロセスの整備、人員配置やデジタル投資、
ガバナンス構築やこれらを最終的に開示
に繋げるまでのレポーティングプロセスを
考えると、相当な負荷であることは想像に
難くありません。それにもかかわらず、これ

に加えてSCOPE 3GHG排出量の把握が
求められるようになるわけです。さらに言え
ば、開示そのものの重要性にも増して、よ
り本質的なのは、自社の上流・下流を含
めた全サプライチェーンにおけるGHG排出
量が、消費者や投資家、従業員などの多
様なステークホルダーからの評価の対象
となることと、今後はこれを少しずつでも削
減していくことが求められることです。

2. SCOPE3の整理

すでに皆様の多くがご存じかと思います
が、ここで改めてSCOPE3について簡単に
整理します（図表2参照）。

SCOPE3排出量には、サプライチェーン
の川上業者のオペレーションにより排出
されるGHG （原材料、資本財、SCOPE1や
2に含まれない熱量エネルギー関連活動、
輸送・配送、廃棄、出張、通勤、リース資
産などから排出されるGHG）と、サプライ
チェーンの川下における需要家や消費者
による製品の使用により排出されるGHG

図表1 ISSB基準プロトタイプ：気候変動開示基準

出所：IFRS財団他「General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information Prototype」（2021年11月公表）をもとにKPMG作成

サステナビリティ関連リスクと機会を監視し、
管理するために利用されるガバナンスプロセス、
統制および手続きを理解するための情報を提供

重要なサステナビリティ関連リスクおよび機会に
対応するための企業の戦略を理解するための情報を提供

例 ： 重要なサステナビリティ関連のリスクおよび機会に
　   対処するために財務業績がどのように変動するか

サステナビリティ関連リスクがどのように識別・評価・
管理・削減されているか、リスク管理プロセスに
組み込まれているかを理解するための情報を提供

サステナビリティ関連リスクおよび機会がどのように
測定・監視されているかを理解するための情報を提供

例 ： 業務横断的・業種別・活動ベースのメトリックス、
　   ガバナンス組織によって設定されたターゲット、
　   その他のKPI

ー

ー

気候変動リスクに対する戦略の強靭性の分析に
ついて開示が要求されている

※ シナリオ分析を開示する場合の
　 開示項目についても示されている

TCFD提言ガイダンスで示されている
7つのカテゴリーの開示が要求されている

Scope3についても開示が要求されている

ガバナンス1

戦略2

リスク管理3

指標と目標4

全般的な表示基準（特徴的な点） 気候変動に関する開示基準
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（輸送・配送、製品の加工、製品の使用、
製品の廃棄、リース資産などから排出さ
れるGHG）の両方が含まれます。製造業
においては、多くの企業でSCOPE3の排出
量が自社を含むサプライチェーン全体の
8～9割を占めています。すなわち、産業界
から排出されるGHGをより効率的かつ効
果的に削減するためには、実はSCOPE3

排出量の削減が最も重要なカテゴリーで
あるということになります。
米国のある飲料会社の例を見てみましょ

う。この会社のSCOPE3は、大麦農家に
よる二酸化炭素排出量、出荷のための輸
送に伴う排出量、包装資材の生産に伴う
排出量、製品の出荷のための輸送に伴う
排出量、バーや小売店でその会社の飲料
を冷蔵庫で冷やす際のエネルギー消費に
伴う排出量、缶やボトルのリサイクルにか
かる排出量、ひいては従業員の通勤に伴
う排出量や経営陣の出張や移動に伴う
排出量と、そのリストは延々と続きます。
この飲料メーカーのサプライヤーの数

は3,000社以上に上るとされています。す
なわち、飲料メーカーにおける脱炭素化
は、自社業務の脱炭素化にも増して、よ
り調達サイクルと直接的に結びついている
と言えます。

Ⅱ

SCOPE3排出量開示の 
重要性～概観

1. 非上場企業や中小企業の排出量

気候変動開示のそもそもの目的が地球
上のGHGを削減することである、という点
に立ち返れば、大規模製造業や食品・飲
料メーカーのGHG排出の約90％を占める
SCOPE3排出を放置するわけにはいかない
ことは明白です。しかし、GHGを排出して
いるのは、開示の対象となっている大企業
だけではありません。
非上場企業や中小企業によるGHG排

出量は、全体の44％を占めています2。こ
れらの企業による排出量の開示は、最終
的に需要家市場や消費者市場に対して
製品・サービスを供給する企業が行わざ
るを得ません。そのため、消費者や需要家
は今後、製品やサービスのサプライチェー
ン全体（川上だけでなく、消費や使用に伴
うGHG排出に対する考慮も含む）のGHG

排出に関する取組みを選択基準とするよ
うになることは間違いありません。つまり
SCOPE3排出は、事業そのものの価値を
大きく左右する要因となるわけです。

2. 潜在的負債の飛ばしを事前に阻止

SCOPE3排出量の開示を義務づけるこ
とは、自社業務によるGHG排出削減のた
めに、排出量の多い業務をより小規模な
関連会社や業者などに移管する、いわゆる
「連結はずし」を阻止することにも結果とし
て寄与することになるでしょう。

GHG排出量や削減の取組みが資金調
達や企業価値により直結するようになるに
つれ、削減への要請は強まり、企業にとっ
ては大きなプレッシャーとなります。日本
産業界は、1990年代から2000年前後に
不良債権の対処に苦慮しました。今では、
GHG排出が潜在的な負債であることはす
でに多くの企業が認識し始めています。そ
う考えると、GHG排出量の削減がうまくい
かない企業がどうにか上辺だけでも排出量
を削減したように見せたくなる可能性も否
めません。SCOPE3開示を義務づけること
で、「GHGの飛ばし」は非常に困難になる
と考えられます。

3. 国連によるセクターベース・アプロー
チとの平仄合わせ

先頃、英国グラスゴーで開催され
た C O P 2 6では、2 0 3 0年までの緩和

図表2 Scope 3 GHG排出量の範囲

上 流 自 社 下 流

電気の使用燃料の燃焼

⑪製品の使用 ⑫製品の廃棄

＊その他：⑨輸送・配送、 ⑩製品の加工、
⑬リース資産、⑭フランチャイズ、
⑮投資

＊その他：②資本財、③Scope1,2に含まれない
　 燃料及びエネルギー関連活動、
⑤廃棄物、⑥出張、⑧リース資産

Scope 1 Scope 2
Scope 3 Scope 3

①原材料 ⑦通勤

④輸送・配送

出所：  環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム：サプライチェーン排出量算定をはじめる方へ（env.go.jp） 
 （https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html）をもとにKPMGにて加工

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
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（Mitigation）について、セクターベース・ア
プローチが新たに打ち出されました。この
背景には、政府、産業、金融界の取組み
とその資金をパリ協定と同一方向にアラ
インさせることで、2050年の脱炭素を見
据えつつ、2030年までにブレークスルーポ
イントの実現を目指すという狙いがありま
す。具体的には、電力、鉄鋼、道路輸送、
水素、農業の5セクターにおけるチェック
＆レビューメカニズムが新たに発足されま
した。今後は、従来の国・政府レベルの
NDC3に加えて、セクターごとのターゲット
の設定ならびにレビュー等も実施されるよ
うになると推測されます。
セクターベースでのGHG排出量の把握

ならびに削減管理を行うためにも、企業に
はサプライチェーン全体を通じたGHG排
出量の把握が必要となります。

Ⅲ

SCOPE3排出量削減に 
向けた企業の取組み

米アップル社が、同社の全製品につい
て2030年までにサプライチェーンを含め
た全生産過程におけるGHG排出をゼロに
すると発表したのは、2020年7月のことで
す。アップル社は、当時すでに自社事業
で使用する施設における電力のすべてを再
生可能エネルギーで賄っており、自社の企
業活動においてはネットゼロを実現してい
ましたが、同様の取組みを製品や部材を
生産するサプライヤーにまで広げると宣言
したのです。具体的には、主要なサプライ
ヤーに対して、使用する電力をすべて再生
可能エネルギーに切り替えるよう求めるも
ので、この時点で世界の70社以上が転換
をコミットしている、と報道されました4。

2021年10月末には、アップル社に納入
される製品や部材の生産に使う電力をす
べて再生可能エネルギーで賄うと約束し
たサプライヤーが計175社になったと、同
社は発表しています。新たに加入した日本
企業には、日本の大手液晶パネル製造会
社やアルミ圧延大手会社、電子部品大手

会社、電線大手会社、コネクター大手会
社が含まれています5。
このアップル社の動きに牽引され、関連

する業界でも生産過程におけるGHG排出
ゼロや再生可能エネルギー使用率100％
を推奨する動きが加速しています。日本に
おいても「持続可能なサプライチェーンの
構築」と銘打った取組みを進める企業は
枚挙に暇がありません。自動車業界では
完成車メーカー、製造業であれば大手電
機メーカーが、SCOPE3であるサプライヤー
に対して脱炭素化を要請するようになるに
つれ、従来の製品の性能や価格に加え
て環境価値がサプライヤー選出のきわめ
て重要な基準となってきました。すなわち、
最終製品メーカーが脱炭素化への取組
みや成果によって需要家や消費者から選
ばれるのと同様に、サプライヤーも脱炭素
化の取組みや成果によって最終製品メー
カーに選ばれるというわけです。環境価値
に対する要請の連鎖はサプライチェーン
を遡り、今やセクターごとに産業社会を
席捲しているのです。
それは需要家や消費者からの要請であ

るだけでなく、投資家や金融機関、現在そ
して将来の従業員からの要請でもあります。
さらには、日本よりも脱炭素に対する規制
が厳しく、すでに炭素税を導入しているEU

諸国が国境炭素調整メカニズムを導入す
れば、サプライチェーン全体を通じて脱炭
素化が十分に行えていない場合には、EU

諸国への輸出に際して炭素調整の関税に
類似する課金がなされ、EU市場における
価格競争力を失う可能性さえあります。つ
まり、サプライチェーンの脱炭素化は、企
業にとって、特にグローバルに展開する企
業にとっては、気候変動リスクへの対応と
いった社会的価値へのレスポンスであるだ
けでなく、事業の成否に直接的な影響を
及ぼすきわめて重大な課題に浮上してきた
のです。

Ⅳ

SCOPE3排出量削減に伴う 
本質的な課題

1. SCOPE3算出のための排出原単位
データベース

本稿の冒頭で、SCOPE 3のGHG排出
量の開示に関する規制化について述べま
した。数百社以上のサプライヤーから原
材料や部品などを調達する企業にとって、
主要サプライヤーだけに絞ったとしても、
SCOPE3排出量のデータを収集すること
は相当に手間のかかる作業となります。し
かしながら、SCOPE3を算出するだけであ
れば、実はサプライヤーからGHGデータ
収集を行わなくても、開示に資する排出
量は概算できます。製品・サービス別にそ
れらの供給に伴う平均的な排出原単位は
データベース化 6されているため、当該サプ
ライヤーから自社が購入している製品の
購入量をインプットすれば、サプライヤー
企業から購入する製品・サービスの排出
量も概算で算定することは可能なのです。

2. SCOPE3排出量開示の本質的な目的
は何か？

現在開発が進んでいる気候変動開
示基準が要請する開示は、一義的には
SCOPE3排出量というスタティックなデー
タです。しかし、開示資料の読者が求め
る情報はそのようなスタティックなデータ
だけではありません。企業やそのサプライ
チェーンに属するサプライヤー企業に対す
る削減の取組み促進と、ネットゼロ達成
という目標に対する進捗ならびに成果と
いった、よりダイナミックな情報です。
これを実行するためには、残念ながら平

均的な排出原単位を用いた概算数値で
は、その目的を達成することはできません。
サプライヤー企業が自社固有の排出原単
位を算定し、顧客である川下企業に報告
することが求められます。すなわち、川下企
業である最終製品の製造販売企業とサプ
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ライヤー企業による密接な協働が不可欠
になってくるのです。このことから、SCOPE3

排出量開示の要請が促す産業界の変化
は、脱炭素化を目的とした原材料や部品
そのものの見直しに始まり、製造工程や
使用電力の再生可能エネルギー化への転
換を含むサプライチェーン全体の再構築
であると言い換えることができます。

Ⅴ

サプライチェーンの脱炭素化
に向けた取組み

1. 実態把握と優先順位づけによる 

プロセスのマニュアル化

自社内外を含むサプライチェーン全体
の再構築が求められているとはいえ、一度
に脱炭素化を試みるのは非常に困難と
言わざるを得ません。まず着手すべきは、
KPMG Insight Vol 54で紹介した「カーボ
ンマネジメントの実践」で説明したように、
自社の現状把握です。なぜならば、脱炭
素化に向けたサプライチェーンの再構築
のプロセスは、自社のGHG排出の実態把
握を行うのと同様のプロセスを、外部の
サプライチェーンにまで拡張していくことに
他ならないからです。大企業の取組みの特
徴としては、まず自社の業務プロセスの脱
炭素化プログラムの始動後に外部のサプ
ライヤーを含むサプライチェーン全体の
GHG排出の現状を把握し、そのうえで設
定した目標達成のためにインパクトの大き
い項目や拠点（国や事業所）を決めるな
ど、取り組む項目や拠点の優先順位を決
めている例が多く見受けられます。優先順
位の高い項目や拠点にリソースを集中さ
せることで、その他の項目や拠点にも汎用
的に展開できる一種のマニュアルを構築
し、脱炭素化プロセスの効率化を図ると
ともに効果を上げるというわけです。さらに、
これらの取組みの進捗を可視化し、そこか
ら得られた経験やノウハウを自社ならびに
外部業者を含むサプライチェーン全体に
共有することで横展開を促し、脱炭素化

を加速的に進捗させるのです。

2. 中小企業サプライヤーの取組みへの
関与

多くのグローバル企業や大企業にとっ
て課題となるのが、排出の8～9割を占め
る外部のサプライヤーにおけるGHG排出
量の削減です。特に、サプライヤー企業が
中小企業であり、上場企業でない場合に
は金融市場からの圧力が少なく、気候変
動リスクや脱炭素化に対する喫緊性の意
識も高くない場合、GHG排出量の削減や
脱炭素化に向けた取組みは遅れがちにな
ります。そのような場合には、SCOPE3開
示の義務を負ったグローバル企業や大企
業が、中小企業を含めた自社製品・サー
ビスのサプライチェーン全体での排出削
減に積極的に関与することになります。以
下に大手企業がどのようにサプライヤーの
脱炭素化の取組みに関与しているか、事
例を挙げます。

（1）  アップル社によるサプライヤー 
脱炭素化支援7

前述したように、アップル社は 2030年
までにサプライチェーンを含めた全生産
過程でカーボンニュートラルを達成すると
いう目標を掲げており、達成に向けて、サ
プライヤーとの密接な協業プログラムを
実施しています。
• サプライヤーによる使用電力の再生可
能エネルギー導入目標の達成を支援す
るために、再生可能エネルギー分野の
エキスパートを招いてサプライヤーに
独自の教育を提供

• アップル自身が10 0％再生可能エネル
ギーへの移行を行った際の経験を資料
としてサプライヤーに共有

• サプライヤーの数が多い中国では、そ
れらのサプライヤーの再生可能エネル
ギー調達を可能にするために「 China 

Clean Energy Fund」を創設し、アップル
社とサプライヤー10社が約 3億ドルを
投資して、1ギガワットの再生可能エネ

ルギーを産出する取組みを開始 8

（2）  日立製作所によるサプライヤー 
脱炭素化支援

サプライチェーンを含む脱炭素化の取
組みが先行している日本企業としては日立
製作所が挙げられます。日立製作所は出
自こそ日本企業であるものの、今や海外売
上比率は52％ （2022年 3月度）9、経営陣
の顔ぶれを見ても、国籍が日本以外の取
締役や執行役員も複数います。また、日
本人であっても海外での業務経験が豊富
な人材が多く、気候変動リスクを含むサ
ステナビリティ全般の課題やグローバル
の動きに対する感度も、平均的な日本企
業に比して高いと見受けられます。
日立製作所は、2021年 9月13日、GHG

排出量を2050年度までに調達先を含む
サプライチェーン全体でカーボンニュート
ラルにすると発表しました10。自社グルー
プの脱炭素化に積極的に取り組む姿勢
を見せていますが、同社のSCOPE1ならび
にSCOPE2のGHG排出量はサプライチェー
ン全体の4.6％に過ぎません。GHG排出
量の約11.4％がサプライヤーによるもの、
約84.0％が製品を使う客先によるものと
なっていることから11、SCOPE3の上流であ
る素材や部材などを製造する調達先とも
積極的に関与しながら排出削減に取り組
む必要があります。現時点で公表されてい
る日立グループのサプライチェーン脱炭
素化に関する取組みは、以下の通りです。

• 2021年7月に日立グループのサステナブ
ル調達ガイドライン（グリーン調達ガイ
ドラインを含む）を改定し、公開12。グ
ローバルの調達サプライヤー約30,000

社に配布
• 日立グループの調達パートナー約

30,000社から、対象取引額の7割を占
める8 0 0社を選定13し、各社と共同で
削減計画の策定に取り組む

• 目標達成に向けて調達パートナー企
業と協力して、パートナー企業における
カーボンマネジメントプロセスの確立
や省エネルギー機器の導入を含む脱炭
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素化の施策立案・実践においても支援
に取り組む

（3）  スターバックス社によるサプライ
ヤー脱炭素化支援

米スターバックス社は、2 0 3 0年まで
にサプライチェーンを含めてGHG排出量
を50％削減するという目標を掲げていま 

す 14。GHGについては、輸送以前の最大
の発生源である農地と土地利用の変革
に焦点をあてた生産者との協業に取り組
んでいます。以下に取組みの事例を紹介
します。
• スターバックス社の生産者支援を行う
ファーマーサポートセンターを通じて、
モバイルアプリで土壌の状態を生産者
と共有。生産性を高めるために、どの
ような栄養素と肥料が必要なのかを調
べ、生産者をサポートしている。これま
でに収集した11,500以上の土壌と葉の
サンプルデータを分析することによっ
て、各農園に合わせた解決策の提案が
可能になる。生産者は必要な分だけの
農薬を使用することで、農場でのCO2

排出量を減らすことが可能になり、同
時に作物の生産性も高めることができ
る

• 種子や苗に関する調査結果を世界中の
生産者と共有。気候変動に抵抗力のあ
る品種は、さび病にも耐性があり、同
じ土地面積でより多くのコーヒーを栽
培することが可能となる。それにより
全体的なCO2排出量を減らすことに役
立つ

• 国際環境NGOのコンサベーション・イ
ンターナショナル1 5とパートナーシッ
プを組み、コーヒー生産国における森
林と景観の保全と復元プログラムに投
資。アグロフォレストリー （混農林業、
森林農業）による炭素の吸収に取組む　

食品生産におけるサプライチェーンの脱
炭素化は1企業では解決できないことが多
く、生産者にとって真により良い未来に向
かうためには、業界全体の協力体制が必

要になることが多くなります。「スターバッ
クスが掲げる、コーヒーに関する環境目 

標」16によれば、スターバックスはコンサ
ベーション・インターナショナルなどの環
境団体からの協力と助言によって、カーボ
ンニュートラルなグリーンコーヒーを実現
するためのロードマップと測定法を業界
全体に共有する、としています。
これらの事例から、気候変動リスクへの

対応としてのSCOPE3排出量の開示の真
の目的が、単にサプライチェーンや自社
の顧客や消費者が自社製品を使用する
ことで排出されるGHG排出量をスタティッ
クな数字として開示することではないこと
は明らかです。真に求められているのは、
大企業、グローバル企業として、気候変動
リスクへの対応としての脱炭素化を、自社
の範疇を超えて自社のサプライチェーン
を含めて牽引することです。言い換えれば、
SCOPE3排出量の開示要請は、企業に対
して社会課題としての脱炭素化というテー
マへの具体的な解決に資する行動を促
進する仕掛けとも言えるでしょう。

Ⅵ

SCOPE3排出量の開示要請
によって促されるセクター 
ベースでの脱炭素化

前述の事例で紹介したグローバル企業
によるサプライヤー企業の脱炭素化支援
をまとめてみましょう。
1.  中小企業や非上場企業の多いサプライ
ヤー企業に対して、気候変動リスクへ
の対応の必要性や脱炭素化の喫緊性、
その方法論等についての情報や知識を
共有する

2.  具体的な脱炭素化戦略の策定を支援
する

3.  脱炭素化に資するツール（GHG排出量
の計測、記録、管理等）に関する情報
提供や、資金支援を行う

4.  使用電力の再生可能エネルギー化を促
進するために、グローバル企業や大企
業がファンドや主要なサプライヤーと

コンソーシウムを組成し、再生可能エ
ネルギー発電所の開発を行う

5.  セクター特有のプロセスについては、
脱炭素化に資するデータ収集や分析、
対応策等をセクターベースで集積し、
共有するためのリーダーシップをとる

今後、産業界における脱炭素化をさらに
加速し、効率的かつ効果的に目標を達成
していくためには、類似するプロセスにおけ
る脱炭素化のための施策やツールをセク
ター内で可能な限り広く共有することが
理想的です。SCOPE3排出量の開示要請
は、この動きを促す引き金となると考えら
れます。
前述したように、昨年11月のCOP26が

持つ重要な意味合いの1つとして、「GHG

削減に関する2030年に向けたセクター
ベース・アプローチの設定」が挙げられま
す。個社別のGHG削減努力とその成果の
開示に留まらず、セクターごとの2030年目
標の設定と、その実現のための取組みの
強化が必須となってきます。サプライチェー
ンを含めたGHG排出量の把握と削減へ
の取組みは、国連の目標と方向性を同じ
くするものであり、ISSBによるSCOPE3排
出量開示の要請は、企業によるこの動き
を促進する重要な要素となるでしょう。
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1  ISSB基準は正確には、「 IFRSサステナ
ビリティ開示基準」と呼称される予定
です。

2  高橋洋行「中小企業にも及ぶ脱炭素
の波　企業の脱炭素の成否を握る
スコープ１、２、３とは」2 0 21年12月8

日、EnergyShift、https://energy-shift.

com/news/f793ede4-9736-40cc-a7f7-

57757b1e700d?msclkid=1f739bc4c44a

11ec9c3db66cb8579780
3  NDC＝Nationally Determined 

Commitment、国が決定するコミットメ
ント

4  https://www.nikkei.com/article/

DGXMZO61808270S0A720C 

2000000/
5  https://www.nikkei.com/article/

DGXZQOGN2656C0W1A021C 

2000000/
6  https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ 

supply_chain/gvc/estimate_tool.html
7  https://www.sustainablebrands.jp/ 

article/story/detail/1203400_1534.html
8  https://www.apple.com/newsroom/ 

2018/07/apple-launches-new-clean- 

energy-fund-in-china/
9  https://www.hitachi.co.jp/IR/financial/ 

market/index.html
10  https://project.nikkeibp.co.jp/ESG/atcl/

column/00005/100700124/
11  https://www.hitachi.co.jp/ 

sustainability/download/pdf/ja_ 

sustainability2021.pdf
12  https://www.hitachi.co.jp/ 

procurement/csr/index.html
13  https://dempa-digital.com/article/ 

228962
14  https://stories.starbucks.co.jp/ja/press/ 

2021/coffee-specific-environmental- 

goals/
15  https://www.conservation.org/japan
16  https://stories.starbucks.co.jp/ja/press/ 

2021/coffee-specific-environmental- 

goals/
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POINT 1

全社DXにおける障壁
全社DXにおける戦略・組織／人材・テ
クノロジーに係る大きな方向性やフレー
ムワークがいくら合理的で優れたもの
であっても、組織階層や部門間の関係
性が複雑化すればするほど、実際の推
進にあたっては、さまざまな障壁が立ち
はだかる。

POINT 2

DXガバナンスの重要性
全社DXを進めるうえで最も重要なポ
イントの1つとなるのは、ポリシーやルー
ルを明確に定義し、定常的に状況を
モニタリングしていく「DXガバナンス」で
ある。

POINT 3

DXガバナンス確立のための5つの
要素
DXガバナンスを確立するには「情報」 
「プロセス」「モノ（施策）」「カネ（予算 

／原資）」「ヒト（組織）」の5つの要素に
おいて、ポリシーやルールを定義するこ
とである。

全社DXの価値実現に 
必要なイニシアチブ
–  全社DX推進の推進事例と成功の
ポイント –

KPMGコンサルティング 

コーポレートトランスフォーメーションストラテジー 

塩野 拓／パートナー　

020年以降、世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症 
（以下、「COVID-19」という）により、私たちの生活やビジネス社会にさ

まざまな変化がありました。しかし、危機のさなかにある今だからこそ、企業には
全社一丸でのスピーディーかつ抜本的なデジタルトランスフォーメーション （以
下、「DX」という）が求められ、実際、多くの企業がデジタル技術を活用したさ
まざまな取組みを模索しています。
しかしながら、全社DXにおける戦略・組織／人材・テクノロジーに係る大きな
方向性やフレームワークがいくら合理的で優れたものであっても、組織階層や
部門間の関係性が複雑化すればするほど、実際の推進にあたってはさまざまな
障壁が立ちはだかります。経営層、管理職層、一般社員層のすべてのステーク
ホルダーが、「DXそのものの概念」 や 「DXの必要性」 に納得感を持ったうえで
協業的かつ継続的に全社DXを推進するためには、ポリシーやルールを明確
に定義し、定常的に状況をモニタリングしていく 「DXガバナンス」を確立する
ことが肝要です。DXガバナンスの確立に向けて、「情報」「プロセス」「モノ （施
策）」「カネ （予算／原資）」「ヒト （組織）」の5つの要素において、ポリシーやルー
ルを定義することがきわめて効果的で効率的であると考えます。
本稿では、DXで全社推進を実行する際に必要となる、DXガバナンスを確立
する重要な5つの要素と、各要素を進める際のポイントについて事例を交えて
解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらか
じめお断りいたします。

2

塩野 拓
Taku Shiono
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DXガバナンスを実現する 
「情報」の一元化・モニタ 
リング・発信

ある総合商社は、「全社でDXを推進して
いましたが、各事業部門で推進されている
デジタルプロジェクトの進展や効果、投下
されているコストなどあらゆる情報が見え
ておらず、DXがうまくいっているのかもわ
からない」という課題を抱えていました。そ
の不透明性により、DX推進チームからは、
「全社的に �DX疲れ�が発生しているのでは
ないか」という発言さえもありました。この
ような状況下での課題の解決には、各事
業部門が推進予定のデジタルプロジェク
トをまず起案し、DX推進チームがその内
容を精査し、情報を一元管理しつつ、モニ
タリング （プログラムマネジメント）を行い、
場合によっては社内への情報発信をしてい
くというルールを制定することが推奨され

ます（図表1参照）。
当該ルールの運用化については、各
事業部門とD X専門組織（ K P M Gでは
D X専門組織のことをD X M O、D i g i t a l 

Transformation Management Officeと呼
ぶ。以下、「DXMO」という）とのパワーバラ
ンスにより成否が分かれます。各事業部門
の発言力・決定権がより強い企業において
は、DXMOではあくまでデジタルプロジェ
クトの収集・モニタリングのみ行う「ソフト
ガバナンスの施行」にとどめることが重要
です。各事業部門の方向性を軌道修正する
ところには踏み込まず、助言やアドバイスの
みを行います。
その反対に、DXMOの発言力・決定権
がより強く、DX推進をトップダウンで行え
る企業においては、起案されたデジタルプ
ロジェクトに対し、Go／No Goを決定する
「ハードガバナンスの施行」が可能となりま
す。また、モニタリングを行ううえで、非効
率・低効果な推進の状況が検知・評価され

た場合は、プロジェクトの方向性の軌道修
正を勧告、指示していきます。
いずれにせよ、情報を一元化し、「どこ
で、どのようなデジタルプロジェクトが推進
されており、効果や投下コストはいかほど
か」について可視化し、透明性の向上を図
ることが、DXガバナンス確立の第一歩とな
ります。なお、DXMOがDX推進においてモ
ニタリングすべき項目は、デジタルプロジェ
クトの推進フェーズにより、「A. 共通（常に
管理すべき項目）」「B. 案件起案（Qualify）」
「C. 案件実施／導入中（Management）」「D. 

導入完了／モニタリング（Evaluation）」の4

種で構成します（図表2参照）。これらの情
報を、フェーズ別に収集・分析し、自社に
とってDXが効果的で実効性があるのかに
ついて迅速かつ継続的に評価し、全社DX

の成功へと軌道修正しつつ、旗振り役とし
てサポートすることもDXMOの重要な責務
といえます。

起
案

経営層

全従業員

各プロジェクト
（事業本部／管理本部etc）

各プロジェクト（事業本部／管理本部etc）

DXMO: デジタル専門組織（事務局） DXMO: デジタル専門組織 DXMO: デジタル専門組織

出典：KPMG 作成

起案、または情報収集 情報マネジメント（モニタリング）

プログラム
情報

デジタル
戦略

プログラム
マネジメント

情報発信

経営層への
デジタル戦略進捗／

KPI報告

  各プロジェクトへの
情報発信

（プログラム情報）

全従業員への
デジタル推進状況／

展望／ナレッジの発信

場合により、デジタル専門組織の
事務局が各プロジェクトの情報を
足を運んで（進捗会議に参加し）

情報を収集し、集約

プログラムレベルの意思決定や、
KPI状況、新規案件状況に応じた

柔軟な対応を実施

デジタル施策のプログラム
マネジメント、 KPI管理、新規案件
によるデジタル戦略の更新を中心

としたマネジメント

自分事のためのデジタル
にするために積極的に情報を発信

図表1 DX 推進要素 「Ⅰ. 情報」のあるべき姿

個別施策
進捗状況 コスト状況 各プロジェクト

情報

KPI状況 ／
ROI状況

新規デジタル
案件情報

新規案件（施策）情報

問合せ

ナレッジ

リスク状況課題状況
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出典：KPMG作成

図表2 DX推進要素 「Ⅰ. 情報」のフェーズ別の管理データ項目例

赤色：必須 緑色：自動 黒色：任意 ★：DX 専門組織がサポート

フェーズ

B. 案件起案（Qualify）

A. 共通

C. 案件実施／導入中（Management） D. 導入完了／モニタリング（Evaluation）
1. 事業戦略に対する効果
2. 効果額実績
3. 投資額実績
4. 運用体制
5. 他業務・事業部への展開可否★
6. 人財のワークシフト状況★
7. 導入後モニタリングコメント

1. 導入ステータス
2. スケジュール遅延
3. RFI 提出予定日／実績日
4. RFP 提出予定日／実績日
5. コンペ実施予定日／実績日
6. 採用ベンダー名
7. ベンダー契約予定日／実績日
8. 導入サービス名
9. サービスライセンス取得予定日／実績日
10. IT 機器調達予定日／実績日
11. 要件定義完了予定日／実績日
12. 設計／開発完了予定日／実績日
13. テスト完了予定日／実績日
14. 移行・導入予定日／実績日
15. カットオーバー予定日／実績日
16. 進捗状況
17. 社内セキュリティポリシへの抵触有無／回避方法★
18. 内部統制抵触有無／回避方法★

1. 起案の背景や課題
2. 紐づく事業戦略
3. 解決案
4. 導入が想定されるデジタル技術
5. 想定されるベンダー
6. 想定される効果範囲
7. 効果見込額／根拠
8. 創出時間とワークシフト先
9. 予算額
10. 他部署導入実績★
11. テスト環境準備★
12. IT 機器調達要否
13. NW 構成変更要否
14. 予算種別
15. 社内体制・役割
16. DX 組織の関与希望★
17. 社内セキュリティポリシへの抵触可能性★
18. 内部統制抵触可能性★
19. 案件実施予定期間
20. 起案部門決裁日
21. DX 案件審査会申請日／承認日

6. 起案日
7. 案件種別
8. 案件フェーズ
9. 起案の目的★
10. DX 区分

1. 案件管理番号
2. 案件名
3. 関連案件管理番号★
4. 起案部門
5. 起案担当者

出典：KPMG作成

デジタル施策の案件化デジタル施策
ライフサイクル

各事業
部門

（導入部門）

DX
専門組織

IT部門

案件情報
最新化

概要相談
協議

デジタル対象
可否判断

デジタル
専門組織共有

デジタル戦略へ
の影響確認

デジタル候補
案件検知

案件詳細化
（ROI含む）案件起案 案件起案

案件起案
詳細化支援

事前協議

案件承認

体制検討へ

案件承認

案件起案
指示
案件情報
最新化

全社デジタル
施策確定

DX
専門組織
会議

デジタル
戦略
ステコミ

外部業者

案件起案・承認 （全社デジタル施策） 案件起案・承認・予算化 （追加デジタル施策）

図表3 DX推進要素 「Ⅱ. プロセス」のあるべき姿（デジタル案件起案・承認・予算化のサンプル）

プ
ロ
セ
ス
概
要
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DXガバナンスを実現する 
「プロセス」の標準化

ある事務機器メーカーは、デジタルプロ
ジェクトの情報収集や一元化の必要性を
理解し、それを目指して取組みを進めてい
ました。しかし、「各事業部門が自由にDX

の取組みを進めており、DXMOが把握しき
れないシステム利用 （シャドーIT）の存在
や、二重投資の発生に歯止めが効かない」
という課題を抱えていました。全社DX戦略
に整合しないシステムが増殖し、再利用・
横展開が可能なノウハウが活用されないと
いった非効率性に悩まれていたのです。
このような状況の解決には、デジタルプ
ロジェクト推進に係るマネジメントプロセ
スを定義することが推奨されます。「デジタ
ル案件起案・承認」→「DX予算化」→「デジ
タル施策推進体制検討・構築」→「概念実
証（PoC）実施」→「本格展開」→「運用保守」
といったマネジメントプロセスのフローを
策定・描画します（図表3参照）。DX推進の

各ステージにおいて、各事業部門、DXMO、
IT部門が行うべきアクティビティ、連携先
部門、連携すべき情報を標準化し、このプ
ロセスを順守・徹底するようルール化・全
社教育・定着化を促すことで、シャドーITや
二重投資の発生を未然に防ぐことができる
でしょう。また、役割が混同しがちな、IT部
門とDXMOとの担当範囲も明確になり、正
しく最適なDXの推進に寄与するDXガバナ
ンスがさらに強化されます。

Ⅲ

DXガバナンスを実現する 
「モノ（施策）」の優先度評価
と計画策定

ある化学品製造業の企業は、事業部か
らさまざまなデジタルプロジェクトの収集・
一覧化ができたものの、投下可能なDX予
算の中で、「どのデジタルプロジェクトから
開始・推進させるべきか、デジタル施策の
優先度評価ができず、どのように計画化
すればよいのかわからない」という課題を

抱えていました。このような状況の解決に
は、デジタルプロジェクトにおける 「モノ（施
策）」の優先度決定の基準項目を定義する
ことが推奨されます（図表4参照）。
Ⅰ節、Ⅱ節で述べたように、企業内のデ
ジタルプロジェクトを規定のプロセスに則
り一元化する際、「事業部門からの起案」と
いうゲートを設けます。その際、以下のよう
な評価基準の情報も併せて事業部から提
示するルールとするのです。
1. 法規制対応／業界規制対応か否か
2. 重要戦略（特命）案件対応か否か
3. 対外的期限付き案件か否か
4. グループ内規制対応か否か
5. セキュリティリスク回避対応か否か
6. 狙いは収益増加か、費用削減か
7. 狙いは顧客満足度向上化か
8.  狙いはシステムユーザー満足度の向 

上か
9. 投資対効果（ROI）はどれほどか
10. 新規性・先端性はあるか
11. 全社戦略との整合性はとれているか

デジタル投資評価手法 ➡「デジタル投資優先度評価基準」の定義
1. 法規制対応／業界規制対応
2. 重要戦略（特命）案件対応
3. 対外的期限付き案件
4. グループ内規制対応
5. セキュリティリスク回避対応
6. 収益増加・費用削減

  7. 顧客満足度の向上
  8. システムユーザ満足度の向上
  9. 投資対効果(ROI/ROIC)
10. 新規性・先端性
11. 全社戦略との整合性

出典：KPMG作成

効果試算 効果の評価

効果の評価

ポートフォリオ
管理

効果ロジックの 
確認

起案優先度の
決定

事業部門
（起案部門）

デジタル専門組織
（IT部門と連携）

A社のデジタル投資優先度評価基準

収益拡大、コスト削減、顧客満足度、法規制対応等、多様な効果を総合的に
スコアリングする仕組みを検討・導入・定着化を図る。

起案されたデジタル投資内容に即した効果指標を選び、その効果を
試算する
 • 投資内容に応じて複数指標の選択を柔軟に行う
 • 事業方針に資する効果指標を選んだデジタル投資のスコアが高く

なる（効果が小さい／未提示は優先度が下がる）
 • 収益直結以外の効果指標を選べることで試算効率が改善する

デジタル投資後（リリース後）は選択指標で実績を報告する

図表4 DX 推進要素 「Ⅲ. モノ（施策）」の優先度決定基準項目例

起案部門の選択指標や記載数値の妥当性を確認する（デジタル専門組織
主導）

スコアリングを行い、相対優先度を決定する（著しく低効果な企画は再検
討を要請）

リリース後は選択指標で実績値を集計する（デジタル専門組織主導）

指標に基づいてデジタル投資案件全体の投資ポートフォリオを管理する
（デジタル専門組織主導）
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この内容を基に、DXMOが分析・評価を
行います。企業により、重要視したい基準
項目は異なるため、それぞれ比重係数を
考慮・決定したうえでスコアリングを行い、
「自社にとってより優先的に計画・推進すべ
きデジタルプロジェクト」を定量的なアプ
ローチで並べ替え、優先度を決定します。
ただし、このような案件特性のみでデジタ
ルプロジェクトの優先度を決定し、計画化
するだけでは、まだ全社DXを効率的に進
められるか否か判断できず、その成功には
リスクが潜むこととなります。
それは、デジタルプロジェクトには「先行
順序制約」という概念が存在するからで
す。デジタル施策の適用効果を最大化する
ためには、先行して実施すべき施策を特定
し、実施順序を特定することが重要なの
です。たとえば、「A. 顧客体験（CX）の向上
を目指した顧客視点のデジタルサービス開
発」と「B. マーケティング部門・営業部門・
カスタマーサポート部門の保有する顧客
情報の一元化データベースの構築」という
2つの施策が立案された際、まずB施策を
行い、顧客情報を組織横断的に一元化し
た後に、そのデータを最大活用し、A施策
である顧客視点のデジタルサービス開発を

推進したほうが、より効果の高い成果が得
られることは明らかです。
あるグローバル製造業企業で実施した
デジタルプロジェクトの先行順序制約を検
討した事例では、11件のデジタル施策が立
案され、それらに対し、先行順序の制約を
考慮したうえで計画化を行いました。特に
論点となったのは、最初にDXMOの機能を
定義することで全社DX推進の足場を固め
ることが後続施策の成功率を上げるだろ
うという点でした。具体的には、デジタル施
策を推進する前にDXMOの機能を定義し、
その役割を担うメンバーがデジタル戦略を
策定、そのデジタル戦略にKPI（重要業績
評価指標）を設定していくということです。
このように、先行して着手すべきデジタ
ルプロジェクトの順列、つまり先行順序制
約と、先述した案件特性の評価の2つの観
点を掛け合わせて、デジタルプロジェクト
における 「モノ （施策）」の優先度決定を行
うことが、全社DX推進を効率的・効果的に
計画化・実行するうえできわめて肝要なの 

です。

Ⅳ

DXガバナンスを実現する 
「カネ（予算／原資）」の可視化
と運営

ある住宅総合メーカーは、社内で推進さ
れている、大小含め年間500件を超えるさ
まざまなIT／デジタル投資に関して、「これ
までIT部門が行ってきたIT投資と、DXを目
的としたデジタル投資の区別ができていな
い」「DXを目的としたデジタル投資の効果
がわからない（そのため、経済合理性の観
点でDXが成功しているかどうかが見えな
い）」といった課題を抱えていました。
前者の課題については、1つの案として、

「これまでIT部門が行ってきたIT投資」と
「DXを目的としたデジタル投資」をテクノ
ロジースタックの表現で明確に分類・定義
し、各種IT／デジタル投資プロジェクトコ
ストを個別管理・モニタリングすることを
推奨します（図表5参照）。
➣ これまでIT部門が行ってきたIT投資
 企業活動の根幹を支える「守りの投資」
として、以下に係る費用を設備投資コ
スト、運用コストと定義し、主にIT部門
が管理・モニタリングを行います。

出典：KPMG作成

テクノロジーの構成要素 DXとITの取扱い区別

投資額
20億円／年

投資額
80億円／年

総投資額 
100億円／年

DX投資

アプリ

切り分けて保護

玉石混合では、
小規模なDXが
劣後する懸念

最先端技術
（AI,IoT,AR/ VR等）

未導入の既知技術 
（EDI,EC等）

（新）基幹システム
コミュニケーション

ツール

（現行）基幹システム
（現行）サブシステム

Office
端末／OS／

ネットワーク

システム
セキュリティ

リスク・
コンプライアンス

セキュリティ

ミドルウェア
／インフラ

企業の競争優位性
を生み出す

「攻めの投資（≒DX ）」
⇒デジタライゼーション

IT投資

企業活動の根幹
を成す

「守りの投資（≒IT ）」
⇒デジタライゼーション

DXの位置づけ

目的

取組み

図表5 DX 推進要素 「Ⅳ. カネ（予算／原資）」のあるべき姿

新しいビジネスモデル・ビ
ジネスプロセスを創る・再
定義すること

業務機能、データの扱いを自
動化・自律化し、ヒトの能力
限界を超えた効果を得るこ
とを主眼に置く

最先端の技術を用いて、競争
優位性を生み出す取組み

貴社にて未導入（経験・知見
のない）技術を扱い競争優位
性を生み出す取組み
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ation• 現行の基幹システムやサブシステム、
各種ソフトウェアおよびアプリケー
ション

• オンプレミスサーバー、PC端末
• OS、OAソフトウェア（Microsoft Office

など）
• ネットワーク、セキュリティ

➣ DXを目的としたデジタル投資
 企業の競争優位性を生み出す「攻め 

の投資」として、以下に係る費用を設
備投資コスト、運用コストと定義し、主
にDXMOが管理・モニタリングを行い 

ます。
• 先端技術：AI（人工知能）、RPA（ロボ
ティック・プロセス・オートメーション）、
VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR

（複合現実）、IoT（モノのインターネッ
ト）、ドローン、ブロックチェーン、5G／
6Gなど

• 現存しているが、自社として未導入の 

技術

上記のような分類でIT投資プロジェクト

をタグ付けし、明確に取組み・活動を切り
分けたうえで、コストの観点も含めてIT部門
とDXMOの管理責任の分界点をはっきりさ
せることが重要なのです。

Ⅴ

DXガバナンスを実現する 
「ヒト（組織）」のスキームと、
啓蒙を狙ったチェンジマネジ
メント

ある一般消費財メーカーは、「全社DXを
進めるうえで、どのような組織体（スキー
ム）であれば、効果的にデジタル活用の必
要性を把握したうえで効果的にデジタル
プロジェクトを推進できるか」という課題
を抱えていました。DXは、経営層・管理職
層・一般社員層までを巻き込んだ活動とな
るため、企業規模が大きくなればなるほど
（たとえば、本社売上高5,0 0 0億円～数兆
円規模、ないしコングロマリット経営企業・
カンパニー制企業など）、推進の難易度は
高くなっていきます。DXに係る戦略や整理
学のフレームワークがいくら優れていても、

最終的には「ヒト（組織）」がその気になら
なければ、成功に近づくことはできないで
しょう。残念ながら、社内政治や組織間の
パワーバランスへの考慮・根回しが物事を
進める際の重要事案となってしまう日本企
業、つまりは組織間のサイロ化が色濃い企
業風土の状況下においては、なおさらその
傾向が強く見受けられます。
そのような大企業におけるDX推進は、
各事業部にTL（チームリード）を配置し、DX

の推進・管理の組織の粒度を分解したうえ
で、権限委譲を行う「2階建てのDX組織ス
キーム」が有力なアプローチとなります（図
表6参照）。

TLは原則、その事業部門から擁立する
ようにします。それは、自部門の業務を深
く理解していることが前提となるからで
す。次に、事業部門内で行われている複
数のDX施策ごとに、さらにPO（プロジェ
クトオーナー）を擁立し、DX施策推進の権
限委譲を行います。ただし、POはTLへDX

施策推進の進展状況や成果などの情報
を、「DX部門内会議」の場で定期的に報告
するルールを設定します。各TLが集めた担

出典：KPMG作成

DXステアリングコミッティ
（議長：CEO、出席者：DX専門組織（DXMO）責任者、関係役員） XXX

DX推進委員会

DX戦略・成果の報告

DX部門内会議

事業本部A-DX PMOTL

PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO

事業本部A-DX PMOTL 事業本部A-DX PMOTL 事業本部A-DX PMOTL

DX戦略・成果の報告

DX部門内会議

DX戦略・成果の報告

DX部門内会議

DX戦略・成果の報告

権限委譲 成果の
報告

権限委譲 成果の
報告

権限委譲 成果の
報告

権限委譲

事業部
DX施策①

事業部
DX施策②

事業部
DX施策③

事業部
DX施策①

事業部
DX施策②

事業部
DX施策③

事業部
DX施策①

事業部
DX施策②

事業部
DX施策③

事業部
DX施策①

事業部
DX施策②

事業部
DX施策③

成果の
報告

DX部門内会議

DX専門組織
（DXMO）

共通で必要な
コーポ要件の確認、
システム構築など

本社機能
部門
メンバー

事業部
IT部門

本社DX専門組織が事業部門ごとのDX情報の
把握とモニタリング、ステコミへのレポーティング

・・・会議体

図表6 DX 推進要素 「Ⅴ. ヒト（組織）」の「2 階建て」DX 組織スキームイメージ

• 各事業本部 PMO・DX施策 
進捗モニタリングと評価

• 権限委譲（予算配分）

• 支援・アドバイス
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当部門の各種DX施策の進展状況や成果
は、TLがDXMOに対し 「DX推進委員会」の
場で報告し、課題やリスクなどを協議し、
解決や回避に向けた戦略を練っていきま
す。 「DX推進委員会」で決議されたさまざま
な実績 （進展状況・成果）や課題解決方針 

は、最高経営責任者（CEO）や関係役員で
構成された、さらに上位の「DXステアリン
グコミッティ」の場にて報告・共有される
ルールとします。重要なことは、この情報
連携のPDCAサイクルを高速で回していくこ
とです。
このように、たとえ規模の大きな企業に
おいても、階層型・権限委譲型の組織ス
キームとマネジメント方針を運用・定着化
させることで、透明性が高く、迅速 （アジャ
イル）なDX推進が可能になります。なお、
図表6の下段に示すように、部門・事業部門
間においても、事業部門メンバー・事業部
IT部門同士で横断的な情報連携をするこ
とで、二重投資やナレッジの活用不足を防
ぐこともできます。
全社的に 「ヒト （組織）」を巻き込みな 

がら、さらに効果的にDX推進を進めていく
ためには、組織スキームの構築に加え、も
う1つ重要な要素があります。それは、DXの

必要性や具体的なイメージを把握したうえ
で、全社員参加型のきっかけとなるモメン
タムの醸成です。これを実現するには、効
果的・継続的なDX啓蒙活動が必要になり
ます。そのDX啓蒙活動には5つのフェーズ
があると我々は考えています（図表7参照）。
1.  明確化フェーズ：社員が 「DX」という単
語を認知している状態

2.  周知化フェーズ：社員が 「DXがどのよう
な活動か、どんな効果があるか」を理解
し、興味や関心を持っている状態

3.  具体化フェーズ：社員が 「DX推進」を具
体的に検討し、開始する状態

4.  実現化フェーズ：社員がDX推進におけ
る効果を実感できている状態

5.  定着化フェーズ：社員がDXの成功体験
を享受し、組織内での経験の共有が定
着化されている状態

DXMOには、この5つのフェーズを少しで
も前へ進めるべく、社内の啓蒙活動を粘り
強く、継続的に進めることが求められます。
具体的な啓蒙活動例を以下に示します。
• 社内報やイントラネットなどの媒体で、

DXに係る社内外の事例や、ニュースを
定期的に発信する

• デジタルソリューション （ AIやRPAな
ど）のデモ動画を社内のエレベーター
内、エントランスやオフィス内のモニ
ター、デジタルサイネージで繰り返し再
生する。または、ポスターを社内に広く
配布し、オフィススペースや食堂、フリー
スペースなどに貼り、社員の目にとまる
よう工夫する

• デジタルソリューションのケイパビリ
ティー （デジタル技術の業務への活用
事例リスト、デジタルソリューションカ
タログ）を自社のさまざまな部門向け
に30分程度のキャラバン（説明会）を実
施し解説する

• AIやRPAなどのデジタルハッカソン（ハ
ンズオン型のソフトウェア開発体験）を
開催、運営する

• 1～2時間×複数回の社内ワークショッ
プ（勉強会）を開催し、グループディス
カッションなどでデジタルソリューショ
ンの業務への適用イメージの理解やア
イデア創出、プレゼンなどを実施する

このような活動を通じ、社員のDXやデ
ジタルソリューションの活用方法と、理解
の浸透を地道に続けていくことがきわめて

出典：KPMG作成

明確化フェーズ 周知化フェーズ 具体化フェーズ 実現化フェーズ

「DX」という
単語の認知

DXに
興味・関心を持つ

DX推進を
検討する

DX推進
効果の実感

DXの「推進体験」
「効果」の共有

DXって何？ DXって具体的にどんな
効果で、何ができるの？

DXを進めてみたい！
誰に相談すればいいの？

DXいいね！
やってみないと
わからないこと
もあるね。次は
もっと上手くや
れる！

自分も導入に
携わり、利用し
ているけど、
他にもDXの事
例があれば、
もっと案件を
出せる！

「DX」という
単語を認知する
きっかけづくり

「DX」にできること、
その効果を知ってもらう

ためのコンテンツ提供

DX推進の問い合わせ
窓口・ 体制の設置、

利用者側の DXリテラシー
向上・育成

DX推進の仕組みおよび
役割の最適化

体験者の成功体験を
共有する仕組みの提供

定着化フェーズ

利用側の
状態・行為

DX専門
組織に

求められる
こと

図表7 DX啓蒙活動の5つのフェーズ

DX戦略の意義・目的、変革
のスケールなどを明確に
し、期待される効果につい
て、リーダー陣と提携する

DXにおける目指すべき姿・
ビジョン・ケースなどを言
語化、主要なステークホル
ダーに対して説明し、理解
を促す

DXを実現するための具体
的な変革計画を策定し、方
針・施策・アプローチなど
を検討する

DX実現に向けてスモールス
タートを図り、アジャイル
なアプローチを繰り返すこ
とで最適化・高度化を促す

成功体験を組織内で共有
し、さらなるDXの効果を
刈り取っていく。一過性で
終わらぬようモニタリング
を継続する
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ation重要と考えます。

Ⅵ

さいごに

本稿では、DXガバナンスを確立する重
要な5つの要素（「情報」「プロセス」「モノ
（施策）」「カネ（予算／原資）」「ヒト（組織）」）
について、実際の事例を紹介しながら、解
決の方向性を解説しました。全社DXを推
進していくには、全社員の「DXの意義やデ
ジタルソリューションの業務適用価値の理
解」の浸透を目指した啓蒙活動をいかに
DXMOが仕掛けていくかにかかっていま
す。そのうえでルールやポリシー、コミュニ
ケーションや組織スキームを固めていき、
そのフレームの標準化・定着化を目指すこ
とで、DXガバナンスがより強固となります。
そうして初めて継続的なDXの推進と、確
実な果実の刈り取りへ到達できると考え 

ます。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社
塩野拓／パートナー

 taku.shiono@jp.kpmg.com

関連情報

関連書籍のご紹介

　　　　　　　　　　 『DXMOデジタル化を 

 推進する専門組織』

ウェブサイトでは、関連情報を紹介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/
advisory/management-consulting/
strategy-operation/digital-transformation/
dx-management-office.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/advisory/management-consulting/strategy-operation/digital-transformation/dx-management-office.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/advisory/management-consulting/strategy-operation/digital-transformation/dx-management-office.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/advisory/management-consulting/strategy-operation/digital-transformation/dx-management-office.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/advisory/management-consulting/strategy-operation/digital-transformation/dx-management-office.html
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会計・監査会計・監査／税務Digest

会計・監査情報  （2022.4 - 5）

有限責任 あずさ監査法人

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準（国際会計基準審議会（以下「IASB審議
会」）の動向を含む）、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての
概要を記載したものです。

H i g h l i g h t
主な留意すべき公表

2022年4月号

I

ISSB審議会、公開草案「サステナビリティ関連財務情報の開
示に関する全般的な要求事項（IFRS S1）」及び「気候関連開示
（IFRS S2）」を公表 
IFRS S1はサステナビリティに関連する重要なリスクと機会に関
する情報の開示、IFRS S2は気候関連のリスクと機会が企業価
値に与える影響を投資家が評価できるようにするための情報開
示を企業に求めることを提案しています。いずれもTCFD提言と整
合するものです。

2022年5月号

今月のご報告事項はありません。

会計・監査ダイジェスト
最新号はこちらからご覧に
なれます。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2021/01/accounting-
digest.html
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2022年4月号 

 日本基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

国際基準
 Information

【公開草案】

1  

ISSB審議会、公開草案「サステナビリティ関連財務情報の開
示に関する全般的な要求事項（IFRS S1）」及び「気候関連開示
（IFRS S2）」を公表

国際サステナビリティ基準審議会（以下「ISSB審議会」）は2022年3

月31日、公開草案「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する
全般的な要求事項（IFRS S1）」及び「気候関連開示（IFRS S2）」を公
表しました。

● IFRS S1は、一般目的財務報告の主要な利用者が企業価値を評
価し、企業に資源を提供するか否かを決定する際に有用となるサ
ステナビリティに関連する重要なリスクと機会に関する情報の開
示を企業に要求することを提案しています。なお、開示内容は、ガ
バナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの分野を中心とす
ることとされており、TCFD提言と整合するものです。

● IFRS S2は、気候関連のリスクと機会が企業価値に与える影響を
投資家が評価できるようにするための情報開示を企業に求めるこ
とを提案しています。なお、提案はIFRS S1と同様にTCFD提言と
整合しており、旧SASB審議会の基準に基づく産業別の指標の開
示を踏襲するものです。

これらの公開草案に対するコメント期限は、いずれも2022年7月29日
です。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報（2022年4月8日発行）

修正国際基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

米国基準
 会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB））

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】

1  

ASU案「参照金利改革（トピック8 4 8）並びにデリバティブ
及びヘッジ（トピック815）：トピック8 4 8の適用終了日の延
期、及び担保付翌日物調達金利（SOFR）を基礎とする翌日物
金利スワップレートの定義の改訂」の公表（2022年4月20日　
FASB）

本ASU案は、以下の論点について基準を改訂することを提案してい
ます。
（a）  LIBOR等の金利指標の公表が停止することに伴う会計処理の

影響緩和策として公表されたトピック848 「参照金利改革」は時
限的に適用が認められており、2022年12月31日以降の適用は
禁止されています。

   2 0 2 1年 3月、英国金融行動監視機構（F inanc ia l Conduct 

Authority: FCA）は、一部の米ドル建 LIBORの公表停止日を
2023年6月30日に決定しました。米ドル建LIBORを参照する取
引の条件変更の多くが現行規定の適用終了日である2022年12

月31日より後に行われる可能性があるため、トピック848の適用
終了日を2024年12月31日まで延期することが提案されています。

（b）  ASU第2018-16号においてヘッジ会計のベンチマーク金利（ヘッ
ジ会計を適用する際に適格なヘッジ対象リスクとして認められ
た金利指標）として担保付翌日物調達金利 （SOFR）を基礎とす
る翌日物金利スワップ （OIS）レートが新たに追加され、用語集
にその定義が記載されました。その際にFASBは、今後の市場に
おけるSOFRを基礎とする金利の開発動向を注視しSOFRターム
物金利をベンチマーク金利として将来検討すると述べていました。

   その後SOFRを基礎とする金利の開発に一定の進展があったこ
とを受け、用語集における定義を改訂して、翌日物金利スワップ 

（OIS）レートに限定せず、SOFRを基礎とするその他の金利指標 

（例：SOFRターム物金利）もトピック815が適用される米国にお
けるヘッジ会計のベンチマーク金利に含めることが提案されてい
ます。

本ASU案は、最終基準が公表された時から、すべての企業が将来に
向かって適用することが提案されています。
本ASU案に対するコメントの募集は2022年6月6日に締め切られてい
ます。

KPMGの関連情報：
Defining Issues（英語）
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 日本基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

国際基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

修正国際基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

米国基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

2022年5月号 

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
豊永貴弘

 03-3548-5112（代表電話）
 azsa-accounting@jp.kpmg.com

関連情報

多くの企業に影響する最新の会計・監査情報を、
専門家がわかりやすく解説します。

home.kpmg/jp/act-ist

各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、 
あずさ監査法人のウェブサイトをご確認ください。

日本基準
https://home.kpmg/ jp/ ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/ j-gaap.html

IFRS®基準
https://home.kpmg/ jp/ ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/ ifrs.html

修正国際基準
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/ jmis.html

米国基準
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/us-gaap.html
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税務会計・監査／税務Digest

税務情報（2022.4 - 5）

KPMG税理士法人

本稿は、2022年 4月から5月に国税庁、経済産業省、中小企業庁及びOECDから公表
された税務情報についてお知らせしたKPMG Japan e-Tax News及びKPMG Japan BEPS 

Newsletterの情報をまとめてご紹介するものです。

税務コンテンツ
最新の税務情報は 
こちらからご覧になれます。

home.kpmg/jp/tax-topics

OECD

– 第1の柱 ─ 利益Aに係る「対象範囲」
のモデルルール案の公表

2022-04-12

（KPMG Japan BEPS Newsletter）

4月4日、「OECD/G20 Inclusive Framework 

on Base Erosion and Profit Shifting」（包摂
的枠組み、又はIF）は、第1の柱の利益Aに
係る「対象範囲のモデルルール案」を公表
しました。
このモデルルール案は、利益Aの対象と
なる大規模で収益性の高い多国籍企業グ
ループを定義し、その適用対象とされるた
めの諸条件に係る規則案を提供するもの
です。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/jp/pdf/2022/jp-tax-
beps-20220412-v2.pdf

OECD

– 第1の柱 ─ 利益Aに係る「対象範囲 

から除外される採掘業に関する 

別表F」の公表
2022-04-22

（KPMG Japan BEPS Newsletter）

4月14日、「OECD/G20 Inclusive Framework 

on Base Erosion and Profit Shifting」（包摂
的枠組み、又はIF）は、第1の柱の利益Aに
係る「対象範囲のモデルルール案」の一部
を構成する採掘業の除外に関する別表F

を公表しました。
この採掘業の除外に関する別表Fは、採掘
業、すなわち資源の探査・開発・採取を行
い、かつ採掘製品の販売活動から収益を
得ている場合に、該当する収益について
利益Aの対象から除外することを提案する
ものです。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/jp/pdf/2022/jp-tax-
beps-20220422.pdf

経済産業省・中小企業庁
– 賃上げ促進税制に関するガイド 

ブック及びQ&A集の公表
2022-05-10

（KPMG Japan e-Tax News No.260）

5月6日、経済産業省は、賃上げ税制に関
する情報をまとめた「税制について」という
ページに、2022年度税制改正後の大企業
向けの賃上げ促進税制に関する次の資料
を公表しました。
•  「大企業向け『賃上げ促進税制』　 

御利用ガイドブック」
•  「大企業向け『賃上げ促進税制』　 

よくある御質問　Q&A集」

上記のページには、事業年度終了時にお
ける資本金が10億円以上、かつ、従業員
数が1,0 0 0人以上の法人に係る賃上げ促
進税制の適用要件の一つである「マルチス
テークホルダー方針」（給与等の支給額の

引上げ方針や下請事業者その他の取引先
との適切な関係の構築の方針等）の公表
について、この要件を満たすための各手
続に用いる様式等も掲載されています。
また、同日、中小企業庁は、 2022年度税
制改正後の中小企業向けの賃上げ促進税
制に関する以下の資料を公表しました。
•  「中小企業向け賃上げ促進税制　 

ご利用ガイドブック」
•  「中小企業向け賃上げ促進税制　 

よくあるご質問　Q&A」

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://home.kpmg/jp/ja/
home/insights/2022/05/
e-taxnews-20220510.html

国税庁
– インボイス制度に関するQ&Aの 

改訂等
2022-05-10

（KPMG Japan e-Tax News No.260）

4月28日、国税庁は、インボイス制度にお
ける適格請求書発行事業者の登録に係
る2022年度税制改正の内容等を反映した
「消費税の仕入税額控除制度における適
格請求書等保存方式に関するQ&A」の改
訂版を公表するとともに、20 2 2年度税制
改正のうち、消費税のインボイス制度につ
いての主な改正内容をまとめたパンフレッ
ト「消費税法改正のお知らせ」を公表しま
した。

© 2022 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
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【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://home.kpmg/jp/ja/
home/insights/2022/05/
e-taxnews-20220510.html

OECD

– 第1の柱 ─ 利益Aに係る「対象範囲 

から除外される規制された金融 

サービス業に関する別表G」の公表
2022-05-16

（KPMG Japan BEPS Newsletter）

5月6日、「OECD/G20 Inclusive Framework 

on Base Erosion and Profit Shifting」（包摂
的枠組み、又はIF）は、第1の柱の利益Aに
係る「対象範囲のモデルルール案」の一部
を構成する規制された金融サービス業の
除外に関する別表Gを公表しました。
この規制された金融サービス業の除外に
関する別表Gは、規制された金融サービス
業を行う事業体を具体的に特定し、これ
らの事業体が行う金融サービス業から生
じた売上高・利益を利益Aの対象から除外
することを提案するものです。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/jp/pdf/2022/jp-tax-
beps-20220516.pdf

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG税理士法人
大島秀平、風間綾、山崎沙織

 info-tax@jp.kpmg.com

関連情報

本稿でご紹介したKPMG Japan e-Tax Newsは、 
以下のウェブサイトからアクセスいただけます。

home.kpmg/jp/tax-topics
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昨今、ロシア・ウクライナ情勢に関する痛ましいニュースが連日報じられています。現在の情
勢は企業のサプライチェーンへの直接的な影響のみならず、さまざまな業務活動にも影を落
としはじめました。ロシア・ウクライナ情勢が象徴するように、昨今の地政学的変動の中で、
各国において経済安全保障上の規制強化や制裁の執行が活発化しており、企業の貿易活動
や技術情報の流出対策等にも見直しの必要性が高まっています。このような地政学・経済安
全保障に関わるリスク対応は、複合的なリスク観点からの経営判断を要するものになるた
め、経営層を支える各部門、特に管理部門にとっても中長期的な取組みと体制整備が求めら
れる課題です。
本稿では、地政学・経済安全保障リスクへの対応の参考にしていただくために、リスク顕在
化時における事業判断の特徴、関連するリスクの概要、企業としての備え（体制整備等）を中
心に紹介します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りい
たします。

  POINT 1

地政学・経済安全保障リスクの視点
地政学・経済安全保障リスクの代表例として、貿易規制・制裁、投資規制、情報セキュ
リティ、人権、役職員等の安全、サプライチェーン等、多岐にわたるリスクが挙げられる。
これらへの対応は単独部門によるものではなく、各主管部門、グループ会社等との連携
が重要となる。

  POINT 2

リスク顕在化時の事業判断の主な検討要素
地政学・経済安全保障リスク顕在化の際に事業を維持する場合の主な検討要素として、
事業の公益性・公共性、規模等が挙げられる。一方で、事業を停止・縮小・撤退をする場
合の主な検討要素には、サプライチェーンの混乱、各国の制裁、レピュテーション、役職
員の安全等が挙げられる。

  POINT 3

リスク顕在化時の事業判断の要諦
地政学・経済安全保障リスクに直面した際の事業判断は、最終的には自社の理念やパー
パス、そして経営者の信念に沿ったものであるかで決断することになる。それを支えるた
めには、グローバル世論やステークホルダーの声を適時・適切に経営層に共有することと
平時からの思考訓練が不可欠である。

  POINT 4

地政学・経済安全保障リスク管理体制
地政学・経済安全保障リスク対応の統括部門を設置する場合、各関連リスク主管部門と
の円滑な施策の連携ができる体制にするために、統括部門の専任者の他に、部門間の
橋渡しをする担当者を設置することが考えられる。また、地政学・経済安全保障リスク
を管掌するCROやCLO等は、平時においても施策展開を推進する司令塔としての役割を
担うことが期待される。

地政学・経済安全保障リスクに向きあう 
日本企業の挑戦
KPMGコンサルティング

足立 桂輔／パートナー
新堀 光城／シニアマネジャー

足立 桂輔
Keisuke Adachi

新堀 光城
Mitsushiro Niibori
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Ⅰ

地政学・経済安全保障リスクの
考え方

1. 経営の基軸の1つとなった地政学

近年、地政学がビジネス上のバズワー
ドになっています。当初は日中関係、ここ
数年は米中新冷戦、そして現在はロシア・
ウクライナ問題がその話題の中心になっ
ていることは言うまでもありません。特
に、ロシア・ウクライナ問題は、21世紀の
現在において、まずは起こりえないと考え
られていた先進国同士の戦争をきわめて
深刻なレベルで想起させるものであり、欧
米諸国のみならず世界の国々に大きな緊
張をもたらしています。また、この問題の
注目点の1つは、経済的な便益が軍事的目
的に優るであろうという認識、言い換えれ
ば経済関係の強化とグローバル化が軍事
的紛争の回避につながる、という幻想を
ものの見事に壊してしまったことです。特
に、日本企業においては、先の大戦への反
省、そして日米安保の傘もあり、国家とし
て軍事への関与が「控え目」であったこと、
またその中で日本企業は高度経済成長の
恩恵を大いに受けたことから、長らくの
間、政経分離のビジネス文化が定着してい
ました。もちろん、その時々の政治・軍事
情勢による影響回避や規制対応等は行っ
てきてはいるものの、どちらかといえば対
処的なものであり、個々の事業判断にか
かる外部環境要因の1つとしてみていたこ
とは否めません。今、求められることは、デ
ジタル、サステナビリティと同様、乗りこな
すべきメガトレンドそれそのものへの対処
が企業価値を左右する命題の1つとして、
常に「経営のテーブル上にのせるもの」とし
て地政学を捉えていくことです。

2. 地政学と経済安全保障リスクの意味

地政学という言葉は、さまざまな使わ
れ方がされていますが、一般的には、国の

地理的な条件に基づいて、他国との関係
性や国際社会における行動を考察するア
プローチ（学問）であり、国家における戦
略論の側面を持っています。これを企業の
視点で捉えると、たとえば、領土問題や国
際的軍事同盟への加入を巡る国家間の緊
張関係や紛争が発生したときに、当該国・
地域での生産・販売等の企業活動への支
障や原材料の高騰、サプライチェーンの混
乱、役職員の生命・身体等への危険等の
リスクへの対応が論じられます。
一方、経済安全保障とは、国家と国民

の安全を経済面から確保することを意味
します。半導体やエネルギー等の重要な
物資・資源の確保、先端技術の開発・保護
といった経済活動を通じて、安全保障上
の脅威から国家や国民を保護する側面を
持っているということです。企業の視点で
は、たとえば、インフラへのサイバー攻撃
を通じた活動の停止、技術情報の流出、
安全保障貿易規制の強化による輸出制限
等のリスク対応が論じられます。
両者は異なる概念ですが、特に企業経

営・事業活動の場面において、地政学リス
クは経済安全保障という形で顕在化する
ことが多く、同時に語られることが多くな
ります。

3. 地政学を巡る基本的視座

昨今の地政学において、基本的視座の1

つとして、間違いなく専制主義vs民主主義
の図式が挙げられます。米中問題に加え、
今回のロシア・ウクライナ問題によって、
その流れは決定づけられたとも言えます。
実際、先般の国連人権理事会等での各国
の国連投票行動をみても、ロシアへの制
裁や非難において強く同調する国家の数
は必ずしも �大多数�とは言えないのが実
情です。中国やインド、ブラジルといった、
BRICSと称される国々、また東南アジアや
アフリカなどの新興国の多くが、G7を含
む欧米先進国の動きとは一線を画してい
ます。GDP、すなわち経済力による加重を

行えば話は別ですが、少なくとも国の数、
また人口比において、欧米先進国の価値
観や振る舞いに、必ずしも同調し得ない
国々が多数ある現実をしっかりと理解す
べきです。
このような中で日本企業は、まさに国と

しての日本の置かれた地政学的な位置づ
けと同様に、バランスのジレンマに陥るこ
ともあり得ます。実際に、人権問題といっ
た地政学的ニュアンスを帯びた課題に対
する発信やトップのコメント等において
も、中国に大きなオペレーションを有する
企業にとっては配慮を強いられるケースも
あります。サプライチェーンのブロック化・
コンパクト化モデルがしばし語られること
が多いですが、法規制対応やコンプライ
アンスマネジメントにおいても、ブロック
化が進む世界に適したガバナンスモデル
が求められつつあります。

Ⅱ

リスク顕在時の企業の対応方法
／パターン

1. リスク顕在化時の事業判断パターン

実際に紛争などのリスクが顕在化した
場合、企業は当該リスクが発生している
国・地域における事業継続を早急に判断
する必要があります。しかし、この判断は
多くの企業にとって容易なことではありま
せん。その事業判断は、おおむね①継続
する、②一部事業の縮小・停止をする、③
完全撤退する、といういずれかのパターン
に分かれます。
事業を維持する場合の主な考慮要素と

して（①）、事業の公益性・公共性、規模等
が挙げられます。たとえば、（国策の影響
を受ける）資源・エネルギー関連の大規模
開発プロジェクトや、公共性が非常に高
い通信インフラ事業は、事業停止・撤退の
判断をすることが困難な傾向にあります。
一方、事業を停止・縮小・撤退をする

場合の主な考慮要素としては（②③）、製
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造・販売活動等への支障を含むサプライ
チェーンの混乱、各国の制裁（取引禁止、
SWIFTからの除外等）、レピュテーション、
役職員の安全が挙げられます。特に、製
造業においては、部品・原材料の調達が
困難となり、生産拠点の機能の全部また
は一部が停止することで生産が滞り、それ
に伴い販売機能も損なわれる事態に陥り
やすくなります（場合によっては、生産・販
売拠点自体に損壊が生じるおそれもあり
ます）。
サプライチェーンにも関連しますが、各

国の経済制裁・輸出管理規制の強化によ
り、対象の団体・個人との取引が禁止さ
れ、事業が困難になる事態もあり得ます。
また、消費者を中心として、人道的な観点
からレピュテーションリスクが発生し、そ
れによってエシカル消費に関する意識の高
い欧米市場等で深刻な打撃を受けること
もあり得ます。加えて、紛争地域や紛争の
当事国における駐在員・ナショナルスタッ
フ等の生命・身体・自由への侵害も懸念さ
れます。
なお、日本企業においては希少ではあ

るものの、昨今の情勢下においては、侵
略国による活動に対する積極的な妨害や
抑制、また被侵略国における防衛策への
積極的な貢献を行う企業もあることにも
注目すべきです。
このような考慮要素を踏まえて事業判

断をするにあたって、（平時ではなく）リス
ク顕在化時においては、次項で説明する
特徴にも留意する必要があります。

2. リスク顕在化時の事業判断の特徴

リスク顕在化時の事業判断の特徴とし
ては、緊急性、流動性、不透明性、広汎性
が挙げられます。紛争によりリスク状況が
急速かつ継続的に変化し（緊急性、流動
性）、事態の見通しを正確に把握しがた
い中で（不透明性）、企業は役職員の安
全、経済制裁・輸出規制、サプライチェー
ン、社内外のステークホルダーの意向、国

内外世論の動向等、多くの考慮事項を踏
まえて事業判断をしなければなりません 

（広汎性）。
このような事業判断を適切に行うため

には、リスク情報を可及的に正確かつ多
面的に入手でき、適時かつ果断な意思決
定を可能とする体制・プロセスが望まれ
ます。また、危機対応における実施事項、
関係部門は多岐にわたるため、サイロ化し
た組織では機動的な対応を行うことが難
しくなります。そのため経営陣、特に地政
学・経済安全保障リスクを管掌するCRO

（チーフ・リスク・オフィサー）やCLO（チー
フ・リーガル・オフィサー）は関係部門を取
りまとめ、経営者による迅速な意思決定
を支える司令塔としての役割が期待され
ます。
また、地政学・経済安全保障リスクが

顕在化した場合、前述のとおり、事業の
公益性・規模、サプライチェーン、金融・経
済制裁、レピュテーション、役職員の安全
等を勘案のうえ、事業継続・撤退の是非
が検討されますが、収益性よりも倫理的
な側面や公益的な側面がより強調されま
す。ただし、善悪の判断や「正義」の所在
を巡っては、一般的に複数の見方があるこ
とも事実です。最終的には、自社の理念や
パーパス、そして経営者の信念に沿った判
断が求められますが、それが結果的に「独
善的なもの」や「私益を優先したもの」にみ
える事態は避けるべきです。そのためにグ
ローバルな世論、そしてステークホルダー
の声を適時・適切に経営層で共有するこ
と、そして平時からの思考訓練が不可欠
です。
なお、有事に備えた組織・体制設計の

ポイントはⅣ-1節で紹介します。

Ⅲ

地政学・経済安全保障リスクの
概要

前述のとおり、地政学・経済安全保障リ
スクの具体的な内容は多岐にわたり、各

主管部門等との連携が必要です。特に、
安全保障貿易規制・制裁、投資規制、情
報セキュリティ、人権、役職員等の安全、
サプライチェーンの視点は欠かせません
（各リスク項目の内容、主管部門例は図表
1を参照）。ここでは、主なリスクの概要や
留意点について紹介します。

1. 安全保障貿易規制・制裁

安全保障上脅威となる国や個人・団体
に対する取引規制等をするものです。代
表例として、日本の外国為替及び外国貿
易法（外為法）、米国輸出管理規則（EAR： 

Export Administration Regulations）、米国 

OFAC（Office of Foreign Assets Control）
による規制、EU輸出管理規則、EU制裁が
挙げられます。
上記の米国規制はいわゆる域外適用が

問題となります。EARは米国原産品目等
の対象品目の再輸出（米国外から第三国
への輸出）について米国商務省の許可が
必要になる等の制限が課され、OFAC規制
は米国内外においてSDNリスト（Specially 

Des ignated N at iona ls  and B locked 

Persons List）の掲載者との取引禁止等を
要求します（違反すれば、米国企業との取
引禁止等、厳しい制裁が課されます）。紛
争等のリスク顕在化時には、輸出の要許
可品目の拡大（電子・コンピュータ・通信・
暗号等、広汎なカテゴリ）、許可方針の厳
格化、Entityリスト（制限取引先）の拡大、
SDNリストの拡大、直接製品規制の拡大
（米国製機器･技術･ソフトを利用して製造
した製品の輸出制限強化）等が行われ得
ます。

EU制裁は、欧州連合条約に掲げられた
共通外交・安全保障政策（CFSP：Common 

Foreign and Security Policy）の目標を達成
するために、拘束力のある国連安全保障
理事会決議を受け、または自主的に第三
国政府や個人、企業等の組織、テロリスト
集団等に制限措置を発動するものです。
これは、EU域内で事業を行う法人、事業
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体または団体に対しても適用されます。紛
争等のリスク顕在化時には、制裁対象者
に対する資産凍結、資金利用の禁止、EU

への渡航禁止（ EU域内の移動禁止を含
む）等が課され、企業においても制裁対象
者への物品・技術の輸出を含む取引制限
等が課され得ます。
国家間の緊張関係が高まっている場面

（とりわけ、米国・欧州と他国・地域との緊
張関係が高まる場面）では、安全保障貿易
規制・制裁はEntityリストやSDNリスト等
の各種リストの更新等が継続的かつ頻繁
になされ、その主管部門やそのオペレー
ションを担当する事業部門の負担は大き
くなります。輸出を含む取引可否に影響す
る重要事項であるため、平時より、その体
制の充実化、オペレーションの効率化（特
に該非判定・取引審査に関するSOPやスク
リーニングシステムの活用等）に向けた準
備をしておくことが肝要です。
また、これらの規制・制裁に加えて、紛

争リスクの顕在化時には、侵攻国とその
協力国の金融機関に対するSWIFT（国際
銀行間通信協会＝銀行間国際送金ネッ
トワーク）からの排除も問題となり得るた
め、制裁対象銀行を利用した決済が困難
になること等にも留意が必要です。

2. 情報セキュリティ

紛争等のリスク顕在時には、ランサム
ウェア等によるサイバー攻撃の脅威が高
まります。実際、日本企業を含むグローバ
ル企業が攻撃の標的となり、深刻な被害
を受けるケースが見られます。一定の政治
的思想・思想信条や国家機関との関係に
基づいてサイバー攻撃を行うケースもあれ
ば、単に混乱に乗じて攻撃を行うケース
もあります。国家機関が関係する活動とし
て、たとえば敵対国（とその協力国）の軍
事・外交に関する機密情報の窃取や、相手
国の技術開発の妨害が挙げられます。関
連する技術開発を進める企業、製品・サー
ビスを提供する企業は特に注意が必要 

です。
サイバー攻撃の対象には、大企業の拠

点だけでなく、国内外の中小企業も含ま
れます。そのため、大企業においてもサプ
ライチェーン上の企業における情報セキュ
リティ対策はビジネスの持続性において
重要となります。特に、先端技術に関する
機密情報や顧客情報の窃取を狙った事例
が多数報告されています。
このようなサイバー攻撃により、機密情

報等の漏えいはもちろんのこと、研究開
発の停止・遅延、クライアントからの信用
喪失・損害賠償、システムやデータ復旧の
コストなどの影響が発生し得ます。紛争等
のリスク顕在時には大規模なサイバー攻
撃が発生しやすく、完全に防ぎきることは
容易ではありません。そのため、ファイア
ウォールの設置といった予防策だけでな
く、被害の発生を早期に発見し、是正対
応を可能とする仕組みや報告体制を整備
する等、ダメージコントロールを図ること
も重要です。
なお、主に平時の管理活動に関するも

のですが、日本において2022年5月に成立
した経済安全保障推進法（公布後2年間
以内で段階的に施行）は、基幹インフラに
安全保障上の脅威となりうる外国製品が
導入されることを防ぐことを目的にして、
指定された電気や金融、鉄道等の14業種
に関して、事業者に重要設備の導入・維持
管理等の委託に関する計画書を事前に届
出させて、国による審査を受ける義務を課
します。審査においては、サイバー攻撃に
よるシステム障害や情報流出のリスク等
が検討され、審査の結果、妨害行為を防
止するために必要な措置（重要設備の導
入・維持管理等の内容の変更・中止等）を
勧告・命令される場合があることから、今
後、指定業種の企業においても留意する
必要があります。
また、同法（経済安全保障推進法）で

は、軍事転用のおそれがある技術の漏え
いを防ぐために、一部の特許情報を非公
開とする制度も導入されます。対象発明

を出願する企業は開示の禁止や、情報の
適正管理等の義務が課せられることにな
るため、今後、知的財産部門と連携した
情報セキュリティ対策が一層重要となり 

ます。

3. 人権／役職員等の安全

武力行使は、最悪な形態の人権侵害行
為であり、企業としても役職員（役職員の
ご家族、取引先・ビジネスパートナー・活
動所在地の地域住民等）の生命・身体等
の各種人権への侵害が懸念されるところ
です。国家間の緊張が高まった際、当事国
でのビジネスを有する企業は、外務省・現
地大使館等の公的情報、大手メディアの
報道情報等に注視しつつ、役職員の退避
を含む安全施策を速やかに検討・実行す
る必要があります。また、当事国内では、
プロパガンダに反する言動への規制強化
が行われうるため、情報発信の内容・方法
にも注意を要します（企業としての理念・
信条を堅持しつつも、役職員等の安全に
配慮した対応が必要になります）。
企業の取引の観点からは、米国・EU等

では、人権侵害に対して制裁対象者の渡
航禁止や資産凍結を課す制裁法を策定・
運用していることから（たとえば、米国の
グローバル・マグニツキー人権問責法）、
企業では取引関係に制裁対象者が含まれ
ているか否かの確認等が必要となります。
また、人権侵害被疑物品の貿易を制限す
る規制もあり（たとえば、米国の貿易円滑
化・貿易執行法）、サプライチェーンにおけ
る人権侵害被疑物品の有無の確認も重要
となります。
人権侵害への対応を検討する際に重要

なのは、人自体への負の影響に対する低
減策を第一に重視することです（ビジネス
への影響に関する判断に優先します）。ま
た、自社だけではなく、製造委託先等の
サプライチェーン上の人々の人権への配慮
を要します。平時における取引・投資、リ
スク顕在化時の撤退に関しては、判断を
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するにあたって、可及的に人権デューデリ
ジェンスの結果を斟酌することが重要と
なります。これらは、国連のビジネスと人
権に関する指導原則等からも企業に期待
されるところです。そして、企業がそうした
視点に欠けた対応をするとブランド毀損
や不買運動につながり、結局はビジネス自
体にも悪影響を与えることになります。

4. サプライチェーン

前述のとおり、安全保障貿易規制・制
裁、情報セキュリティ、人権／役職員等の
安全等は、いずれもサプライチェーン上の
リスクの側面も持っています。また、自社

や調達先における製造・販売拠点が損壊
することにより、活動を停止せざるを得な
い場合もあり得ますし、侵攻の当事国へ
の社会的な非難の声を受けて、調達先等
の取引先が活動を停止する場合もありま
す。近時は、特に世界的な半導体不足に
拍車がかかる状況も看過できません（ロシ
アによるウクライナ軍事侵攻により、半導
体製造に使われるネオン等の原料供給に
影響があり、中長期的には影響が生じ得
ることが指摘されています）。今後に向け
て、BCP（事業継続計画）の策定や、地政
学的な視点を踏まえた供給源の多角化、
代替供給先の確保、製造設備への投資等
の検討が欠かせません。

なお、日本では2022年3月、ロシア・ウ
クライナ情勢を受けて、石油・石炭・天然
ガスのエネルギーや半導体等のサプライ
チェーン強化を目的として、経済産業省内
に戦略物資・エネルギーサプライチェーン
対策本部が設置され、日米を中心とした
同盟国・有志国間での半導体・デジタルサ
プライチェーン協力枠組みや半導体原材
料の供給確保等に向けた取組みが検討さ
れています。
また、前述の経済安全保障推進法にお

いても、重要物資の安定供給の確保に向
けた施策が含まれています。今後、企業に
おいてサプライチェーンの見直しを検討す
るにあたっては、国内外の経済安全保障

図表1 地政学・経済安全保障リスク例

リスク項目例 リスク主管部門例 連携部門例（２線）

安全保障 
貿易・制裁

□  外為法（輸出規制）
□  米国輸出規制/OFAC規制
□  EU輸出管理規則/制裁
□  SWIFTからの排除
□  中国輸出管理法等、各国輸出管理規制　

・  経済安全保障 
部門（or輸出管理部門）

■  規制面：
・  法務・コンプライアンス部門
■  送金・決済面：
・  財務部門

投資規制 □  外為法（対内直接投資規制）
□  外国における外資規制（米国FIRRMA等） ・  経営企画部門

■  規制面：
・  経済安全保障部門（or輸出管理部門）
・  法務・コンプライアンス部門

情報・ 
セキュリティ

□  技術情報等、営業秘密の漏えい（共同研究に 
おける情報のコンタミネーション等）

□  個人情報の漏えい
□  特許の非公開対応（秘密保持義務）
□  海外製IT機器・サーバ・クラウドの利用
□  委託先の情報セキュリティ
□  自社への各種サイバー攻撃

・  情報セキュリティ部門

■  特許面：
・  知財部門
■  IT機器等の利用：
・  総務部門

人権

□  政情不安に伴う人権侵害 
（例：不当な身体拘束、言論弾圧、プライバシー 
侵害）

□  人権侵害に関する制裁法 
（例：米国グローバル・マグニツキー人権問責法）
□  人権侵害被疑物品の輸出入規制 
（例：米国貿易円滑化・貿易執行法）

■  グループ内対応：
・  人事部門
■  サプライヤー対応：
・  物流・調達部門

■  開示等のコミュニケーション：
・  経営企画・IR
・  サステナビリティ部門
■  規制面：
・  経済安全保障部門（or輸出管理部門）
・  法務・コンプライアンス部門

安全 □  有事における役職員等の安全 ・  リスク管理部門

■  海外拠点対応：
・  海外事業管理部門
■  事務・手続：
・  総務部門
・  人事部門

サプライ
チェーン

□  禁輸措置等に伴う原材料の高騰
□  有事に伴う調達先の業務停止
□  懸念取引先との取引によるレピュテーションリスク
□  サプライチェーン見直しに伴う移転価格税制

・  物流・調達部門

■  取引判断プロセス：
・  経済安全保障部門（or輸出管理部門）
■  税務面：
・  税務部門

出所：KPMG作成
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政策・規制の動向を踏まえることの重要性
が一層高まっています（国内外のサプライ
チェーン・技術開発の強化政策の概要に
ついてはⅤ節を参照のこと）。

Ⅳ

地政学・経済安全保障リスクに
対する事前の備え

ここでは、地政学・経済安全保障リスク
への事前の備えに関して（個別リスク対応
ではなく）、共通基盤となるリスク管理の
体制面・取組み面から、施策上のポイント
を紹介します。

1. 地政学・経済安全保障リスク 

管理体制

地政学・経済安全保障リスクにおいて
も、他のリスク同様に、自社に想定される
各リスク（リスクカテゴリとその具体的な
リスクシナリオ）、各リスクの主管部門・連
携部門を整理し、リスク低減策の策定・展
開についての責任を明確化することが重
要です（図表1は、リスク項目、リスク主管
部門、連携部門の参考例）。
体制強化の方法例としては、①従来の

リスク主管部門を維持したまま、主要な関
係部門のメンバーで構成する委員会を設
置し、情報の連携を強化するケース（委員
会設置型）、②地政学・経済安全保障リス

クに関する統括部門を設置し、日常的に
各リスク主管部門のハブ機能を持たせる
ケース（統括部門設置型）が挙げられます
（図表2参照）。
統括部門の設置は、委員会の活用より

もリソース確保等の負担が大きいため、ま
ずは委員会を活用しながら、必要に応じ
て統括部門の設置を検討することが現実
的と思われます。統括部門の設置が適す
るケースとしては、たとえば、高リスク業種
（規制対象品目の輸出や重要技術の取扱
いが多い／重要インフラ業種等）に属し、
日常的に連携すべき業務が多く、常時、各
部門の担当者をアサインすることが効率
的である場合等です。
統括部門を設置する場合、各リスク主

管部門と円滑な施策の連携ができる体制
とするためには、統括部門の専任者の他
に、関連する主要なリスク主管部門を兼
任し、部門間の橋渡しをする担当者を設 

置することが考えられます（設計例につい
て図表3を参照）。また、経営陣、特に地政
学・経済安全保障リスクを管掌するCRO

やCLOは、平時においても種々の関連リス
クを踏まえた施策展開を推進する司令塔
としての役割を担うことが期待されます。

2. 危機シナリオ分析と対応策

平時においては、過去の紛争時におけ
る企業への影響等を参考に、自社のビジ

ネス・サプライチェーンに対応した危機シ
ナリオを事前に複数検討し、事業継続計
画（以下、「BCP」という）の作成や危機対
応マニュアル等の文書化を進め、関係部
署間と認識共有をしておくことが望まれ 

ます。
危機シナリオの検討において、たとえば

役職員の安全、安全保障貿易・制裁、投
資規制、情報セキュリティ、サプライチェー
ン、役職員や委託先従業員の人権といっ
た視点から、自社ビジネスではどのような
ケース・影響があり得るのかを特定・分析
し、関連する統制の有無・課題、主管部
門・担当者などを整理します（検討対象の
リスク項目と主管部門については図表1を
参照）。
この危機シナリオの検討を踏まえて、

BCPを作成するとともに、統制上の不備・
脆弱性の改善に向けたアクションプラン
も併せて検討します。これらの危機シナ
リオ・BCPの策定において、特にサプラ
イチェーンへの影響に関する検討は重要 

です。
紛争発生時には、製品・原材料の輸送

手段・ルートの制限、各国制裁による取引
制限、生産工場のオペレーションの停止、
原材料の高騰などにより、サプライチェー
ンに多大な支障をきたすおそれがありま
す。そのため、地政学リスクの高い国・地
域との取引に依存する原材料・部品を中心
に、平時より、供給源の多角化、代替供給
先の確保、製造設備への投資等の対応を
具体化する必要があります。
加えて、策定したBCPや危機管理マニュ

アルが機能し得るものかを確認することも
重要です。自社にとって重要な影響のある
典型的なリスクシナリオをもとに、シミュ
レーション訓練を実施し、マニュアル所定
の対応手順どおりに行動できるか、対応
の不備がないか等を関係者間で確認し、
必要に応じて、マニュアルを含む文書を改
訂しておくことが有効です（たとえば、サイ
バー攻撃関連はシミュレーション訓練に
馴染みやすい）。

図表2 地政学・経済安全保障リスク管理体制の比較

視点 委員会設置型 統括部門設置型
委員会／統括部門の 

主な機能 情報連携 施策の策定・展開 
（ハブ機能）

機動性 低 高
必要リソース・負担 小 大

設置に適する企業例
右記程度に至らないものの、
一定のリスク・要連携業務を
有する

高リスク業種（規制対象品目
の輸出や重要技術の取扱いが
多い／重要インフラ業種等）
に属し、日常的に連携すべき
業務が多い

出所：KPMG作成
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3. インテリジェンス機能

米国等では、企業における技術情報の
窃取への対策（産業スパイ対策）が進んで
いますが、日本政府はセキュリティクリア
ランス制度（国家の機密情報を取扱う者
の適格性を審査する制度）の導入検討を
含め、議論の途上にあります。日本企業に
おいても、米国企業等と同様に、技術情
報の漏えい・窃取等の事例は問題とされ
ており、その対応策の一環としてインテリ
ジェンス機関経験者（米国で言えばFBI出
身者等）と連携したリスク対応が注目され
ています。特に、海外拠点では調査が難し
いため、インテリジェンス機関経験者等の
専門家と連携した社内外の動向把握等を
実施することが有効となり得ます。

Ⅴ

各国で進むサプライチェーン・
技術開発の強化政策を受けて

近時、国内外において、経済安全保障
の観点を踏まえたサプライチェーン・技術
開発の強化に向けた政策策定に向けた動
きが活発化しています。米国では、2021年
6月、半導体等の重要な製品・物資や重要
な産業のサプライチェーンを検証する報告
書が公表され、2022年2月には国内製造
業の活性化と重要製品のサプライチェー
ン強化に向けた計画が発表されました。
サプライチェーン強化のための官民協力
体制の推進、同盟・友好国との協力強化
等が打ち出されています。ドイツやフラン
ス等の海外各国においても、経済安全保
障の観点を踏まえて、重要物資の安定供
給や重要技術の開発強化に向けた政策が
策定されています。
日本においても、前述のとおり、戦略物

資・エネルギーサプライチェーン対策本部
の設置や、経済安全保障推進法の成立等
の動きがみられます。同法では、①重要物
資の安定供給の確保、②基幹インフラの
安全確保、③先端技術の官民研究、④安
全保障上機微な発明に関する特許の非公
開に向けた取組みを促進します（②④に
ついては、Ⅲ節を参照）。
重要物資の安定供給の確保（①）に関し

ては、半導体など戦略的に重要性が増す
物資（戦略物資）の調達を海外に依存す
るリスクを減らすため、国が半導体、レア
アース（希土類）等の重要鉱物、蓄電池、
医薬品等を「特定重要物資」に指定し、関
連産業向けの財政支援を厚くします（安
定供給確保支援法人等による助成等）。
また、先端技術の官民研究（③）に関して
は、今後、各国における開発競争が激化し
ている先端技術（人工知能、量子等）につ
いて、官民で研究・開発する環境を整備、
テーマごとの官民協議会の設置促進や、
企業や大学への資金支援が行われる予定
です（一方で、当該研究に従事する役職員
等は守秘義務を課せられます）。
このような各国政府の政策的支援・規

制を踏まえて、日本企業も地政学・経済安
全保障の視点から、グローバルサプライ
チェーン・開発戦略の見直し、それらを支
える管理体制の見直しを進めることが期
待されます。

Ⅵ

まとめ

ロシア・ウクライナ情勢から伝えられる
非情かつ不合理な武力の行使を鑑みる
に、誰もが心情的にも「正義」という言葉
を強く意識をせざるを得ません。企業の
社会性、社会そして世界に対する責任がま
すます強まる中で、日本企業は国家、そし
て政治に対する覚悟もまた求められてい
ます。それは決して「倫理」や「徳」にとど
まることのない、まさに（国家による）「正
義」と「正義」の衝突への関与でもありま

出所：KPMG作成

図表3 経済安全保障リスク体制の設計例
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す。地政学、そして経済安全保障は「善良
なグローバル企業市民」を是としてきた日
本企業に対して、誰のためのビジネスなの
か？　日本企業とは何か？　という踏み
絵を改めて迫るものとも言えます。
今回紹介したように、企業は地政学と

経済安全保障からもたらされる個々のリ
スクに丁寧に対応しつつも、上記のような
戦略思考の変化と、それらを継続的にま
わすための組織・機能作りが求められてい 

ます。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社
足立桂輔／パートナー

 keisuke.adachi@jp.kpmg.com

新堀光城／シニアマネジャー

 mitsushiro.niibori@jp.kpmg.com

関連情報

ウェブサイトでは、法務コンプライアンス関連の情
報を紹介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2020/12/risk-legal-compliance.
html

KPMGは、日本企業の海外事業展開をこまやかに
支援するため、世界の主要 34ヵ国 88 都市に、約
760名の日本人および日本語対応が可能なプロ
フェッショナルを配しています。

各国の最新情報については、下記をご覧ください。
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https://home.kpmg/jp/ja/home/services/
global-support.html
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KPMG News

「日本企業のTCFD提言に沿った
情報提供の動向2021」を発行

今般、コーポレートガバナンス・コード改訂などの動きもあり、日本企業の
TCFD賛同表明数は増加の一途をたどっています。本冊子は、日本企業の
TCFD提言に沿った情報提供の動向を把握するため、「日本の企業報告に関
する調査2 0 2 1」の調査結果をもとに、セクター別の分析結果も付加するか
たちで、調査結果を取りまとめたものです。「日本の企業報告に関する調査
2021」および「日本企業の統合報告の取組みに関する意識調査2022」と併
用いただき、企業報告の取組みに関する現状理解の一助としていただければ
幸いです。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-
service-20220630.html
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「サステナブルな成長に向けた報酬」を発行

長期的で持続可能な成長を戦略の中心に据える企業が増える一方で、投資
家、規制当局、その他のステークホルダーからは、関連するESG課題への対
応をさらに推し進め、役員報酬などのガバナンス領域にも直接結びつけるべ
きであるとの声も聞かれています。本冊子は、2021年12月にKPMG英国が
公表した冊子「Paying for Sustainable Growth」で提供したインサイトや
提言、そして英国のFTSE100インデックス構成銘柄のエグゼクティブ報酬と
ESGの連動に関する調査結果を抜粋し、さらに日本のTOPIX100企業の役員
報酬についての調査結果を加え、取りまとめたものです。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-
service-20220609.html
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KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン

June 2022

home.kpmg／jp

2021

KPMG税理士法人が
中華経済圏税務アドバイザリーグループを発足

KPMG税理士法人は、中華経済圏税務アドバイザリーグループを立ち上げま
した。これにより、日本企業や中華系企業をはじめとした多国籍企業に対し
て、事業戦略上の重要拠点である中華経済圏における企業活動を税務の側
面から包括的に支援する体制を整備しました。企業が中華経済圏への進出時
や進出後に直面する法人税、個人所得税、移転価格税制、間接税、税務調査
対応、関税など税務の課題を包括的に支援するため、各分野に精通した税務
専門家がKPMG中国、香港、台湾事務所の現地専門家チームと密接に連携
しながら企業を税務の側面からサポートします。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/tax/china-desk.html
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スポーツチームと地域が連携・協創してSDGsを
推進するための「地域協創型デジタルプラットフォーム」の

構築を開始

KPMGコンサルティングは �スポーツ×SDGs �をテーマに、湘南ベルマーレ
とともにスポーツを通じたSDGs活動推進を支援する 「地域協創型デジタル
プラットフォーム」の構築を開始し、湘南地域の企業や自治体、大学と連携し、
�地域協創型スポーツSDGs活動�を加速させていきます。
企業活動におけるSDGsの重要度が増す一方で、活動の持続性もインパク
トも限定的にならざるを得ないという課題の解決に向けて、将来的にはメタ
バースでの展開も視野に入れた �デジタルプラットフォーム�を物理的に構築
することで、地域住民や企業・団体、自治体が一体となってSDGs活動に参
画出来る �場�の実現を目指し、湘南ベルマーレとともに挑戦します。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2022/05/kc-bellmare-
sdgs.html

©SHONAN BELLMARE

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-service-20220609.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/sustainable-value-service-20220609.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/tax/china-desk.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2022/05/kc-bellmare-sdgs.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2022/05/kc-bellmare-sdgs.html


KPMG Insight Vol.55    65

Thought Leadership

KPMGでは、会計基準に関する最新情報、各国における法令改正および法規制の情報、また各業界での最新のトピック等、 
国内外の重要なビジネス上の課題を、「Thought Leadership」としてタイムリーに解説・分析しています。

ニューズレター

FAS Newsletter Driver Vol.10　
レジリエンス経営
－ 不確実な時代を生き抜く力 －

2022年4月
Japanese

KPMG FASが定期発行する本ニューズレターで
は、毎号テーマ、トピックを選び、独自の視点や切り
口で解説を試みます。
コロナ・パンデミック、地政学リスク、ESG課題など、
現在の日本企業にはさまざまな不確実性に対し、 
レジリエンス（回復力）を備えた経営が求められて
おり、漏れのないリスク察知と課題対応力の向上
を目指す必要があります。Vol.10では、注目が集まる
「サプライチェーン」、「サードパーティリスク」、「 事業
ポートフォリオ管理」の3つの領域を特集しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/fas-driver-10.html

消費財・小売

今日、力を合わせて行動すれば、
明日には大きなインパクトが生まれる
― 2021年レビュー

2022年6月
English / Japanese

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/collective-action-today.html

K P M Gは、T he C onsumer  Go o ds 
Forum（CGF）と共同で、消費財・小売業
界のサステナブルな未来に向けた2 0 2 1
年のレビューを行いました。本稿では、
CGFが優先する戦略的課題への取り組
みを加速するために導入した、８つの検 
討分科会に基づく新たなガバナンス体制
の進捗、業界の重要課題を中心に報告し 
ます。

The Consumer Goods Forum

今日、力を合わせて行動すれば、
明日には大きな
インパクトが生まれる―
2021年レビュー
Collective Action Today, Impact at 
Scale Tomorrow ―2021 Review

サーベイ

法務・コンプライアンスリスクサーベイ2022 2022年6月
Japanese

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/06/legalrisk-survey2022.html

ESG／SDGsに係る取組みへの社会的要請の高
まりや経済安全保障に関する規制強化など、企
業を取り巻くリスク環境が複雑化・多様化するな
か、企業における法務・コンプライアンス組織の
機能と業務の変革を促すことを目的に、KPMGコ
ンサルティングがトムソン・ロイターと共同で実施
したアンケート調査の結果をまとめたレポートで
す。国際社会で求められる取組み水準を考慮し
た設問を加えるなど、「持続可能な経営に向けた変革」をテーマに、主にDXとサステナビリ
ティに関する法務・コンプライアンス機能の変化という2つの視点から分析しています。

2022

サステナビリティ

なぜ、生物多様性と自然資本は重要なのか 2022年5月
English / Japanese

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2022/jp-biodiversity-001.pdf

生物多様性、自然資本に関する基礎的
な概念や最近の動向をまとめたレポート
です。生物多様性や自然資本とは何か、
また、影響と依存、ネイチャーポジティブ
といった関連する重要なキーワードや概
念について解説をしており、企業が今後こ
の分野に取り組んでいくうえで必要な根
本的な考え方を理解することができます。 
「なぜ企業が生物多様性のテーマに取り組まなければならないのか」といっ 
た点から理解したい方は是非お読みください。

なぜ、⽣物多様性と
⾃然資本は重要なのか
⾃然との関係を再構築し、⽣命、ビジネス、世界経済の持続可能性を維持する

製造

2022年 グローバル半導体業界の展望 2022年5月
English / Japanese

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/05/global-semiconductor-industry-
outlook-2022.html

本レポートは、KPMGが毎年実施している
『グローバル半導体業界の展望』、第17
回となります。この調査は、KPMGと世界
半導体連盟（GSA）が、世界を代表する半
導体企業のプロフェッショナル152名を対
象に実施した調査の結果をまとめたもの
です。本稿では、業績や経営の見通し、成
長製品、業界の課題と戦略上の優先事
項について解説します。※2021年10月～12月の調査実施時点での分析です。

kpmg.com/semiconductors

2022年
グローバル半導体業界
の展望
サプライチェーンの問題にもかかわらず、
業績と経営への信頼感は過去最高

KPMGインターナショナル
世界半導体連盟

サーベイ

グローバル カスタマーエクスペリエンス  
エクセレンス （CEE）リサーチ

2022年4月
English / Japanese

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/04/cu-cee-research2021.html

日本を含む26の国と地域、8 8,0 0 0人以上
の消費者を対象に実施した約2,9 0 0社にの
ぼるブランドとの実体験調査をもとに、顧客体
験を企業の利益につながる行動へと喚起す
るために必要不可欠な6つの特性である「誠 
実性」「問題解決力」「期待の充足」「親密
性」「パーソナライズ」「利便性」からなる「Six 
Pillars（優れたカスタマーエクスペリエンスを
構成する6つの要素）」 で分析し、優れた顧客体験を提供するブランドを評価およびラン
キングするとともに、先進的な顧客体験の取組みを考察しています。

home.kpmg/jp/kc

Orchestrating 
experiences 
Global Customer Experience 
Excellence Research 2021

体験をオーケストレーションする
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出版物のご案内

詳しい内容や出版物一覧につきましては、ウェブサイトをご覧ください。
また、ご注文の際は、直接出版社またはKindleストアまでお問い合わせください。

https://home.kpmg/jp/publication

DXMO デジタル化を推進する専門組織

全社DX推進支援プロジェクトなど、DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）領域におけ
る豊富な経験を持つ執筆陣が、300社以
上の企業との議論に基づき企業が競争優
位に立つためのDX推進を解説しています。
「DXは『組織論』として取り扱うべきである」
本書では、「DXMO（Digital Transforma-
tion Management Office）といったDX専
門組織を設立」「適切に全社の原動力を導
く」「全社リソースの価値を最大限発揮す
る」ことをコンセプトとしています。全社DX
推進を決意された経営層、そのような指示
を命じられたが、何をどうすればよいのか日
夜奮闘努力している上級・中級管理職層、
また、全社DXを進めているものの、期待し
た効果を得られておらず、活動が鈍化して
しまっているすべての企業に向けて、さまざ
まな論点で解説しています。

【編】  KPMGコンサルティング  
福島 豊亮、塩野 拓 他

朝日新聞出版
A5判・240頁
2,970円（税込）
2022年6月刊
単行本

TCFD開示の実務ガイドブック 
－気候変動リスクをどう伝えるか

2022年4月からプライム市場の上場会社
に対してTCFD開示が求められることになり
ました。
しかし、TCFDが求めるシナリオ分析や温
室効果ガス排出量の測定等は非常に難易
度が高く、個別の企業が十分な開示を行
うのは難しいのが実情です。
本書では、TCFD開示の理論面（第 I部理
論編）に加えて、シナリオ分析や排出量測
定などの実務面（第 II部実践編）にも十分
に言及するとともに、気候変動リスクを含
むサステナビリティ開示の将来的方向性に
関するグローバルな動向（第 III部将来編）
をお伝えすることで、読者の皆様に重層的
な理解と実務ガイドブックとしての有用性
を提供できるように構成しています。【編】  KPMGサステナブル 

バリューサービス・ジャパン

中央経済社
A5判・188頁
2,750円（ 税込） 
2022年4月刊
単行本 

テーマ別 「法務・コンプラ業務」 高度化・効率化の実務
Q&A　DX／サステナビリティ経営に向けた地図

本書は、国内はもとよりグローバルに事業
を展開あるいは拡大を企図する企業にお
ける法務・コンプライアンス関連業務につ
いて、従来からの契約関連業務だけでなく、
贈賄リスクや輸出管理、情報管理、AIなど、
時流をとらえたテーマ別に散見される課題
と、その課題を克服するための組織体制構
築やプロジェクトの進め方をわかりやすく解
説しています。
第1編では法務部門の主要業務についてリ
スクマネジメントの視点から解説するととも
に、法務業務の改革と高度化に向けた業
務の可視化、DXへの対応について紹介し
ています。
第２編では法規制およびコンプライアンス
リスクの概況を解説するとともに、贈収賄、
競争法、輸出管理、人権、情報、AIといっ
たテーマについて留意すべき事項を解説し
ています。

【編】 KPMGコンサルティング

中央経済社
A5判・356頁
3,960円（ 税込） 
2022年5月刊
単行本

動き出すデータドリブン組織のつくりかた

本書では、データを活用するための意識・
文化をいかに企業に浸透させ、データド
リブンな組織に変革していくかについて、
Tableau社の公表する「Blueprint」を1つ
の軸として活用しながら解説する内容となっ
ております。現役で「データドリブン組織づ
くり」を推進する著者陣がそれぞれの現場
でどのように変革を進めているのか、具体的
な事例も交えながら実務家の目線で解説
していきます。別の企業に勤務する著者陣
のそれぞれの取組みにおける成果、失敗例、
考察などを抽出し、議論を深めながらエッ
センスをまとめた内容になっております。

【編】KPMG FAS 福田 恭幸 他

日本能率協会マネジメント 
センター
A5判・192頁
2,200円 （税込）
2022年3月刊
単行本
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海外関連情報

日本語版海外投資ガイド

日本語版海外投資ガイド一覧

KPMGジャパンにおいては、新興国を中心に18ヵ国の日本語版海外投資ガイドを発行し、ウェブサイトにおいて一部公開しています。
新規投資や既存事業の 拡大など、海外事業戦略を検討する上での有益な基礎情報です。なお、投資ガイドの全PDFファイルを閲覧するには、会員登
録が必要です。

現在、ウェブサイトにて公開している18ヵ国の
日本語版海外投資ガイド一覧です。今後は、
改訂版や新しい国の海外投資ガイドが発行
されるタイミングで、アップデートいたします。
詳細は下記URLをご参照ください。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/ 
2021/12/investment-guide.html

投資ガイド（掲載国） 発行年

中国 2020年

香港 2020年

台湾 2022年

インド 2022年

シンガポール 2022年

マレーシア 2021年

フィリピン 2022年

ベトナム 2022年

ミャンマー 2020年

ペルー 2017年

イタリア 2021年

ベルギー 2017年

スペイン 2021年

チェコ 2021年

ドイツ 2021年

ハンガリー 2019年

アラブ首長国連邦（UAE） 2021年

南アフリカ 2018年

海外進出支援窓口
各国の最新情報については、右記URLをご確認ください。 https://home.kpmg/jp/ja/home/services/global-support.html

2022年 3月16日更新

2022年度版　シンガポール投資ガイド Japanese

本投資ガイドではシンガポールに投資またはシンガポールにて事業を行うことを検討さ
れている方々のために、準拠しなければならない会計制度、税制その他諸法規の概要を
説明します。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2015/09/singapore.html

2022年 3月15日更新

2022年度版　ベトナム投資ガイド Japanese

本投資ガイドはベトナムに投資またはベトナムにて事業を検討されている企業の皆様に、
情報提供を目的としてKPMGが発行しています。事業活動にあたって準拠しなければな
らない諸法規の要請、並びに税制や諸条件の概略を説明しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2015/03/vietnam.html

2022年1月14日更新

2021/2022年度版　フィリピン投資ガイド Japanese

フィリピンへの投資を考えられている方のみならず、すでに事業を行われている皆様方の
ために、フィリピンの国の概況、また、同国への投資の可能性について説明します。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2015/09/philippines.html

2022年度版

インド
投資
ガイド
KPMGインド

2022年 3月8日更新

2022年度版　インド投資ガイド Japanese

本投資ガイドではインドへの投資や事業を考えられている方々のために、投資の奨励制度、
規制、税制、実務上の課題などについての基本的な情報を提供しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/india.html
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KPMGジャパン グループ会社一覧

Aud it TAX Ad v i s ory
KPMGコンサルティング
KPMG FAS
KPMGあずさサステナビリティ
KPMGヘルスケアジャパン

KPMG税理士法人
KPMG社会保険労務士法人

あずさ監査法人

KPMG Ignition Tokyo（デジタルテクノロジープラットフォーム）

有限責任 あずさ監査法人

全国主要都市に約6,000名の人員を擁
し、監査や保証業務をはじめ、IFRSアドバ
イザリー、アカウンティングアドバイザリー、
金融関連アドバイザリー、IT関連アドバイ
ザリー、企業成長支援アドバイザリーを提
供しています。金融、情報・通信・メディア、
パブリックセクター、消費財・小売、製造、
自動車、エネルギー、ライフサイエンスな
ど、業界特有のニーズに対応した専門性
の高いサービスを提供する体制を有すると
ともに、4大国際会計事務所のひとつであ
るKPMGのメンバーファームとして、146
の国と地域に拡がるネットワークを通じ、
グローバルな視点からクライアントを支援
しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所 
名古屋事務所
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KPMGコンサルティング株式会社

グローバル規模での事業モデルの変革や
経営管理全般の改善をサポートします。 
具体的には、事業戦略策定、業務効率の
改善、収益管理能力の向上、ガバナンス
強化やリスク管理、IT戦略策定や IT導入
支援、組織人事マネジメント変革等にかか
わるサービスを提供しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所 
名古屋事務所

03-3548-5111 
06-7731-2200 
052-571-5485

株式会社 KPMG FAS

企業戦略の策定から、トランザクション
（M&A、事業再編、企業再生等）、ポスト
ディールに至るまで、企業価値向上のため
企業活動のあらゆるフェーズにおいて総合
的にサポートします。主なサービスとして、
M&Aアドバイザリー（FA業務、バリュエー
ション、デューデリジェンス、ストラクチャリ
ングアドバイス）、事業再生アドバイザリー、
経営戦略コンサルティング、不正調査等を
提供しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所 
名古屋事務所 
福 岡 事 務 所

03-3548-5770 
06-6222-2330 
052-589-0520 
092-741-9904

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

非財務情報の信頼性向上のための第三者
保証業務の提供のほか、非財務情報の開
示に対する支援、サステナビリティ領域で
のパフォーマンスやリスクの管理への支援
などを通じて、企業の「持続可能性」の追
求を支援しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所

03-3548-5303 
06-7731-1304

KPMGヘルスケアジャパン株式会社

医療・介護を含むヘルスケア産業に特化
したビジネスおよびフィナンシャルサービス
（戦略関連、リスク評価関連、M&A・ファ
イナンス・事業再生などにかかわる各種ア
ドバイザリー）を提供しています。

03-3548-5470

株式会社 KPMG Ignition Tokyo

監査、税務、アドバイザリーサービスで培っ
たプロフェッショナルの専門的知見と、最
新のデジタル技術との融合を高めることを
使命とし、共通基盤とソリューションを創
発し、KPMGジャパンすべてのエンティティ
とともに、クライアント企業のデジタル化に
伴うビジネス変革を支援しています。

03-3548-5144

KPMG税理士法人

各専門分野に精通した税務専門家チーム
により、多様化する企業経営の局面に対
応した的確な税務アドバイス（税務申告書
作成、国内／国際税務、移転価格、BEPS
対応、関税／間接税、M&A、組織再編／
企業再生、グローバルモビリティ、事業承
継等）を、国内企業および外資系企業の
日本子会社等に対して提供しています。

東 京 事 務 所
大 阪 事 務 所
名古屋事務所
京 都 事 務 所
広 島 事 務 所
福 岡 事 務 所

03-6229-8000
06-4708-5150
052-569-5420
075-353-1270
082-241-2810
092-712-6300

KPMG社会保険労務士法人

グローバルに展開する日本企業および外
資系企業の日本子会社等に対して、社会
保険の新規適用手続き支援、給与計算、
各種社会保険手続き、社会保障協定、就
業規則に関するサポートなど、人事・労務
関連業務を日英バイリンガルで提供してい
ます。

03-6229-8000
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デジタルメディアのご案内

セミナー情報

国内および海外の経営環境を取り巻くさまざまな変革の波を先取りしたテーマのセミナーやフォーラムを開催しています。
最新のセミナー開催情報、お申込みについては下記ウェブサイトをご確認ください。

home.kpmg/ jp/ ja /events

会計・監査コンテンツ
home.kpmg/ jp/ act - ist

税務コンテンツ
home.kpmg/ jp/ tax- topics

KPMG IMPACT
home.kpmg/jp/impact

KPMG Japan SCALe
home.kpmg/ jp /sca le

RegTech （レグテック）
home.kpmg/ jp/ regtech

FinTech （フィンテック）
home.kpmg/ jp/ fintech

サイバーセキュリティ
home.kpmg/ jp/cyber

Ignition Odyssey
home.kpmg/jp/ignition-
odyssey

主要トピック

Digital 監査ウェブサイト https://digital.azsa.or.jp

「Digital 監査ウェブサイト」ではあずさ監査法人のデジタル戦略や、監査の高度化・人材領域に 
おける取組み、情報発信（寄稿・論文）などを1ページに集約し、わかりやすくお伝えしています。
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https://twitter.com/KPMG_JP
https://www.linkedin.com/company/kpmg-jp/
https://www.facebook.com/KPMG.JP/
https://www.instagram.com/kpmgjp/
mailto:?subject=
http://home.kpmg/jp
http://home.kpmg/jp/socialmedia
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